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養成する人材、４つの要素等について 

 

シラバスの中で、「養成する人材」、「必要な資質」あるいは「４つの要素」として、①②

③④等の番号が挙げられているものがあります。これは、本学法科大学院が養成する法曹に必

要な資質として特に重視している4つの要素を示しています。以下、その内容を掲げておきま

すので、シラバスを読む際に必要に応じて参照してください。なお、各要素の具体的な内容に

ついては、学生便覧で詳細な説明を行っています。 

 

 

 

西南学院大学法科大学院は、法曹に必要な資質として、特に次の４つの要素を重視します。 

 

① 他人の痛みを共有できる豊かな人間性とコミュニケーション能力を持ち、法の専門家と 

 して、高い倫理観・正義感を基礎にしてその知識と技能を人々のために役立てようとする 

強い意欲を持っていること。 

 

② 社会に生起するさまざまな法律問題について、正義の理念と社会通念を踏まえた的確な 

事案の把握および事実の認定を行い、正確な法律知識に裏打ちされた法的判断(法的分析と 

推論)を加えて、人々が真に納得できる結論を導き出す能力を備えていること。 

 

③ 前項の判断を基礎として、これを表現するための質の高い文書作成および議論や説得が 

できる能力を涵養し、利害関係人その他の市民から確かな信頼を得られる適切な紛争解決を 

はかる能力を備えていること。 

 

④ 社会の変化に伴って生じてくる新しい法律問題に対して、柔軟に対応できるだけの応用力や 

創造力を備えていること、特に今後重要性を増すと思われる国際的な法律問題に対処できる 

基礎的素養を備えていること。 
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１．統治の基本構造 

 

授業科目名（カナ） 統治の基本構造    （ トウチノキホンコウゾウ ） 

担当教員名（カナ） 横田 守弘    （ ヨコタ モリヒロ ） 

履修年次 １年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 月曜５限 

講義の概要 

憲法を勉強する際には，憲法総論，統治機構，基本的人権の３つの分野を扱

うことになる。この科目においては，憲法総論（憲法史，国民主権・民主制と

天皇，憲法保障と憲法改正，平和主義など），統治機構（権力分立の原理，国

会の地位・権限・組織，内閣の地位・権限・組織，裁判所の地位・権限・組織，

財政統制，地方自治），そして基本的人権のなかで裁判所の権限行使に関わる

もの（裁判を受ける権利，国家賠償請求権，刑事手続における人権など）を扱

う。統治機構の分野に分類される司法権の意義と限界，憲法訴訟（違憲審査の

主体・対象，憲法判断の回避，違憲主張の適格，合憲限定解釈，法令違憲と適

用違憲，違憲判決の効力など）については，２年次「憲法訴訟論」という科目

の守備範囲となる。 

この科目のなかで扱ういくつかの項目は，基本的人権をめぐる紛争において

憲法を用いた主張を展開する際に用いられる法理に関わっている。法律の留

保，委任立法，法律と条例，刑罰法規の明確性などがそれである。したがって，

「統治の基本構造」の学習が後期「基本的人権の基礎」において基本的人権に

関する種々の事例を学習する際の準備になるということに留意しておいてほ

しい。 

到達目標 

この科目の第１の目標は，基本的人権を保障するために政府（国家権力）の

行動に枠をはめるという立憲主義（「法の支配」）の考え方を理解するととも

に，民主主義に基づく国会・内閣の行動原理・組織と自由主義に基づく裁判所

（「法の支配」の担い手）の行動原理・組織との違いを理解することにある。

これらについての正確な理解と知識を得ることは，１年次後期以降の公法系科

目の学習の基礎をなすことになる。第１の目標は，本学法科大学院の「養成す

る人材」の４つの要素（①〜④）のすべてにかかわるものである。 

第２の目標は，「違憲か合憲か」を論ずるとはどういう作業なのか，その作

業における法的三段論法の重要性を理解すること，そして，この科目において

扱う事項を素材として実際に三段論法を用いた文章を作成できるようになる

ことである。法科大学院修了生には，憲法にかかわる問題が争点となる訴訟に

おいて，訴訟代理人，弁護人，検察官，裁判官のそれぞれの立場から，憲法を

用いて的確な法的主張，判断をする能力，それを文章にして表現する能力が求

められる。この能力習得のための過程の第一段階をなすのが「統治の基本構造」
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である。第２の目標は，本学法科大学院の「養成する人材」４つの要素のうち，

とくに②と③の出発点となるものである。 

各回の授業内容 

１．立憲主義とその歴史 

立憲主義，とくに近代立憲主義とはどのようなものなのかを確認し，近代か

ら現代に至る立憲主義の歴史について，世界と日本に分けて説明する。また，

憲法という言葉の意味，最高法規性など憲法の性質にもふれる。 

 

２．法の支配・権力分立／民主制(1)＜国民主権と民主制＞ 

前回の内容をふまえて，日本国憲法における「法の支配」と権力分立の意義

について確認する。ついで，日本国憲法における国民主権の法的意義につい

て確認するとともに，直接民主制と間接民主制を対比しながら，日本国憲法

において国会議員が全国民を代表するものであるとされていることの意義

について検討する。 

 

３．民主制(2)＜政党と選挙制度＞ 

 政党は憲法上どのように位置づけられるか確認するとともに，政党に関する

重要な法律にふれ，あわせて選挙制度のあり方について検討する。 

 

４．国会(1)＜国会の地位と権能(1)＞ 

 憲法４１条にいう「国権の最高機関」「唯一の立法機関」の意味について確

認する。とくに後者について，「立法」という言葉，国会単独立法の原則，

国会中心立法の原則を中心にして検討する。国会の権限である立法権との関

係で，法律の留保と委任立法についてもふれる。最後に条約承認権について

扱う。 

 

５．国会(2) ＜国会の地位と権能(2)／国会の活動と組織＞ 

 前半は，予算をめぐる諸問題を中心に，国会の財政統制権について確認する。

後半は，国会の活動方法として会期制などについてふれた後，国会の組織

として二院制の意義について検討する。 

 

６．国会(3)＜議院と国会議員＞ 

議院の権能とされる議院自律権と国政調査権について検討する。また，国会

議員の地位について，不逮捕特権と免責特権を中心に検討する。免責特権の

検討の際には，代表制に関する議論との関連に留意する。 

 

７．内閣(1)＜議院内閣制／内閣の地位と権限＞ 

 議院内閣制とはどのような仕組みなのか，「議院内閣制の本質」をめぐる議

論とあわせて確認する。次に，内閣の組織と権限を確認し，内閣と「行政各

部」との関係や独立行政委員会の存在も視野に入れながら，統治機構におけ

る内閣の地位について理解を深める。衆議院解散決定権の所在に関する議論
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についても検討する。 

 

８．内閣(2)＜天皇＞ ／ 地方自治(1) 

前半は，天皇の地位と国事行為などにふれながら，これに関連してとくに内

閣の地位を確認する。後半は，「地方自治の本旨」（憲法９２条）の意味と

自治権の根拠について説明し，次に，日本国憲法及び地方自治法が定める具

体的な地方自治のあり方のうち，とくに住民自治の側面に重点をおいて考察

する。 

 

９．地方自治(2) 

地方自治の具体的なあり方のうち，とくに団体自治の側面に重点をおいて考

察する。法律と条例の関係について，憲法３１条，８４条, ９４条がとりあ

げられる。最後に，憲法上の地方公共団体の意味について検討する。 

 

10．裁判所(1)＜司法権の意義と帰属／裁判を受ける権利／国家賠償請求権＞ 

憲法７６条１項の「司法権」，裁判所法３条の「法律上の争訟」の通説的理

解を確認し，司法権が裁判所に帰属するとされていることの意義，司法権の

範囲について検討する。これらと関連させて，裁判を受ける権利と国家賠償

請求権の内容を確認する。どちらの権利も国民が裁判所に権利救済を求める

ルートにかかわっている。 

 

11．裁判所(2)＜司法権の独立／裁判所の組織＞ 

まず，国会・内閣と対比させて，「司法権の独立」の意義と裁判官の地位な

どについて扱う。また，裁判所の組織や構成について，陪審制や裁判員制度

なども含めて検討するとともに，裁判所の規則制定権にもふれる。 

 

12.裁判所(3)＜刑事手続における人権／刑事補償請求権＞ 

 憲法３１条，同３３条ないし３９条の権利は裁判所の役割とも関連がある。

この回は，これらの条文による権利保障の内容を確認しておく。とくに，刑

事訴訟や捜査において手続が守られなければいけないのはなぜか，行政にお

ける手続についてはどのように考えたらよいのかが重要になる。あわせて，

憲法４０条の刑事補償請求権も検討する。 

 

13. 違憲審査 

付随的違憲審査制・抽象的違憲審査制という用語を中心にして，日本国憲法

における違憲審査制の性格について確認するとともに，違憲審査のあり方に

ついてさまざまな考え方があることにふれる。また，これまで最高裁が違憲

審査をどのように行ってきたのかについて概観する。 

14.平和主義 

憲法９条についてどのような解釈があるかを確認し，これと自衛隊，日米
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安全保障条約との関係について説明する。自衛隊などに関連する法律にも

留意する。また，憲法前文の平和的生存権についても概説する。 

 

15．憲法の制定／憲法の変動／憲法の保障 

    憲法の制定を法的にどのように説明すればよいのか，制定された憲法につ

いての運用や解釈の変更さらには条文の修正にまつわる法的問題点として

どのようなものがあるか，立憲主義憲法が危機に陥ったときに自らを守る

ためにどのような手だてがあるのか，以上を検討する。 

成績評価の方法 

開講期間中に行う小テスト２回（各２０点，計４０点。短答式問題と説明を

求める問題によって構成される。）と期末試験（６０点。そのうち２０点分は

２回の小テストと同じ形式。４０点分は論述式による。）によって評価する。

 正当な理由なく授業を欠席した場合（事前事後の連絡なき欠席は「正当な理

由のない欠席」とみなす）は，１回につき１点減点する。正当な理由のない遅

刻（事前事後の連絡なき遅刻は「正当な理由のない遅刻」とみなす）が複数回

に及んだ場合は，その程度と回数に応じて減点する。 

正当な理由なく６回以上授業を欠席した場合は，期末試験の受験を認めな

い。 

この科目の再試験は実施しない。 

２回の小テストには西南学院大学大学院法務研究科試験規則が準用される。 

成績評価の基準 

短答式問題と説明問題はおおむね正確な知識と理解の有無を問うものであ

り，論述式問題は正確な知識・理解とともに，三段論法を用いることができる

かを試すものと考えてよい。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

講義内容のアウトラインを示すプリントを事前にＴＫＣ教育支援システム

を通じて配付するので，教科書の該当箇所と指示された判例等をよく読んで予

習をして来ること。授業においてプリント掲載事項のすべてを扱うことはでき

ないので，授業において扱うことのできなかった項目については，各自で学習

してほしい。復習のためにＴＫＣ教育支援システムのＷｅｂ演習システムを活

用してほしい。具体的なことは第１回の授業において指示する。この授業の目

標の１つである文書作成能力については，前期の授業期間中に文書作成を求め

る練習問題の提示を予定しているので，積極的に活用してほしい。 

 以上，昨年度とほぼ同じである。今年度の授業は履修者が再履修者であるこ

とに配慮して進められる。 

教科書・参考文献 

教科書（授業においてベースとして用いるもの）：①芦部信喜（高橋和之補

訂）『憲法第６版』（岩波書店，2015＜2019年春に第７版が刊行されるとのこ

とであるが，この授業は第６版をベースにする＞），②戸松秀典＝初宿正典『憲

法判例 第８版』（有斐閣，2018） なお，①を補充するものとして，安西文

雄＝宍戸常寿＝巻美矢紀『憲法学読本 第3版』（有斐閣，2018）をあげておく。 

参考書：とくに，佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂，2011），高橋和之『立

憲主義と日本国憲法第４版』（有斐閣，2017），渋谷秀樹=赤坂正浩『憲法１

人権 第６版』・『憲法２統治 第６版』（有斐閣，2016＜2019年春に第７版が
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刊行されるとのことである＞），高橋和之他編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ［第六版］』

（有斐閣，2013）。 

 

教科書及び参考書（上記のもの以外を含む）についてのコメントを記したプ

リントを授業開始時に配布する。 

履修条件 特になし。 
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２．基本的人権の基礎 

 

授業科目名（カナ） 基本的人権の基礎    （ キホンテキジンケンノキソ ） 

担当教員名（カナ） 横田 守弘    （ ヨコタ モリヒロ ） 

履修年次 １年次 

単位 ４単位 

授業時間 後期 月曜２限・木曜４限 

講義の概要 

この科目においては，憲法の基本的人権の分野を扱う。ただし，裁判を受け

る権利，国家賠償請求権，刑事手続における人権など，前期「統治の基本構造」

において扱ったものは除かれる。 

この科目においては，下記の到達目標を達成するために，最高裁判例の学習

が大きな比重を占める。すなわち，どのような事案についてどのような憲法上

の争点が設定されたか，その争点について解答するために最高裁判例はどのよ

うな論理を展開したか，最高裁判例に対して学説はどのような評価をしている

かなどについての学習である。それは，基本的人権についての知識と理解を深

めるために，また，人権に関する紛争において一定の解決策を論理的文章にし

て提示する能力を身につけるために，不可欠である。 

３０回の授業のおおまかな順序としては，まず精神的自由権，経済的自由権，

生存権，選挙権，幸福追求権，平等といった個別の権利規定について扱い，つ

ぎに，外国人・法人・未成年者の人権，特殊な法律関係など，憲法で保障され

た権利に共通する諸問題について扱う。 

精神的自由権のなかでは，表現の自由とその制約の合憲性について考察するこ

とによって，その他の自由権の問題を考える際に基礎となる力を養うことがで

きる。そこで，予備的考察を扱う第１回に続いて，第２回から第７回において

表現の自由を扱う。 

到達目標 

この科目の第１の目標は，前期「統治の基本構造」と同様に，日本国憲法の

立憲主義の仕組みを正確に理解することである。日本国憲法において保障され

た種々の人権はなぜ憲法において保障されるに至ったのか，それぞれの人権が

保障されることによって国民はどのような主張をすることができるのか，そし

て政府（国家権力）はどのようなルールに服することになるのか，これらに関

して基本的な学説や最高裁判例はどのような見解をとっているのか，以上につ

いて正確な知識と理解をすることが求められる。この目標は，本学法科大学院

の「養成する人材」の４つの要素（①〜④）のすべてにかかわるものである。 

第２の目標は，基本的人権に関する様々な紛争事例を念頭におきながら，人

権制約の合憲性を論ずる際の基本的な着眼点を踏まえて，人権制約を違憲と主

張する構成を考え，それを論理的な文章として表現できるようになることであ

る。この目標は，本学法科大学院の「養成する人材」の４要素のうち，とくに
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②と③を獲得するための第二段階である。 

各回の授業内容 

（授業の進度や日程調整等の関係で，若干の順序の入れ替えがありうる。） 

１．「基本的人権の基礎」開講にあたっての予備的説明 

 日本国憲法において保障されている権利の分類にふれたうえで，主に人権と

「公共の福祉」をめぐる議論を検討しながら，権利の制約の合憲性について

 どのような手順で論じるかについてのこれまでの議論を振り返る。最後に，

 自由権の制約の合憲性を論ずる手順について確認する。 

 

２．表現の自由(1) 

 表現の自由の保障内容を確認し，表現の自由の制約が合憲か否か判断する際

の手法として提唱されてきたものを概観する。 

 

３．表現の自由(2) 

 表現内容規制と表現内容中立規制を扱う。最高裁判例としては，刑法175条

の合憲性に関する諸事件，破防法事件，大阪市屋外広告物条例事件，吉祥寺

駅構内ビラ配布事件などを取り上げる。 

 

４．表現の自由(3) 

 前回に引き続き，表現内容中立規制の例として，公職選挙法違反事件，立川

テント村事件を取り上げる。引き続いて，検閲と事前抑制の問題に入り，税

関検査事件を取り上げる。 

 

５．表現の自由(4) 

名誉権保護と表現の自由との調整の事例について，検閲・事前抑制禁止との

関連も踏まえて検討する。北方ジャーナル事件などを取り上げる。さらに，

「知る自由」の概念にふれ，よど号新聞記事墨塗り事件，岐阜県青少年保護

条例事件，法廷メモ訴訟などを扱う。 

 

６．表現の自由(5) 

マス・メディアにかかわる問題に入り，報道の自由，取材の自由の概念を扱

うとともに，西山記者事件，博多駅事件，ＮＨＫ記者証言拒否事件をとりあ

げる。 

 

７．表現の自由(6)／思想・良心の自由 

前半は，放送の自由，アクセス権について扱い，最高裁判例としてＮＨＫ

受信料訴訟，サンケイ新聞事件などを取り上げる。後半は，思想・良心の

自由について，公立学校入学式・卒業式における国歌斉唱拒否事件を中心

に扱う。 
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８．信教の自由／政教分離(1) 

前半は信教の自由の保障内容と制約事例について扱う。オウム真理教解散

請求事件などを素材にする。後半は，政教分離について，津地鎮祭訴訟ま

でを扱う。 

 

９．政教分離(2)／学問の自由と大学の自治 

前半は政教分離について，愛媛玉串料訴訟，砂川政教分離訴訟などを素材

にして検討する。後半は学問の自由の３つの内容と大学の自治を扱う。 

 

10．集会の自由 

 集会の自由の保障内容とその制約事例について，表現の自由との相違点に留 

 意しながら検討する。最高裁判例としては，新潟県公安条例事件，泉佐野市 

 市民会館事件，広島市暴走族追放条例事件などをとりあげる。 

 

11．結社の自由／労働基本権 

前半は，結社の自由の保障内容とその制約事例について検討する。後半は，

労働基本権の保障内容を確認するとともに，公務員の労働基本権に関する

事例を検討する。全逓東京中央郵便局事件，都教組事件，全農林警職法事

件，全逓名古屋中央郵便局事件などを取り上げる。 

 

12．居住・移転・外国移住の自由／職業の自由 

憲法22条において保障された自由を扱う。とくに職業の自由の制約の合憲

性判断のあり方を検討する。最高裁判例としては，小売市場事件，薬事法

事件，酒類販売免許制事件などをとりあげる。 

 

13．財産権と損失補償(1) 

憲法２９条１項・２項における財産権の保障の意義について説明し，最高裁

判例として森林法事件，証券取引法事件などをとりあげる。また，憲法２９

条３項の損失補償の意義についても説明する。 

 

14．第１回小テスト／財産権と損失補償(2) 

 小テスト終了後，損失補償が必要となる「特別の犠牲」の意味について，奈 

 良県ため池条例事件，河川附近地制限令事件などをあげて検討する。 

 

15. 生存権 

自由権と異なる生存権の法的性格，生存権にまつわる事件における憲法の

用い方を考える。最高裁判例としては，朝日訴訟，堀木訴訟を取り上げる。 

 

16. 参政権 

 主に，選挙権・被選挙権の保障内容と性質，選挙権保障と投票機会の保障に 
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 ついて検討する。最高裁判例としては，在外国民選挙権訴訟などを扱う。 

 

17．幸福追求権(1) 

幸福追求権の法的性質，人権体系上の位置，保障内容などについて扱う。

後半は，幸福追求権から導かれる権利のなかから，人格権とプライバシー

の権利について検討する。最高裁判例として，夫婦同氏制に関する最高裁

判決，京都府学連事件などを扱う。 

 

18. 幸福追求権(2) 

引き続きプライバシーの権利について扱うとともに，自己決定権を取り上

げる。憲法２４条についてもここで取り上げる。最高裁判例としては，指

紋押捺拒否事件，住基ネット事件，夫婦同氏制に関する最高裁判決などを

取り上げる。 

 

19．法の下の平等(1) 

「法の下の平等」の意味，平等観の変遷とともに，平等原則違反か否かを

判断する基本的な枠組みにふれる。平等原則違反が問題となった事例のう

ち，家族や性に関するものとして，まず，尊属殺に関する事件を扱う。 

 

20．法の下の平等(2) 

 引き続き平等原則違反が問題となった事例のうち，家族や性に関するものと

して，非嫡出子の法定相続分をめぐる事件，再婚禁止期間をめぐる事件，夫

婦同氏をめぐる事件などが検討される。 

 

21. 法の下の平等(3) 

 平等原則違反が問題となった事例のうち，前半は，租税立法，生存権にまつ 

 わる最高裁判例を検討する。その後，選挙権に関する平等として衆議院議員 

 選挙における「一票の格差」の問題に入る。 

 

22. 法の下の平等(4) 

 引き続き衆議院議員選挙における「一票の格差」の問題を扱うとともに，参

議院議員選挙における「一票の格差」を扱う最高裁判例を取り上げる。 

23. 外国人の人権(1) 

外国人の人権について考える前提として，国籍法の基本的仕組みとともに，

最高裁の国籍法違憲判決について検討したうえで，外国人の人権に関する

性質説を確認する。外国人の出入国の自由，選挙権・公務就任権を扱う（東

京都管理職選考受験拒否事件）。 

 

24. 外国人の人権(2)  

 外国人の精神的自由権，生存権の問題（マクリーン事件，塩見訴訟など）を
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取り上げる。 

 

25. 第２回小テスト／未成年者の人権 

 第２回小テスト終了後，未成年者の人権制約の合憲性をどのように判断した 

 らよいのかを考え，あわせてパターナリズムについて確認する。 

 

26．教育と人権(1)  

教育を受ける権利の保障内容を確認するとともに，学校教育の位置付けと

それをめぐるさまざまな主体の権利・権限について検討する。最高裁判例

としては，旭川学力テスト事件などを取り上げる。 

 

27.教育と人権／法人と人権 

前回に続いて教育に関する最高裁判例として，教科書検定事件を取り上げ

る。その後，法人の人権享有主体性及び団体とその構成員の人権の問題を扱

う。 

 

28．特殊な法律関係(1) 

特殊な法律関係（かつての「特別権力関係」）のうち，とくに公務員につい

て扱う。最高裁判例としては，猿払事件，社会保険庁職員事件などを取り上

げる。 

 

29. 特殊な法律関係(2)／人権の私人間効力(1) 

 前半は，特殊な法律関係のうち，よど号新聞記事墨塗り事件などを素材にし

て，刑事収容施設被収容者の事例を扱う。後半は，人権の私人間効力という

ことの意味について，学説などを確認する。 

 

30. 人権の私人間効力(2) 

 人権の私人間効力に関する諸事例を検討する。具体的には，三菱樹脂事件， 

 昭和女子大事件，殉職自衛官合祀拒否訴訟などを取り上げる。 

 

＜奴隷的拘束及び苦役からの自由（憲法18条），天皇・皇族の人権，国民の義

務については授業及びプリントにおいて扱うことができないので，各自で学習

をすること。＞ 

成績評価の方法 

開講期間中に行う小テスト２回（各２０点，計４０点。短答式問題と説明を

求める問題によって構成される。）と期末試験（６０点。そのうち，２０点分

は２回の小テストと同じ形式，４０点分は論述式である。）によって評価する。 

２回の小テストには西南学院大学大学院法務研究科試験規則が準用される。 

正当な理由なく授業を欠席した場合（事前事後の連絡なき欠席は「正当な理

由のない欠席」とみなす）は，１回につき１点減点する。正当な理由のない遅

刻（事前事後の連絡なき遅刻は「正当な理由のない遅刻」とみなす）が複数回
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に及んだ場合は，その程度と回数に応じて減点する。 

正当な理由なく１１回以上授業を欠席した場合（無届け欠席を含む）は，期

末試験の受験を認めない。  

この科目の再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

短答式問題と説明問題はおおむね正確な知識と理解の有無を問うものであ

り，論述式問題は正確な知識・理解の有無とともに，人権制約事例について違

憲とする文章を作成できるかを試すものと考えてよい。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

前期と同様，講義内容のアウトラインを示すプリントを事前にＴＫＣ教育支

援システムを通じて配付するので，教科書①②の該当箇所をよく読んで予習を

して来ること。授業においてプリント掲載事項のすべてを扱うことはできない

ので，授業で扱えなかった項目については各自で自学自習をしてほしい。また，

前期に引き続きＴＫＣ教育支援システムのＷｅｂ演習システムを活用してほ

しい。 

前期と異なり，最高裁判例を扱う時間が多くなる。その学習にあたっては，

判例の結論だけを覚えて満足するのではなく，どのような事案・訴訟であるの

かをふまえて当事者ならどのように考えるかを意識するとともに，判例の論理

展開を理解できるように，教科書②に掲載されている判例の文章を通読するよ

う心がけてほしい。この授業の第２の目標である文書作成能力については，後

期の授業期間中に文書作成を求める練習問題の提示を予定しているので，積極

的に活用してほしい。 

授業内容自体は昨年度とほぼ同じである。今年度の授業は履修者が再履修者

であることに配慮して進められる。 

教科書・参考文献 

教科書（授業においてベースとして用いるもの）：①芦部信喜（高橋和之補

訂）『憲法第６版』（岩波書店，2015＜2019年春に第７版が刊行されるとのこ

とであるが，この授業は第６版をベースにする＞），②戸松秀典＝初宿正典『憲

法判例 第８版』（有斐閣，2018） ①を補充するものとして，安西文雄・巻

美矢紀・宍戸常寿『憲法学読本第３版』及び渡辺康行他『憲法Ⅰ基本権』（日

本評論社，2016）をあげておく。 

 

参考書：とくに，佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂，2011），高橋和之『立

憲主義と日本国憲法第４版』（有斐閣，2017），渋谷秀樹=赤坂正浩『憲法１

人権 第６版』・『憲法２統治 第６版』（有斐閣，2016＜2019年春に第７版が

刊行されるとのことである＞），高橋和之他編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ［第六版］』

（有斐閣，2013）。さらに木下智史=伊藤建『基本憲法Ⅰ 基本的人権』（日本

評論社，2017）。 

履修条件 前期「統治の基本構造」を受講し単位を修得していないと，理解は難しい。 
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３．憲法訴訟論 

 

授業科目名（カナ） 憲法訴訟論    （ ケンポウソショウロン ） 

担当教員名（カナ） 横田 守弘    （ ヨコタ モリヒロ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜１限 

講義の概要 

この科目においては，憲法の統治機構の分野のうち，「司法権の意義と限界」，

「憲法訴訟」（違憲審査の主体・対象，憲法判断の回避，違憲主張の適格，合

憲限定解釈，法令違憲と適用違憲，違憲判決の効力など）というテーマで語ら

れる部分を学習するとともに，ここまでに得られた憲法に関する基本的な知識

と理解を土台にして，基本的人権に関する最高裁判例の事例について分析と検

討を行い，さらに当事者主張のあり方について考える。 

到達目標 

 この科目には３つの目標がある。 

(a)まず，「司法権の意義と限界」，「憲法訴訟」について正確な理解と知識を得

ることである。それは裁判所の行動原理と基本的人権保障のあり方に関する

理解を深めることにつながる。この目標は，「統治の基本構造」，「基本的人

権の基礎」と同じく，本学法科大学院の「養成する人材」の４要素（①〜④）

のすべてにかかわるものである。 

(b)次に，最高裁判例の事案，当事者主張，下級審判決，そして最高裁判決を

検討することによって，１つの事案に対する様々な見方，法的主張の在り方

を学び，あわせて最高裁判例の射程を考える能力を身につけることである。

要するに，事案を分析し法的主張を構成していく能力の獲得と言ってよい。

「判例の正確な理解，事実との関係を踏まえた当該判例の射程範囲の確認，

判例における問題点を考えさせる学習」の重要性は司法試験においても強調

されてきているところである。この目標は，本学法科大学院の「養成する人

材」の４要素のうち，とくに②③にかかわるものである。 

(c)最後に，人権が制約されている事例について，法令の合憲性を問うレベル

だけではなく，その適用のレベルも含めて，効果的な当事者主張をする能力

の獲得である。１年次までの学習においては人権制約を違憲と主張する文書

作成を目標としていたが，この科目では合憲とする側の主張も構成できるよ

うにすることを目指す。 

 以上の３つの目標を持つこの科目は，本学法科大学院の「養成する人材」の

４要素すべてにかかわるものではあるが，とりわけ②と③にかかわるものであ

る。そして，１年次後期の「基本的人権の基礎」と３年次前期の「公法演習Ⅰ」

の間をつなぐものであるといってよい。 
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各回の授業内容 

 「司法権・憲法訴訟に関する基本的事項」については，こちらで概要をまと

めたプリントをあらかじめ配布しておくので，事前に各自で学習しておいてほ

しい。必要に応じて，授業において知識を確認する。 

 １５回の授業においては最高裁判例についての分析と検討を行う。配布資料

を用いて，予め指定しておいた最高裁判例について，事案，当事者主張，下級

審判決，そして最高裁判決を確認し，担当教員の用意した質問への解答を考え

ていく。すべて質疑応答形式で進めていく。報告者・担当者は設けない。授業

後に，あらかじめ指定した書面担当者に最高裁判例の事案を基にして当事者主

張を作成してもらう。 

 １５回の授業の割り振り予定は以下の通りである（開講時までの状況に応じ

て若干の修正がありうる）。 

 

１．進め方の説明／最高裁判例の検討(1) 尊属殺事件 

２．最高裁判例の検討(2) 岐阜県青少年保護育成条例事件 

３．最高裁判例の検討(3) 薬局距離制限事件 

４．最高裁判例の検討(4) 森林法事件 

５．最高裁判例の検討(5) 堀木訴訟 

６．最高裁判例の検討(6) 泉佐野市民会館事件 

７．最高裁判例の検討(7) 社会保険庁職員事件 

８．最高裁判例の検討(8) 立川反戦ビラ入れ事件 

９．最高裁判例の検討(9) 日の丸・君が代起立斉唱拒否事件 

10．最高裁判例の検討(10) エホバの証人剣道実技受講拒否事件 

11．最高裁判例の検討(11) マクリーン事件 

12．最高裁判例の検討(12) 北方ジャーナル事件 

13．最高裁判例の検討(13) 愛媛玉串料訴訟 

14．最高裁判例の検討(14) 在外国民選挙権訴訟 

15．最高裁判例の検討(15) 再婚禁止期間違憲訴訟 

 

成績評価の方法 

平常点５０点と期末試験５０点，合計１００点として評価する。正当な理由

なく授業を６回以上欠席した場合（事前事後の連絡のない欠席は「正当な理由

のない欠席」とみなす）は，期末試験の受験を認めない。 

正当な理由なく授業を欠席した場合（事前事後の連絡のない欠席は「正当な

理由のない欠席」とみなす）は，１回につき３点減点する。正当な理由のない

遅刻（事前事後の連絡のない遅刻は「正当な理由のない遅刻」とみなす）１回

につき１点ないし２点減点する。 

この科目の再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

平常点５０点は，到達目標(a)〜(c)のすべてにかかわる。このうち(ア)３０

点は主に到達目標の(a)(b)にかかわり，授業のなかでみられる基本的知識の理

解度，分析・応用ができているか，質疑応答への参加状況，予習の状況などの

観点から評価する。(イ)残りの２０点は，主として到達目標(c)にかかわるも

のであり，最高裁判例の事案を基にして作成してもらう当事者主張に割り当て

る。 

期末試験５０点は，到達目標(a)〜(c)のすべてにかかわるが，とくに(c)に

最大の比重がある。授業において扱った最高裁判例を応用した事例問題につい

て，人権制約を違憲とする主張と合憲とする主張をそれぞれにまとまった形で

作成してもらう形式とする。 
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準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

予め配布する資料などを読み，質問等への解答を自分で考えてくること。授

業で扱う事項の詳細については，予めＴＫＣ教育支援システムを通じて知らせ

る。 

教科書・参考文献 

特定のテキストを使用することはなく，こちらから資料のプリントを配布す

る。 

参考書：１年次に使用・紹介した教科書類の他に，渡辺康行他『憲法Ⅰ基本権』

（日本評論社，2016年），小山剛『「憲法上の権利」の作法 第３版』（尚学社，

2016年），宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開 第２版』（日本評論社，201

4年），駒村圭吾『憲法訴訟の現代的転回』（日本評論社，2013年），戸松秀典『プ

レップ憲法訴訟』（弘文堂，2011年），曽我部真裕・赤坂幸一・新井誠・尾形健

編『憲法論点教室』（日本評論社，2012年），高橋和之『体系憲法訴訟』（岩波

書店，2017年），木下智史=伊藤建『基本憲法Ⅰ基本的人権』（日本評論社，20

17年）など。 

履修条件 なし 
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４．法と行政活動 

 

授業科目名（カナ） 法と行政活動    （ ホウトギョウセイカツドウ ） 

担当教員名（カナ） 石森 久広    （ イシモリ ヒサヒロ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜３限 

講義の概要 

本授業は，いわゆる行政法総論部分を扱う。行政活動の違法は，解釈の誤り，

裁量の誤りを指摘することが中心となる（事実の誤認や違憲主張など他にもも

ちろんありうる）。事実を，法規範に照らし当てはめるという作業に，適確な

解釈や裁量統制判断を行うことにより，国民の権利利益の適切な救済，行政活

動の法の趣旨に則した適正化を図ることができる。具体的事案において，法の

趣旨はどこにあり，事実はそれに照らしてどう評価されるのか，判例等の具体

的素材を検討することによって，基本的知識を「使える」ものにすることを目

的とする。言い換えると，「知識は基礎的なもので構わず」（「平成21年度新

司法試験の採点実感等に関する意見（行政法）」における「今後の法科大学院

教育に求めるもの」），しかし「使えるように理解」（高木光＝高橋滋＝人見

剛『行政法事例演習教材』〔有斐閣，2009〕初版はしがき）することが重要で

ある。華やかな「果実」（論証パターン）も基礎にしっかりとした「根」（理

解）があってのこと。的を射た議論や書面の作成を誘うだけでなく，見当違い

の議論や書面を制御するのも，この「根」の役割。将来，制御不能に陥らない

よう，「基礎的知識を使える理解」の「素地」を作ることを目指す。 

到達目標 

 行政法の問題は，事案に応じた最適な行政争訟手段を選択して初めて違法性

の主張が可能になるという特徴をもつ。「法と行政活動」は，いわゆる行政法

総論分野に通底する基本的考え方を修得し，その「基本的考え方」を「使える」

ようにして，２年次後期開講科目「行政救済法」と併せ，社会で生起する実際

の事案について紛争解決に導く能力の基礎を身につけてもらうことを目標と

する。「最低限修得すべき」目標としては，「立憲主義の下で行政作用を構成

する法の仕組みを正確に理解すること」に基礎をおく，「行政訴訟において憲

法を基礎とする公法的価値を的確に把握したうえで，当事者の主張を適切に構

成し，説得的な文章にして表現できること」についての能力涵養を目指し，本

法科大学院の「養成する人材」②及び③に寄与することになる。 

各回の授業内容 

第１回 はじめに（１） 

【到達目標】行政法の解釈の特徴を，特に民法との関係で理解できる。 

【主要項目】行政法とは，行政法の役割と特質，行政法における多様な法律関

係 
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【主要判例】「公営住宅の利用関係（百選Ⅰ‐9）」「行政処分と民法１７７

条（百選Ⅰ‐11）」など 

第２回 はじめに（２） 

【到達目標】行政法の解釈の特徴を，特に解釈方法に関し理解できる。 

【主要項目】現代行政法における公法と私法 

【主要判例】「建築基準法６５条と民法２３４条（百選Ⅰ‐10）」「国に対す

る損害賠償請求と消滅時効（百選Ⅰ‐26，31）」など 

第３回 行政立法と条例（１）（ＣＢ第１章） 

【到達目標】行政立法の分野における主要な検討項目は，委任立法に対する法

律の授権の仕方，及び委任命令が法律の委任の趣旨を逸脱していないかどうか

となり，これを具体的事案に即して検討し，行政の活動の違法事由としてとら

えることができる。 

【主要項目】法規命令，委任命令，執行命令，行政規則，行政規則の外部化現

象 

【主要判例】「１－４ サーベル登録拒否事件」「１－６ 児童扶養手当事件」

「１－９ 東洋町・町議会議員リコール署名無効事件」「１－１０ 医薬品ネ

ット販売権確認等請求事件」など 

第４回 行政立法と条例（２）（ＣＢ第１章） 

【到達目標】日本国憲法94条「法律の範囲内」，地方自治法14条2項「法令に

違反しない限りにおいて」との関係で，最高裁の示した基準に即して条例自体

の違法無効の判断ができる。 

【主要項目】法律と条例の関係 

【主要判例】「１－２ 徳島市公安条例事件」「飯盛町旅館建築条例事件」「宝

塚市パチンコ店等建築規制条例事件（神戸地判平成９・４・２８）」「伊丹市

教育環境保全条例事件（神戸地判平成５・１・２５）」など 

第５回 行政処分（１）（ＣＢ第２章） 

【到達目標】行政処分に伴ういわゆる公定力，不可争力といった諸効力の概念

を行政訴訟制度に即し正確に理解できる。 

【主要項目】行政行為の意義，種類，効力，無効な行政行為 

【主要判例】「８－４ 松任市事件」「２－９ 東京都建築安全条例事件」「２

-10 名古屋冷凍倉庫固定資産税等国家賠償事件」など 

第６回 行政処分（２）（ＣＢ第２章） 

【到達目標】取消しと無効・職権取消しと撤回の区別に応じた法的判断が特に

抗告訴訟制度の理解と関連して，具体的事案に即して行える。 

【主要項目】行政行為の取消しと撤回  

【主要判例】「２－３ 譲渡所得課税無効事件」「２－４ 優生保護医指定撤

回事件」「２－６ パチンコ屋名義貸し事件」「２－８ ネズミ講課税処分事

件」など 

第７回 行政手続（ＣＢ第３章） 

【到達目標】行政手続法の規定に即して，各手続がもつ意義を正確に理解する
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ことができる。特に，審査基準及び処分基準，理由提示等に関する違反があっ

たかどうかを裁判所がどのような点に着目して審査しているかを理解し，いか

なる手続違反があると行政処分は違法とされる（取消訴訟であれば取消事由と

なる）のか，具体的事案に即して検討することができる。 

【主要項目】行政手続法制定前，行政手続法，理由付記，手続的瑕疵の法的効

果（行政処分の適法性に及ぼす影響） 

【主要判例】「３－１ 個人タクシー事件」「３－３ 群馬中央バス事件」「３

－４ ニコニコタクシー事件」「３－８ 一級建築士事件」など 

第８回 行政裁量（１）（ＣＢ第４章） 

【到達目標】行政処分の要件・効果等の判断のどの部分に，なぜ行政裁量が認

められるのか（あるいは認められないのか）を読み解くことができる。そのう

えで，裁量判断の合理性が欠如していることを示すためにどのような指摘をお

こなうべきかを，具体的事案に即して検討することができる。 

【主要項目】行政裁量の観念と区別，裁量権の逸脱・濫用の審査 

【主要判例】「４－２ 神戸全税関事件」「４－３ 余目町個室付浴場事件」

「４－４ マクリーン事件本案訴訟」 

第９回 行政裁量（２）（ＣＢ第４章） 

【到達目標】具体的場面ごとに，行政法の趣旨・目的や事柄の性質から，行政

裁量の幅を的確に判断して，当該裁量をどのように審査するかの判断基準（①

全面的コントロール②合理性ないし相当性コントロール③明白性コントロー

ル（宮田三郎），①最大限の審査，②中程度の審査，③最小限の審査（三浦大

介・行政法の新構想Ⅲ109頁ほか））を設定することができる。 

【主要項目】裁量審査の実際，判断過程審査 

【主要判例】「４－１ 日光太郎杉事件」「４－５ 伊方原発訴訟」「４－６

 エホバの証人剣道実技拒否事件」「４－７ 呉市公立学校施設使用不許可事

件」 

＜＊第５回～第９回を範囲に中間試験実施＞ 

  

第１０回 行政指導（ＣＢ第５章） 

【到達目標】行政手続法に規定されている実体的及び手続的規制の理解をもと

に，主要な最高裁判例に即し，具体的な事案において，私人の権利・自由を不

当に制約する行政指導が違法であることを立論できる。 

【主要項目】行政指導の意義と種類，違法性，法的規制 

【主要判例】「５－１ 中野区特殊車両通行認定事件」「５－２ 品川マンシ

ョン事件」「５－４ 武蔵野市教育施設負担金事件」「５－５ 白石市産廃処

理申請書返戻事件」など 

第１１回 行政調査（ＣＢ第６章） 

【到達目標】調査の方法の適否，得られた調査結果の証拠能力の有無，調査の

違法が行政処分の違法事由とされるかどうか等について，具体的事案に即して

検討できる。 
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【主要項目】行政調査の意義・法的性格，法的規制，刑事責任との関係 

【主要判例】「６－３ 所持品検査事件」「６－１ 川崎民商事件」「６－２

 荒川民商事件」など 

第１２回 行政の実効性確保（ＣＢ第７章） 

【到達目標】行政上の代執行，強制徴収，直接強制，及び間接強制（執行罰）

並びに行政罰等につき，具体例とともにその仕組みを把握したうえで，特に一

般法としての行政代執行法の各条文を正確に理解できる。強制執行と（国民へ

の義務の賦課を介在させない）即時強制の異同も，その具体例とともに理解で

きる。 

【主要項目】行政上の強制執行，代執行，その他の強制執行，行政罰，その他

の実効性確保手法 

【主要判例】「７－１ 茨木市職員組合事務所明渡請求事件」「７－３ 福岡

県志免町給水拒否事件」「７－４ 宝塚市パチンコ店建設中止命令事件」「７

－５ 大阪O-157食中毒事件」など 

第１３回 個別法の解釈と行政活動の違法性（ＣＢ第８章） 

【到達目標】文言や裁量に関する解釈を施すにあたり，当該問題を解決するた

めに，法はどのような価値観を前提に，どのようなシナリオを描いて，当該行

政権限にどのような役割を期待しているのか，の見方（いわゆる「法の仕組み

論」（塩野宏），「法の仕組み解釈」（橋本博之）といわれる解釈の仕方）が

できる。 

【主要項目】個別法制度のしくみ，法の適用・解釈，法の趣旨・目的 

【主要判例】「８－１ パチンコ店営業許可取消事件」「８－２ ストロング

ライフ事件」「８－３ 日工展ココム訴訟」 

第１４回 憲法原則と一般的法原則（ＣＢ第９章） 

【到達目標】行政活動に統制を図るのはまずは当該個別法であるが，例外的に

それでは不十分であったり（例えば，「権利濫用」の法理が必要なケース），

あるいは不適切であったり（例えば「「信義則」が必要なケース）する場合に，

具体的事案において，行政権の濫用の法理や信義則など，憲法原則や法の一般

原則を用いて，行政活動を違法と判断することができる。 

【主要項目】法律による行政の原理，憲法原則，平等原則，比例原則，信義則 

【主要判例】「９－３ 宜野座村工場誘致政策変更事件」「９－４ 酒屋青色

承認申請懈怠事件」「９－５ 浦安漁港ヨット係留用鉄杭強制撤去事件」「９

－８ 福間町公害防止協定事件」など 

第１５回 情報公開と個人情報保護 

【到達目標】それぞれの法制度の存在意義及び，それに基づき構築された開示

請求の仕組みを理解したうえで，具体的事案に即して，不開示事由該当性を検

討することができる。 

【主要項目】不開示事由，個人情報保護 

【主要判例】「１０－１ 逗子市住民監査請求記録公開請求事件」「１０‐２

 大阪府知事交際費公開請求事件」「１０－４ 大田区指導要録公開請求事件」
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など 

＜＊全範囲を対象に（中間試験の範囲を除かないで）期末試験実施＞ 

成績評価の方法 

期末試験，中間試験，平常点を総合して評価する。 

定期試験…７０点（短答式〔語句記入式，説明を求める形式等を含む〕及び

論文式，を予定），中間試験…１５点（短答式〔語句記入式，説明を求める形

式等を含む〕を予定），平常点…１５点（質疑応答等の所作を通じ，目標到達

への姿勢を評価。欠席等の減点基準は，公欠相当の欠席は減点なし，それ以外

の欠席は１点減点，事前の届出なしの欠席は２点減点，１０分程度以上の遅

刻・途中退室はその都度０．５点減点。），以上，合計１００点で評価する。 

＊授業の出席が３分の２に満たない場合は期末試験の受験を認めない。 

 ＊再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

 論述の採点基準は，①判断の枠組みができているか，②検討すべき事項が適

切に選択されているか，③根拠法令〔条項〕の的確な指摘ができているか，④

判断過程に矛盾はないか〔事実の摘示，なされている判断・評価は妥当か〕，

の観点を基本として行う。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

【予習ガイド】 

 Ａ：レジュメにひと通り目を通し授業内容の全体像を確認してください。 

 Ｂ：各自の基本書で該当部分を読んでください。 

 Ｃ：ケースブックの該当する章の「判例の概観」を読んできてください。 

 Ｄ：ケースブックの判例について，事実の要点（①登場人物は誰か，②登場

人物間でどのようなことがあったのか時系列的に，③問題は何か）・判決の要

点（①設定された判断基準，②具体的判断，③結論）を確かめてください。 

 Ｅ：レジュメの設問を検討してください。 

 Ｆ：ケースブック，百選の関係する判例の確認をしてください。（復習でも

可） 

＊学部や「行政法入門」で学修済みの部分も多くありますから，その時点で

の修得度に応じて適宜薄くしてかまいません。 

教科書・参考文献 

【共通の教材】 

稲葉馨＝下井康史＝中原茂樹＝野呂充編『ケースブック行政法〔第６版〕』（弘

文堂，2018） 

【共通の参考書】 

行政判例百選Ⅰ〔第７版〕（有斐閣，2017年） 

【基本書】 

良書はいろいろありますが，さしあたり， 

 ★塩野宏『行政法Ⅰ〔第６版〕』（有斐閣，2015年）， 

 ★宇賀克也『行政法概説Ⅰ〔第６版〕』（有斐閣，2017年）， 

 ★大橋洋一『行政法① 現代行政過程論〔第３版〕』（有斐閣，2016）， 

 ★高木光『行政法』（有斐閣，2015年）， 

 ★櫻井敬子＝橋本博之『行政法〔第５版〕』（弘文堂，2016年）， 

などを薦めます〔購入の際は最新の版を確認のこと〕。 
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５．行政救済法 

 

授業科目名（カナ） 行政救済法    （ ギョウセイキュウサイホウ ） 

担当教員名（カナ） 石森 久広    （ イシモリ ヒサヒロ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 月曜３限 

講義の概要 

「民事法においては，民事の裁判所に訴えることは自明であるので，権利の

実現手段について触れる必要はない，しかし，公法の事例においては，そもそ

も訴訟を提起できるのか，またどの裁判管轄になるのかが問題となる」（高木

光＝高橋滋＝人見剛『行政法事例演習教材』〔有斐閣，2009〕初版はしがきに

引用するGunter Schwerdtfeger, Öffentliches Recht in der Fallbearbeit

ung, 13.Aufl., 2007, S.1）。これが，ドイツの大学で「公法の事例演習に対

して逃げ腰になり，司法試験間近になってもなお，特に不安と自信が半ばする

ような感情を抱く原因」のひとつであるという。 

行政法の問題は，事案に応じた最適な行政争訟手段を選択してはじめて，「法

と行政活動」で修得した違法性（適法性）の主張が可能になる。この授業では，

受講者に，実際の事案について紛争解決に導くことのできる能力の基礎を身に

つけてもらうため，行政救済のしくみと，そこに通底する基本的考え方を修得

してもらうことを目指す。 

到達目標 

 行政法の問題は，事案に応じた最適な行政争訟手段を選択して初めて違法性

の主張が可能になるという特徴をもつ。「行政救済法」は，いわゆる行政救済

法分野に通底する基本的考え方を修得し，その「基本的考え方」を「使える」

ようにして，２年次前期開講科目「法と行政活動」と併せ，社会で生起する実

際の事案について紛争解決に導く能力の基礎を身につけてもらうことを目標

とする。「最低限修得すべき」目標としては，「立憲主義の下で行政作用を構

成する法の仕組みを正確に理解すること」に基礎をおく，「行政訴訟において

憲法を基礎とする公法的価値を的確に把握したうえで，当事者の主張を適切に

構成し，説得的な文章にして表現できること」についての能力涵養を目指し，

主として，本法科大学院の「養成する人材」②及び③に寄与することになる。 
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各回の授業内容 

第１回 行政上の救済手続 

【到達目標】行政不服審査の仕組みを条文に即し理解したうえで，その特徴を

行政事件訴訟と比較し把握できる。 

【主要項目】行政不服申立て，行政事件訴訟，国家補償，行政審判，苦情処理，

迅速性，中立性，職権主義，当事者主義 

第２回 取消訴訟の対象（１） 

第３回 取消訴訟の対象（２） 

【到達目標】問題となる行為の一方性，権力性あるいは優越性，またそれによ

る権利・義務の内容あるいは法的地位の具体的変動の有無を読み取り，救済の

場面の特質に応じて（紛争の成熟性や紛争解決の適切性の要素も加味して），

処分性判断を適格に行える。 

【主要項目】公権力の行使，行政機関相互の関係，法的な効果を有しない行為，

一般的抽象的な法的効果，給付拒否決定 

第４回 原告適格（１） 

第５回 原告適格（２）  

【到達目標】原告適格拡大の傾向をみせてきた最高裁判例（例えば，最判昭和

57・9・9「長沼訴訟」（ＣＢ１３‐３）や最判昭和６０・１２・１７「伊達火

力発電所訴訟」は，当該「行政法規」を，明文の規定に限らず「趣旨」ないし

「合理的解釈によるもの」を含むとし，最判平成元・2・17「新潟空港訴訟」

（ＣＢ１２‐２）は，当該「行政法規」には目的を共通にする「関連法規〔関

係法令〕」も含むとした。そして最判平成４年９月２２日「もんじゅ訴訟」（Ｃ

Ｂ１２‐５）は，「利益の内容・性質」の考慮を要求した。）の理解のもとに，

取消訴訟における第三者の原告適格の有無を，行訴法９条２項に即して具体的

に検討することができる。 

【主要項目】法律上の利益，被侵害利益の性質，考慮事項の法定，違法主張の

制限 

第６回 訴えの客観的利益 

【到達目標】最高裁判例が狭義の訴えの利益の有無につきどのような点に着目

して判断しているか理解するとともに，これらの考え方をふまえて，具体的事

案に即して検討することができる。 

【主要項目】法律上の利益，時間の経過，工事等の完了，行政処分の取消し・

変更，法令の廃止・改正 

＊第２回～第６回を範囲に中間試験を実施 

第７回 取消訴訟の審理・判決（１） 

第８回 取消訴訟の審理・判決（２） 

【到達目標】取消訴訟の提起から判決に至るまでの重要な，行政事件訴訟の特

徴を画す項目につき，行政事件訴訟法の規定に即して具体的な場面ごとに正確

に理解できる。 

【主要項目】出訴期間，被告適格，原処分主義と裁決主義，主張制限，違法性

の承継，主張・立証責任，理由の差替え，違法判断の基準時，訴えの追加・変
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更，訴訟参加，判決の効力，事情判決 

第９回 その他の抗告訴訟 

【到達目標】無効等確認訴訟について，行政事件訴訟法 3 6 条にかかる，い

わゆる一元説と二元説の違いや「現在の法律関係に関する訴え」をめぐる解釈，

不作為違法確認訴訟における「相当の期間」の判断方法（行政手続法における

標準処理期間との関係），義務付け訴訟２類型（申請型と非申請型）・差止訴

訟の訴訟要件及び本案勝訴要件，とりわけ「重大な損害」の具体的検討方法，

等について正確に運用できる。 

【主要項目】無効確認訴訟，不作為の確認訴訟，義務付け訴訟，差止訴訟 

第１０回 その他の行政訴訟 

【到達目標】とりわけ実質的当事者訴訟を適切に活用できる。その際，処分性

の判定の場面において，取消訴訟と実質的当事者訴訟の選択，処分性の判定以

外の場面において，抗告訴訟（とりわけ差止訴訟）と実質的当事者訴訟の選択

を的確に行え，また，実質的当事者訴訟による場合の請求の趣旨の立て方，そ

して確認訴訟における確認の利益の有無につき，具体例事案に即して検討でき

る。 

【主要項目】当事者訴訟，差止訴訟との関係，民衆訴訟，機関訴訟 

第１１回 仮の救済 

【到達目標】執行停止の申立てを適時に行う判断ができる。また，仮の義務付

け，仮の差止めの申立制度を理解し，申立要件につき具体的事案に即して検討

できる。 

【主要項目】執行停止，仮の義務付け，仮の差止め，仮処分 

第１２回 国家賠償法１条（１） 

【到達目標】国家賠償法 1 条にいう「国又は公共団体」「公権力の行使」「公

務員」「職務を行うについて」の意義を正確に理解したうえで，国家賠償法 

1 条の責任成立の有無を裁判所がどのような点に着目して判断しているか分

析し，具体的事案に即して検討できる。 

【主要項目】１条責任の本質，「公権力の行使」，「公務員」「職務を行うに

ついて」 

第１３回 国家賠償法１条（２） 

【到達目標】「故意又は過失によって違法に」の要件充足をどのように行うか，

判例の理解のもとに把握できる。権限の不行使の違法判断の特殊性についても

理解できる。 

【主要項目】，職務行為基準説，違法性一元説，違法性相対説，消極的裁量濫

用論 

第1４回 国家賠償法２条・その他 

【到達目標】「公の営造物」の意義を正確に把握したうえで，「設置又は管理

の瑕疵」充足性判断を，道路と河川を代表に最高裁判決の理解を基にして，具

体例に行うことができる。選任監督ないし設置管理者と費用負担者との内部求

償関係に関する理解ができる。民法や他の法律の適用関係が問題となる４条及
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び５条，相互保証主義を規定する６条についても，正確に理解できる。 

【主要項目】公の営造物，設置又は管理の瑕疵，無過失責任，通常有すべき安

全性，不可抗力，回避可能性，是認しうる安全性 

第1５回 損失補償 

【到達目標】適法な行政活動に起因する損失補償のしくみとその成立要件の理

解をもとに，「特別の犠牲」性につき，目的ないし原因，態様ないし程度を社

会通念に照らして総合勘案して，また，「正当な補償」につき，代表的な最高

裁判例をもとに，具体的な事案においてそれぞれ判断できる。 

【主要項目】「特別の犠牲」「正当な補償」 

＊全範囲を対象に（中間試験の範囲も除かないで）期末試験実施 

成績評価の方法 

期末試験，中間試験，平常点を総合して評価する。 

定期試験…７０点（短答式〔語句記入式，簡潔に説明を求める形式等を含む〕

及び論文式を予定），中間試験…１５点（短答式〔語句記入式，簡潔に説明を

求める形式等を含む〕を予定），平常点…１５点（質疑応答等の所作を通じ，

目標到達への姿勢を評価。欠席等の減点基準は，公欠相当の欠席は減点なし，

それ以外の欠席は１点減点，正当な理由を届け出ることなく欠席した場合は２

点減点，１０分程度以上の遅刻・途中退室はその都度０．５点減点。），以上，

合計100点で評価する。 

＊授業の出席が３分の２に満たない場合は期末試験の受験を認めない。 

 ＊再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

論述の採点は，①判断の枠組みができているか，②検討すべき事項が適切に

選択されているか，③根拠法令〔条項〕の的確な指摘ができているか，④判断

過程に矛盾はないか〔事実の摘示，なされている判断・評価は妥当か〕，の観

点を基本に行う。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

【予習ガイド】 

 Ａ：レジュメにひと通り目を通し授業内容の全体像を確認してください。 

 Ｂ：各自の基本書で該当部分を読んでください。 

 Ｃ：ケースブックの該当する章の「判例の概観」を読んできてください。 

 Ｄ：ケースブックの判例について，事実の要点（①登場人物は誰か，②登場

人物間でどのようなことがあったのか時系列的に，③問題は何か）・判

決の要点（①設定された判断基準，②具体的判断，③結論）を確かめて

ください。 

 Ｅ：レジュメの設問を検討してください。 

 Ｆ：ケースブック，百選の関係する判例の確認をしてください。（復習でも

可） 

＊学部や「行政法入門」で学修済みの部分も多くありますから，その時点での

修得度に応じて適宜薄くしてかまいません。 
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教科書・参考文献 

【共通の教材】 

 ★稲葉馨＝下井康史＝中原茂樹＝野呂充編『ケースブック行政法〔第６版〕』

（弘文堂，2018） 

【共通の参考書】 

 ★行政判例百選Ⅱ〔第７版〕（有斐閣，2017年） 

【基本書】 

良書はいろいろありますが，さしあたり， 

  ★塩野宏『行政法Ⅱ〔第５版補訂版〕』（有斐閣，2013年） 

 ★宇賀克也『行政法概説Ⅱ〔第６版〕』（有斐閣，2018年）， 

 ★大橋洋一『行政法Ⅱ 現代行政救済論〔第３版〕』（有斐閣，2018年） 

などを薦めます。 

履修条件 「法と行政活動」の履修。 
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６．公法演習Ⅰ 

 

授業科目名（カナ） 公法演習Ⅰ   （ コウホウエンシュウイチ ） 

担当教員名（カナ） 

横田 守弘   （ ヨコタ モリヒロ ） 

石森 久広   （ イシモリ ヒサヒロ ） 

西郷 雅彦   （ サイゴウ マサヒコ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 月曜２限 

講義の概要 

この科目は，憲法と行政法にかかわる事例を検討することにより，基本的な

最高裁判例や学説などについて再確認するとともに，事例のどこに注目したら

よいのか，当事者としての主張をどのように組み立てたらよいのか，それをど

のように法的文章として表現したらよいのかなどを検討するものである。当事

者としての主張である法的文書の検討に際しては，担当教員と受講者との「双

方向的な授業」にとどまらず，受講者同士の議論がなされることを期待してい

る。 

 憲法においては，基本的な判例と学説の確認を行うとともに，事例を前提と

した違憲主張の展開，これに対する反論，以上をふまえて第三者の立場からみ

たときの紛争の解決の仕方について検討する。観念的・パターン的な思考では

なく，個別事案の特徴をつかんで説得力ある主張をできるようにしたい。 

 行政法においても，事例を前提に，当事者の立場に立って，実定法に即して

どのような主張をすればよいかを検討する。行政法の場合，とくにそれは選択

した訴訟の種類と連動するため，適切な訴訟選択のあり方も考察の対象にな

る。 

 授業は毎回，実務家教員を含む担当教員３人が共同して行う。したがって，

この科目は，１つの事例について憲法と行政法のそれぞれの立場から検討する

機会ともなるであろうとともに，実務家の視点も加味した検討を行う機会とも

なるであろう。 

到達目標 

 この科目は，これまでの憲法・行政法の諸科目を学習して得られた知識と理

解，そして基本的な文書作成能力を前提として，法的分析と推論を行ない納得

できる結論を導きだすとともに，これを表現する質の高い文書を作成し，議論

ができるようになることを目指すものである。本学法科大学院の「養成する人

材」の４要素のうち，主に②と③を獲得するための科目であるといってよい。

詳しくは，『本学法科大学院の「養成する人材」と教育システムの概要』のな

かの公法系の記述を参照。 

各回の授業内容 
第１回目の授業において進行の仕方などを確認した後，第２回から憲法の事

例と行政法の事例を交互に１週間おきに各７回，計１４回扱っていく。憲法も
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行政法も後記テキストの中から事例を選択して扱う。 

 各回の授業においては，各事例についてこちらで用意した設問に対する解答

となる書面を担当者に用意してもらい，これについて検討する。この書面は授

業に先立って受講者全員に配布される。授業当日は，基本的な学説や判例の確

認をしながら，各担当者による説明を端緒として受講者全員に争点について深

めてもらうことにする。書面作成担当者はもちろんのこと，他の受講者も交え

た積極的な議論が展開されることを期待している。 

 受講者１人につき，憲法の事例を１回，行政法の事例を１回，担当してもら

う予定である。受講者数の関係で担当者をおかない回が生じる可能性がある。

その回の授業においては，全員がその場で事例について主張を考え，意見を出

し合って議論する回とする。 

１．進め方の説明 

２．憲法(1) 第１部〔問題８〕公衆浴場開設不許可事件 

３．行政法(1) 第１部〔問題２〕ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争 

４．憲法(2) 第１部〔問題６〕国家公務員によるビラ配布事件 

５．行政法(2) 第１部〔問題４〕開発許可をめぐる紛争 

６．憲法(3) 第１部〔問題３〕未決拘禁者の新聞選択の自由制限事件 

７．行政法(3) 第１部〔問題５〕砂利採取計画の認可をめぐる紛争 

８．憲法(4) 第３部〔問題６〕「ゴダールのマリア」上映中止事件 

９．行政法(4) 第１部〔問題８〕学校での事故・トラブルをめぐる紛争 

10．憲法(5) 第１部〔問題９〕自然公園内の新築不許可事件 

11．行政法(5) 第２部〔問題６〕条例によるパチンコ店規制をめぐる紛争 

12．憲法(6) 第１部〔問題４〕国籍法３条改正後の国籍確認請求事件 

13．行政法(6) 第２部〔問題８〕 タクシーの運賃変更命令をめぐる紛争 

14．憲法(7) 第１部〔問題13〕在外日本人国民審査権確認請求事件 

15．行政法(7) 第２部〔問題17〕入管法に基づく退去強制をめぐる紛争 

＊なお，状況に応じて問題を差し替えることがある。その場合は，開講時に説

明する。 

成績評価の方法 

① 担当者としての書面 ２０点，②平常点 ３０点，③学期末の期末試験 

５０点（憲法２５点，行政法２５点として，それぞれ別々に行なう。） 

以上を総合して合計１００点満点として評価する。 

正当な理由なく授業を６回以上欠席した者には期末試験の受験資格を認めな

い。期末試験の再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

①担当者としての書面について…事案の分析，書面の構成，法的知識等の観点

から評価する。②出席などを含めた平常点…出席，予習状況，発言などを評価

する。正当な理由なく授業を欠席した場合は平常点を減点する。③学期末の期

末試験…長文の事例問題に対して，当事者としての主張などを検討，展開して

もらう論述問題とする。基礎的な概念，判例や学説の理解ができているか，法

的文書としての論理的整合性のある文書が作成できるか，事案の特殊性に応じ

た論述ができているかなどを中心に評価する。 
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準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

各授業において扱う事例について，書面担当者任せにせず当事者の立場に立

って自ら立論してみることが大切である。書面担当者にならなかった場合に

も，自らの考え方をメモや文章にするという作業をすると有益だろう。 

教科書・参考文献 

憲法のテキスト：木下智史・村田尚紀・渡辺康行編著『事例研究憲法〔第２

版〕』（日本評論社，2013年） 

行政法のテキスト：曽和俊文・金子正史編著『事例研究行政法〔第３版〕』（日

本評論社，2016年） 

 

参考文献 

憲法：小山剛『「憲法上の権利」の作法 第３版』（尚学社，2016年），曽我

部真裕他編『憲法論点教室』（日本評論社，2012年），駒村圭吾『憲法訴訟の

現代的転回』（日本評論社，2013年），宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開

 第２版』（日本評論社，2014年），渋谷秀樹『憲法起案演習 司法試験編』（弘

文堂，2017年），大島義則『憲法ガール Remake Edition』（法律文化社，20

18年），同『憲法ガールⅡ』（法律文化社，2018年）。  

行政法：北村和生ほか『事例から行政法を考える』（有斐閣，2016年），土田

伸也『基礎演習 行政法〔第２版〕』（日本評論社，2016年），亘理格・大貫

裕之『Law Practice 行政法』（商事法務，2015年），原田大樹『演習行政法』

（東京大学出版会，2014年），大島義則『行政法ガール』（法律文化社，201

4年），橋本博之『行政法解釈の基礎』（日本評論社，2013年） 

履修条件 
２年次までの公法系法律基本科目を受講し単位を修得していないと，理解は

難しい。 
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７．公法演習Ⅱ 

 

授業科目名（カナ） 公法演習Ⅱ    （ コウホウエンシュウニ ） 

担当教員名（カナ） 

横田 守弘    （ ヨコタ モリヒロ ） 

吉田 知弘    （ ヨシダ トモヒロ ） 

小原 清信    （ コハラ キヨノブ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 木曜１限 

講義の概要 

この科目は，憲法及び行政法に関する具体的な事例を前にして，当事者とし

ての主張やそれに対応する解答をどのように組み立てたらよいのか，それをど

のように法的文章として表現したらよいのかなどを検討するものである。前期

「公法演習Ⅰ」と比べて事例についてのより深い検討及びより実践的な文章作

成を目的とするといってよい。 

 担当教員として，憲法及び行政法の研究者教員だけでなく，実務家教員が加

わる。その点で，この科目は，憲法と行政法が交錯する問題を扱うだけではな

く，理論と実務の架橋を図るという意義も持つ。 

到達目標 

 この科目は，前期「公法演習１」において獲得された能力（本学法科大学院

の「養成する人材」のなかの②③が中心となる）をさらに深化させるものとい

う位置づけになる（詳しくは，『本学法科大学院の「養成する人材」と教育シ

ステムの概要』のなかの公法系の記述を参照）。３年前期までの公法系必修科

目を履修してそれらの科目の目標に到達した者を対象とする。 

各回の授業内容 

 過去の司法試験論文式の問題の中から憲法・行政法それぞれ７つの事例問題

を扱う。毎回指定された事例問題について，あらかじめ担当者が当事者として

の主張などを述べた書面を作成して提出する。授業ではこれをもとにして参加

者の議論を中心にして進行することになる。授業後，担当者は授業での議論も

参考にして，担当事例についての書面を書き直して提出することになる。（１

人につき少なくとも憲法１回，行政法１回を担当してもらう予定である。）毎

回担当教員３名が共同で授業を行うが，扱う事例は憲法と行政法を交互に１週

間おきに扱っていく。各回の授業においては，担当教員３名のうち１名が司会

者として進行を担当するとともに議論の内容をリードし，他の２名は適宜コメ

ントを加えていく。 

 詳細は開講時に改めて説明する。 

１．進め方の説明 

２．憲法(1) 平成28(2016)年度司法試験論文式公法第１問 

３．行政法(1) 平成24(2012)年度司法試験論文式公法第２問 

４．憲法(2) 平成27(2015)年度司法試験論文式公法第１問 

５．行政法(2) 平成25(2013)年度司法試験論文式公法第２問 
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６．憲法(3) 平成23(2011)年度司法試験論文式公法第１問 

７．行政法(3) 平成26(2014)年度司法試験論文式公法第２問 

８．憲法(4) 平成25(2013)年度司法試験論文式公法第１問 

９．行政法(4) 平成27(2015)年度司法試験論文式公法第２問 

10．憲法(5) 平成26(2014)年度司法試験論文式公法第１問 

11．行政法(5) 平成28(2016)年度司法試験論文式公法第２問 

12．憲法(6) 平成22(2010)年度司法試験論文式公法第１問 

13．行政法(6) 平成29(2017)年度司法試験論文式公法第２問 

14．憲法(7) 平成31(2019)年度司法試験論文式公法第１問 

15．行政法(7) 平成31(2019)年度司法試験論文式公法第２問 

(注)以上は2018年度に取り扱った問題を参考にして，2019年度に取り扱う問題

を暫定的に指定したものである。最新の司法試験論文式問題の内容など種々の

事情により，取り扱う問題とその順序を開講時までに変更することがある。変

更については開講時までに告知するので注意されたい。 

成績評価の方法 

担当者としての授業前の書面提出および授業後の書面提出について，憲法３

０点，行政法３０点。平常点４０点。以上を合計して１００点満点で評価する。

定期試験は行わない。普段の学習態度がすべてである。正当な理由なく６回以

上欠席した者は，成績評価の際に「定期試験を受験しなかった者」と同じ扱い

をする。また，開講期間中に正当な理由のない欠席が６回に達した者は，その

時点で受講意思なきものとみなす。 

成績評価の基準 

授業前及び授業後に提出される書面については，構成・事案分析・基礎知識

という３つの角度から評価をする。毎回の授業後に担当教員３名が協議を行

い，書面の内容を検討して評価内容を決定する。 

平常点については，授業出席状況とともに積極的発言の有無など議論参加状況

にも注目する。正当な理由なく授業を欠席した場合や，明らかに予習しないで

授業に望んでいると思われる場合には減点する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

当然のことだが，担当者でなくても進んで事例について構成を考えてくると

いう主体性が必要である。予習せずにただ１時間半座っていて何かを教えても

らおうと思っても，無駄な時間を過ごすだけであるし，予習をして臨んでいる

受講者の迷惑になるだろう。司法試験論文式試験における出題趣旨及び「採点

実感等に関する意見」・「採点実感」が言及する最高裁判例をしっかりと復習

すること。 

教科書・参考文献 

憲法のテキスト：司法試験論文式公法第１問の過去問から７問を扱う。 

行政法のテキスト：司法試験論文式公法第２問の過去問から７問を扱う。 

 

参考文献 

憲法：小山剛『「憲法上の権利」の作法 第３版』（尚学社，2016年），曽我

部真裕他編『憲法論点教室』（日本評論社，2012年），駒村圭吾『憲法訴訟の

現代的転回』（日本評論社，2013年），宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開

 第２版』（日本評論社，2014年），渋谷秀樹『憲法起案演習 司法試験編』

（弘文堂，2017年），大島義則『憲法ガール Remake Edition』（法律文化社，

2018年），同『憲法ガールⅡ』（法律文化社，2018年）。 
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行政法：北村和生ほか『事例から行政法を考える』（有斐閣，2016年），土田

伸也『基礎演習 行政法〔第２版〕』（日本評論社，2016年），亘理格・大貫

裕之『Law Practice 行政法』（商事法務，2015年），原田大樹『演習行政法』

（東京大学出版会，2014年），大島義則『行政法ガール』（法律文化社,2014

年），橋本博之『行政法解釈の基礎』（日本評論社，2013年） 

履修条件 
３年次前期までの法律基本科目公法系必修科目のすべての単位を取得してい

ること 
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８．民法Ⅰ(総則・物権法) 

 

授業科目名（カナ） 民法Ⅰ(総則・物権法)  （ ミンポウイチ（ソウソク・ブッケンホウ） ） 

担当教員名（カナ） 多田 利隆    （ タダ トシタカ ） 

履修年次 １年次 

単位 ４単位 

授業時間 前期 火曜１限・木曜１限 

講義の概要 
民法入門に相当する内容も含めて、民法総則と物権法（担保物権を除く）に

ついて、講義を行う。 

到達目標 

［正確な法律知識の修得］ 

民法典第一編「総則」は、法典の構成上、民法全体に当てはまるべき通則を

集めたものである。民法は私法の一般法であるから、その中には、民法のみな

らず私法全般を通じる基本的で重要なルールが多数含まれている。他方、民法

典第二編「物権」には、財貨の代表的地位を占めてきた「物」に対する支配を

内容とする物権――所有権がその代表的なものである――の法律関係につい

てのルールが置かれている。 

この授業は、民法総則と物権法について、民法典の規定を中心としながら特

別法も含めて、その内容について理論的基礎に裏付けられた体系的知識を修得

することを第一の目標としている。 

［基礎的な法適用能力の修得］ 

さらに、この授業では、具体的事例に法規定を当てはめて法的解決を導く

基礎的な力を涵養することを目標としている。この段階での事例への法適用

の練習は体系的知識の修得と不可分の関係にあり、むしろ、後者にとって大

きな意味を持つことも多いであろうが、それにとどまらず、法適用の基本的

な手順を知り、それに慣れることが重要である。 

［法的な議論や説得ができる力の涵養］ 

法的な議論に慣れ、説得力ある法的表現の仕方について基礎的な素養を身に

つけることも、この授業の到達目標のひとつである。 

［人間性など］ 

法的ルールは生身の人間の営みから導かれそれに適用されるものであるか

ら、それを学ぶことは、人間を学ぶことでもある。豊かな人間性と確固とした

倫理観や正義感を備えた法律専門家になるための基礎を培うことも、間接的で

はあるが、この科目の到達目標のひとつである。 

各回の授業内容 

１ 【はじめに】 

  授業の進め方や成績評価についての説明を行う。また、民法の勉強の仕方

等についてアドバイスをする。 

  【民法はどのような法規範か】 
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    項目：私法の一般法（実質的意義の民法）、 民法の基本理念、民法典

（形式的意義の民法） 

 

２ 【私法上の権利義務主体（自然人） その１】 

  私法関係の構成要素である権利義務主体のうち、自然人について基本理念

と、権利能力の始期・終期、失踪宣告の制度について学ぶ。 

項目 

一 権利能力 

       

  二 失踪宣告 

    △ 失踪宣告取消の効果 

※ 「△」は、解釈論上の重要論点であることを示している。以

下、同じ。 

 

３ 【契約の成立と効力】 

     私的自治を具体的に担うものとしての法律行為・意思表示の意義と、

最も重要な法律行為である契約の成立要件・有効要件について学ぶ。 

    

  【契約（法律行為）の効力を左右するもの ―その１ 主体的要因―】 

   契約の有効性を左右する要因として、まず、当事者の主体的要因を取り

上げる。 

項目：意思能力、行為能力、制限行為能力者制度、未成年者、被後見

人、被保佐人、被補助人、相手方の催告権、  

   △ 制限能力者の詐術 

   

４ 【契約（法律行為）の効力を左右するもの ―その２ 内容的要因―】 

   契約の有効性を左右する二つめの要因として、内容的な要因を取り上げ

る。 

項目 

一 一般的有効要件 

     確定性、実現可能性、適法性、公序良俗 

     △ 取締法規違反の法律行為の効力 

  

     二 公序良俗違反の内容について 

５ 【契約（法律行為）の効力を左右するもの ―その３ 意思表示過程の問題―】 

   契約の有効性を左右する要因として、第三に、意思表示過程に生じる問

題によって契約が無効になったり取り消しうるものになったりする場

合を取り上げる。 

   項目 

一 心裡留保 
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    二 通謀虚偽表示 

 

６    ９４条２項 

     △ 無過失の要否 

     △ 第三者の範囲 

 

   三 錯誤 

     錯誤概念と錯誤の態様 

  

７     錯誤による意思表示の取り扱い 

     △ 錯誤取消しの要件 

      認識可能性要件、無重過失要件と相手方の悪意、共通錯誤の取り

扱い 

     △ だれが取消しを主張できるか 

 

８      △ 動機の錯誤 

     

   四 詐欺・強迫による意思表示             

     △ 善意者保護の絶対的構成と相対的構成 

     △ 消費者契約法の規定 

  

９ 【私権の種類と権利行使に関する一般的ルール】 

   私権の種類を俯瞰し、特に人格権の特徴と内容について学ぶ。また、 

権利行使についての一般的なルールとして、公共の福祉、信義則、権利濫

用禁止を取り上げる。 

   一 私権の種類 

△ 人格権     

   

   二 公共の福祉、信義則、権利濫用禁止 

    △ 権利濫用の認定について 

                     

10 【代理】 

   一 代理制度の意義と代理のメカニズム 

     △ 顕名主義と署名代理 

     △ 代理行為の瑕疵 

 

11    △ 代理権の濫用 

 

    二 無権代理  

   無権代理の取り扱い 
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    △ 無権代理と相続 

 

12  三 表見代理 

    表見代理の態様と要件 

     信頼保護制度としての分析 

     

       △ 基本代理権（１１０条） 

    △ 「信ずべき正当な理由」（１１０条）の内容 

    

13   △ 法定代理と表見代理      

    △ ７６１条と表見代理 

    △ 表見代理規定の重複適用 

 

14 【法人制度】 

  法人制度の基本について学ぶ。 

 一 法人法について 

   二 法人の設立   

    △ 権利能力なき社団・財団 

  

15  三 法人の組織 

   四 法人の能力 

    △ 目的による能力の制限                  

                              

16 【時効】 

 時効制度の趣旨をはじめとして、消滅時効、取得時効及び両者に共通の

重要なルールと問題点について学ぶ。   

一 時効制度の趣旨 

   二 消滅時効 

    △ 起算点 

    △ 除斥期間 

  

17  三 取得時効 

    

 四 時効の完成猶予及び更新 

  

18    五 時効の効果 

     △ 時効援用の位置づけ 

     △ 援用権の喪失 
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19 【物権法序論】 

   一 物権という権利について 

   二 物権の客体について 

      動産・不動産、主物・従物、元物・果実 

     △ 海面下の土地所有権 

 

20  三 物権法定主義 

    △ 慣習法上の物権                   

 

  【物権的請求権】 

       その１ 

 

21   物権的請求権   その２  

 

   【所有権】 

   一 総論 

   二 相隣関係 

    △ 通行権 

 

22  三 共有 

    ・ 態様 

    ・ 共有物の使用・負担・管理・変更 

    ・ 持分権の処分 

    ・ 共有関係の解消 

      △ 裁判分割と全面的価格賠償 

  

23        △ 区分所有法 

     △ 入会権 

 

24  【占有権】 

    △ 相続と新権原 

    △ 相続と占有の承継 

    △ 占有訴権    

                       

25 【物権変動の仕組みと解釈論上の諸問題】 

   一 意思主義／形式主義、物権行為の独自性・無因性 

    △ 所有権移転時期 

     

二 公示の原則／公信の原則、対抗要件主義 

    △「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」の意味 
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26  【民法１７７条の適用範囲】  

   一 登記がなければ対抗できない物権変動  

    △ 取消と登記 

    △ 解除と登記 

    △ 時効と登記 

 

27    △ 相続と登記 

    

   二 登記がなければ対抗できない第三者 

    △ 賃借人 

    △ 第三者の善意･悪意 

     背信的悪意者排除の法理         

 

28  【動産物権変動】 

   一 引渡対抗要件主義 

   二 引渡の態様 

29  三 動産即時取得制度 

    △ 占有改定と即時取得 

      △ 占有委託物・離脱物の区別的取り扱い 

 

30   【94条2項の類推適用法理について】 

 

成績評価の方法 

成績評価は、 

①筆記試験の得点 

 ２回の中間試験と期末試験との計３回の筆記試験の得点による。それぞ

れが筆記試験全体の得点評価に占める比重は、２：２：６とする。 

②平常点 

 出席状況、発言内容及び授業への取り組みの積極性等を評価する。出席

状況の評価の仕方は、毎回授業へ出席することを前提として、正当な事

由がないかぎり、欠席・遅刻があれば減点する（１回についてそれぞれ

１点、０．５点）。 

を総合的に評価して行う。 

①と②は、それぞれ８：２の割合で総合評価に反映させる。 

筆記試験は、２回の中間試験（第一回目：５月初めもしくは半ば、第二回目：

６月末の予定）と１回の期末試験からなる。 

期末試験の範囲は授業の全範囲である。 

再試験は行わない。 

なお、欠席が １／３を超える場合には、期末試験の受験資格を認めない。 

成績評価の基準 

①筆記試験の得点②平常点とも、上記の到達目標に掲げた、［正確な法律知

識の修得］［基礎的な法適用能力の修得］、［法的な議論や説得ができる力の

涵養］［人間性など］がどの程度マスターされているかに照らして評価を行う。 
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準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

教科書の該当箇所を読み、レジメや、配布した判例の資料等に目を通してお

くこと。レジメは、予め、ＴＫＣ教育支援システムにより配信する。プリント

アウトは各自で行うこと。なお、各回の準備学習として特に必要な事項があれ

ば、上記システムの該当箇所で指示する。 

教科書・参考文献 

教科書 内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論 〈第4版〉』（東大出版会） 

参考書 潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ〈第８版〉（有斐閣） 

なお、参考文献については講義中に適宜指示する。 

履修条件 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

９．民法Ⅱ(債権法総論) 

 

授業科目名（カナ） 民法Ⅱ(債権法総論)    （ ミンポウニ（サイケンホウソウロン） ） 

担当教員名（カナ） 和田 安夫    （ ワダ ヤスオ ） 

配当年次 １年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 水曜２限 

講義の概要 

 学生便覧に記載した「養成する人材」の4つの要素のうち、主として②、③、

④に留意しながら授業を進める。すなわち、②の「的確な事案の把握および事

実の認定」、「正確な法律知識に裏打ちされた法的判断」を行い、③「これを

表現するための質の高い文書作成および議論や説得ができる能力」の涵養を図

り、④「新しい法律問題に対して、適切に対応できるだけの応用力や創造力を

備え」るようになるためには、どういう考え方で、教材などに向き合えばよい

かというところから話をはじめ、それを基礎にして順次、債権総論の重要問題

に踏み込んでいく。 

一昨年の民法改正により、債権総論の分野の条文も改正されている。2019年

1月末現在で、それに対応した基本書は公刊されていないので、「教科書」と

して大村・道垣内編『民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣・2017.10)を指

定し、それに即した解説、設問作成を行う。 

到達目標 
 債権法総論の重要な制度の内容を正確に理解し、その知識を基礎にしてケー

ス問題についてあてはめができるようになること。 

各回の授業内容 

第１回 現行法と改正法･･･改正内容概観 

第２回 債権の目的 

第３回 債権の効力（１）履行期と履行遅滞、履行不能、受領遅滞 

第４回 債権の効力（２）履行の強制、債務不履行による損害賠償 

第５回 債権の効力（３）４１６条から４２２条の２についての解釈 

第６回 債権者代位権 

第７回 詐害行為取消権（１） 

第８回 詐害行為取消権（２） 

第９回 連帯債権と連帯債務 

第１０回 保証債務（１） 

第１１回 保証債務（２） 

第１２回 債権の譲渡 

第１３回 債務の引受 

第１４回 債権の消滅（１） 
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第１５回 債権の消滅（２） 

 以上の項目以外は、現在未定である。レジメはできるだけ早い時期に作成し

て配布する。 

成績評価の方法 

 第５回、第１１回終了時にそれぞれ小テストを実施する。この２回の小テス

トおよび定期試験の結果による。 

小テスト4割、期末試験６割の比重で評価する。 

期末試験は、授業に2/3以上出席していなければ受験することができない。 

欠席1回につきマイナス1点、遅刻1回につきマイナス0.5点とする。 

なお、再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

原則として、以下の項目を評価対象とする。 

・基礎的概念を理解しているか。 

・問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

・論述の論理的整合性が身に付いているか。 

・具体的事例への適応能力はあるか。 

また、受講態度や質疑応答での対応や予習の状況を平常点で評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

教科書として指定した解説本は、民法改正の解説書であり、その債権総論の

部分を読破してもらいたい。ただ、本書は改正法の解説であるので、債権総論

の全体像は示されていない。そのため、後日公刊されるであろう改正に対応し

た基本書の通読が必須の作業になる。 

教科書・参考文献 

教科書：大村・道垣内『民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣・2017.10)の

うち、債権総論関連部分。  

参考書：改正法に対応した内容を含む基本書。  

履修条件 特になし 
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10．民法Ⅲ(担保物権法) 

 

授業科目名（カナ） 民法Ⅲ（担保物権法）    （ ミンポウサン（タンポブッケンホウ） ） 

担当教員名（カナ） 多田 利隆    （ タダ トシタカ ） 

履修年次 １年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 火曜４限 

講義の概要 

物に対する排他的な支配権を認めることによって債権回収を確実にしよう

とする担保物権制度について学ぶ。民法典は、「第二章 物権」の第七章以下

に、留置権、先取特権、質権、抵当権という４種類の担保物権制度について規

定している。また、実務では、それ以外に、譲渡担保や仮登記担保という権利

移転型の担保も行われており、これらは判例法や特別法によって独自の物的担

保制度として認められている。この授業では、後者を含むわが国の物的担保制

度について講義を行う。 

到達目標 

１年次の講義科目である「民法Ⅰ」～「民法Ⅴ」は、民法の各分野について、

［正確な法律知識］、［基礎的な法適用能力］、［議論や説得ができる能力等］ 

を修得し、さらに、［豊かな人間性など］を養うことを到達目標としている（ 

これらの内容については、民法Ⅰのシラバスを参照してほしい）。民法Ⅲの授

業は、担保物権法の分野についてそのような素養を身につけることを到達目標

としている。 

担保物権の制度は、「金融」という生活関係にとっては身近なものであるが、

一般の市民生活では日常的に触れる機会はあまりない。しかも、その中には、

多数の技術的概念あるいは特有の利益調節の仕方や考え方が含まれているた

め、特に社会経験の少ない若い世代にはなじみにくく学びにくい分野だといえ

よう。しかし、法曹になるためには、この分野についても十分な知識と問題解

決能力を修得しておかなければならない。自分なりの工夫と努力をして、この

分野に苦手意識を持つことのないようにしてほしいものである。 

各回の授業内容 

１．【担保物権法序説 】 

担保制度の意義や種類、特徴等、序論的な内容を取り上げる。 

項目 

一 担保制度 

二 担保物権の種類 

三 担保物権の共通の性質 

   

【抵当権の意義・特徴】 

【抵当権の設定】 

   一 抵当権設定契約 

    △ 無効登記の流用 

    ※ △印は、重要な論点であることを示している。以下、同じ。 
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２． 二 被担保債権 

   △ 無効な法律行為と抵当権の効力  

    

  三 目的物 

     

 【抵当権の効力】 

   一 目的物の範囲 

    △ 「付加物」・設定後の従物 

    △ 分離物に対する追及力 

 

３． 二 物上代位 

   物上代位の目的 

 △ 買戻代金債権 

   △ 賃料債権と物上代位 

    ・賃料債権に物上代位を認めるべきか否か。 

 

４．   ・転貸賃料債権 

   △ 物上代位のための差押え 

・差押えと相殺の抗弁 

    ・差押えと敷金の充当 

    ・差押えと債権譲渡 

    ・差押えと一般債権者の差押え・転付命令 

   

５． 三 抵当権侵害に対する救済 

   １ 侵害の予防・除去 

     △ 物権的請求権としての明渡請求 

      

   ２ 損害賠償請求      

    

６． 四 法定地上権 

   １ 趣旨 

  ２ 成立要件 

     △ 建物の滅失と再築 

     △ 共同抵当の場合 

     △ 所有者の事後的変更 

   

７．   △ 目的物が共有の場合 

   ３ 成立時期・対抗要件 

   ４ 内容 

    

   五 抵当不動産の第三取得者の地位 

    １ 代価弁済 

    ２ 抵当権消滅請求権  

 

８．【抵当権の処分】 

   転抵当、譲渡・放棄、順位の変更等、抵当権の処分について学ぶ。 

  

 【共同抵当】 

   同一の債権の担保のために複数の目的物に抵当権が設定された場合
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の法律関係、特に、代価配当方法についてのルールを学ぶ。 

 

【根抵当】 

    

９．【抵当権の消滅】 

 

【質権】 

    一 意義   

二 種類   

三 設定 

△ 目的物を設定者に返還した場合の法律関係 

四 効力 

五 転質 

 

10. 【留置権】 

     一 意義 

二 成立要件 

 △ 留置物と債権との牽連関係 

三 内容 

四 消滅 

 

 

11． 【先取特権】 

     一 意義 

二 種類 

三 順位 

四 効力 

  △ 動産売買先取特権と物上代位 

    五 消滅 

 

  【変型担保】 

一 権利移転型担保 

 

12.   二 譲渡担保 

   １ 意義 

２ 設定 

    △ 譲渡担保の法律構成 

   ３ 効力 その１ 

 

13.           効力 その２ 

     △ 譲渡担保にもとづく物上代位 

     △ 第三者に処分がなされた場合 

 

     ４ 実行 

      △ 清算をめぐる法律問題 

 

14.      △ 受戻権をめぐる法律問題 

        ・譲渡担保権者による弁済期後の譲渡と受戻権 

         ・受戻権の放棄と清算金請求 

   ５ 集合物・集合債権の譲渡担保 
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15.   仮登記担保・所有権留保・代理受領 

 

成績評価の方法 

成績評価は、①筆記試験の得点と②平常点とを総合的に評価して行う。①

と②は、それぞれ８：２の割合で総合評価に反映させる。 

① 筆記試験の得点 

１回の中間試験と１回の期末試験の計２回の筆記試験の得点による。そ

れぞれが筆記試験全体に占める比重は、4：６とする。期末試験の範囲は授

業の全範囲とする。中間試験の時期は、１１月中旬を予定しているが、他

の科目との調整も必要なので変更の可能性がある。具体的な日時について

は、改めて事前に知らせる。再試験は行わない。なお、欠席が１／３を超

える場合には、期末試験の受験資格を認めない。 

② 平常点 

出席状況、発言内容及び授業への取り組みの積極性等を評価する。 

成績評価の基準 

① 筆記試験の得点 

上記の到達目標に掲げた、［正確な法律知識の修得］［基礎的な法適用

能力の修得］、［法的な議論や説得ができる力の涵養］［人間性など］が

どの程度マスターされているかに照らして評価を行う。 

② 平常点 

出席状況、発言内容及び授業への取り組みの積極性等を平常点として評価

する。出席状況の評価の仕方は、毎回授業へ出席することを前提として、正

当な事由がないかぎり、欠席・遅刻があれば減点する（１回についてそれぞ

れ１点、０．５点）。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

事前に、教科書の該当箇所を読み、レジメや、配布した判例の資料等に目を

通しておくこと。レジメは、予め、ＴＫＣ教育支援システムにより配信する。

プリントアウトは各自が行うこと。なお、各回の準備学習として特に必要な事

項があれば、上記教育支援システムの該当箇所で指示する。 

教科書・参考文献 

教科書 内田貴「民法Ⅲ 債権総論・担保物権〈第三版〉」（東大出版会） 

 

参考書 潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ〈第８版〉』（有斐閣） 

その他、授業の進行に合わせて資料を配布するほか、参考文献を指示する。 

履修条件 
民法Ⅰ(総則・物権)及び民法Ⅱ(債権総論・契約法)を履修済みか、並行して

履修していること。 
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11．民法Ⅳ(債権法各論) 

 

授業科目名（カナ） 民法Ⅳ(債権法各論)   （ ミンポウヨン(サイケンホウカクロン) ） 

担当教員名（カナ） 和田 安夫    （ ワダ ヤスオ ） 

配当年次 １年次 

単位 ４単位 

授業時間 後期 水曜１限、金曜２限 

講義の概要 

学生便覧に記載した「養成する人材」の4つの要素のうち、主として②、③、

④に留意しながら授業を進める。すなわち、②の「的確な事案の把握および事

実の認定」、「正確な法律知識に裏打ちされた法的判断」を行い、③「これを

表現するための質の高い文書作成および議論や説得ができる能力」の涵養を図

り、④「新しい法律問題に対して、適切に対応できるだけの応用力や創造力を

備え」るようになるためには、どういう考え方で教材などに向き合えばよいか

というところから話をはじめ、それを基礎にして順次、債権法各論の重要問題

に踏み込んでいく。 

基本的発想の順序は、具体的事実→適用可能な規範→具体的事実→適用規範

→具体的事実→規範の要件の充足の確認ということになる。 

出発点である具体的事実とは、社会に存在する事実である。その中から法的

な表現を施されたものが「事実」として登場してくるが、そのようにされるま

でに何がしかの抽象化がなされている。どれだけ抽象化されているかという問

題はあるものの、ともかくも事実とされているものを対象としてそこから思考

を始める。その結果、問題点が浮かび上がってくるわけで、その問題にどのよ

うな規範を適用すればよいかを考えるのが、法解釈の一面であるし、法科大学

院で学ぶにあたっても重要な部分である。この部分の試行錯誤の中から｢養成

する人材｣①にあげた能力が培われるであろう。 

この授業は、研究者教員である和田による講義を中心に進行するが、実務家

教員長倉が共同担当者として加わり、授業に出席して、理解を深めるために主

に実務的観点からのアドバイスを適宜行うほか、受講者からの質問にも、研究

者教員とともに対応する。また、6回実施する予定の小テストの問題の選定は、

長倉先生と相談して決定する。 

一昨年5月末に成立した民法改正法について、19年1月時点でそれに対応した

改定を行った基本書で公刊されているものは潮見佳男『債権各論Ⅰ、Ⅱ第3版』

(新世社・2017.6，2017.12)である。したがって、今年度はこの基本書を教科

書とする。改正法を理解するには、現行法がどうなっているかを明確にしたう

えで、どのような改正がされたかを理解する必要がある。本講義もその方針に

従って展開することになる。 



50 

 

到達目標 

契約法および法定債権法(事務管理、不当利得、不法行為)の重要な制度の基

本枠組みを、判例に現れた事案および仮設事案を具体例として、基本枠組みと

事案などとの相互関係を明らかにしながら、規範の側の理解を深めることを目

的とする。 

各回の授業内容 

1 改正法概観 

2 契約の成立 

3 契約の効力 

4 契約の解除と危険負担（1） 

5 契約の解除と危険負担（2） 

6 売買（1）成立・買戻し 

7 売買（2）効力（1） 

8 売買（3）効力（2） 

9 売買（4）効力（3） 

10 贈与、使用貸借 

11 使用貸借・賃貸借（1） 

11 賃貸借（2） 

12 賃貸借（3） 

13 賃貸借（4） 

14 請負（1） 

15 請負（2） 

16 委任（1） 

17 委任（2） 

18 寄託・組合・和解 

19 事務管理 

20 不当利得 

21 侵害利得・給付利得 

22 特殊の給付利得 

23 不法行為制度 

24 権利侵害、故意・過失 

25 因果関係 

26 損害 

27 損害賠償請求 

28 使用者責任・注文者の責任・工作物責任 

29 物による権利侵害、共同不法行為 

30 医療過誤、運行供用者責任 

 

 以上が、潮見・前掲書の目次に従った項目設定である。各項目の具体的な内

容は後程示すことにする。 

第5回，第10回，第18回終了時にそれぞれ小テストを実施する。 

成績評価の方法 
3回の小テストおよび期末試験の結果による。 

小テスト4割、期末試験6割の比重で評価する。 
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欠席1回につきマイナス1点。遅刻1回につきマイナス0.5点とする。 

定期試験は、2/3以上の出席がなければ受験することができない。 

なお、再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

原則として以下の項目を重視する。 

・正確な知識や理解が身に付いているか。 

・問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

・判例及び学説を理解しているか。 

・論述の論理的整合性が身に付いているか。 

・具体的事例への適応能力はあるか。 

また、受講態度や質疑応答での対応や予習の状況を平常点で評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

法改正の直後であり、十分な数の基本書はいまだ出そろっていない(19年1月

現在)。基本書の公刊情報に注意し、各自がこれまでに読み込んだ基本書の改

訂版が出たらそれを入手して読み込むこと。 

教科書・参考文献 

教科書：潮見佳男『債権各論Ⅰ、Ⅱ(第3版)』(新世社・2017年) 

 

参考書：奥田昌道･安永正昭･池田真朗編『判例講義民法Ⅱ債権（第2版）』（悠

々社、2014年） 

履修条件 特になし。 
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12．民法Ⅴ(家族法) 

 

授業科目名（カナ） 民法Ⅴ（家族法）   （ ミンポウゴ（カゾクホウ） ） 

担当教員名（カナ） 宮崎 幹朗   （ ミヤザキ ヨシロウ ） 

履修年次 １年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 水曜２限 

講義の概要 

 民法のうち家族法（民法典第４編親族及び第５編相続の範囲）に関する問題

について講義します。夫婦、親子、扶養等の親族法に関する問題、遺産分割、

遺言、遺留分等の相続法に関する問題について基本的な知識を取得できるよう

に、各回に大きなテーマを設定し、授業を進めます。 

到達目標 

 本授業では、家族法に関する基本的な知識の修得を目指し、家族に関連する

さまざまな法律問題に柔軟に対応できる考え方の修得を目指します。現実の家

族に関する問題を考える際には、単に法律の条文のみを問題とするのではなく、

社会常識や一般の考えを考慮しながら検討していくとともに、それぞれの人の

立場に立って考えることが不可欠です。また、内縁関係の法的保護に関する問

題など、判例法の展開によって形成されてきた問題も多くあります。そのため、

民法の条文上の法的知識の修得だけではなく、さまざまな問題に対する関心を

深め、具体的な裁判例等を検討することを通して、柔軟な視野に立った考え方

を身に着けることを目指します。 

各回の授業内容 

 各回の授業のテーマは以下のとおりです。授業の進み具合等によって変更す

ることがあります。 

１．家族法の意義、家事紛争の解決方法、親族概念 

２．婚姻の成立と効力 

３．離婚の成立と効果 

４．婚約、事実婚・内縁関係、婚外関係の法的保護 

５．実親子関係の成立：嫡出推定と認知 

６．養親子関係の成立：養子縁組と特別養子 

７．親権、後見、扶養 

８．氏、名、戸籍、相続制度の概要 

９．相続人、相続欠格・相続人廃除、相続の承認・放棄 

10．相続財産の範囲、配偶者居住権 

11．法定相続分と具体的相続分（特別受益、寄与分） 

12．共同相続財産の管理・清算、相続人の不存在 

13．遺産分割 

14．遺言、遺贈 

15．遺留分 
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成績評価の方法 

前回の授業の復習を兼ねて授業の初めに実施する小テストと期末試験、およ

び授業の際の受講態度や質問に対する対応などを考慮して評価します。 

小テストについては20点を配点します。各回の点数の合計点（5点×14回）を

20点満点に換算します。受講態度や質問への対応などの平常点は10点満点で評

価します。 

期末試験は70点配点します。設問形式は択一式（20点満点）と論述式（50点

満点）で出題します。 

出席回数が3分の2に満たない場合には、成績評価の対象とならないので、注

意してください。 

成績評価の基準 
論述式の設問については、特に、問題の論点の把握の正確さ、判例および学

説の理解度、論述の論理的整合性に注目して評価します。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

 毎回、授業の初めに前回の復習を兼ねて小テストをおこないますので、授業

終了後に必ず復習をしておいてください。あらかじめ配布しているチェックテ

ストなどを活用して、事後の学習をおこなってください。また、毎回の授業に

おいて指摘した重要な判例については、少なくとも『判例百選』などの判例集

に目を通して確認しておく習慣を身に着けてください。 

 また、次回の授業テーマに合わせて、あらかしめ配布しているレジメや教科

書に目を通して、予習しておいてください。 

教科書・参考文献 

 あらかじめ、授業のためのレジメを配布します。 

教科書については、各自が使用しているものがあれば、それを使用してくだ

さい。2018年に相続法の改正がありましたので、この改正に対応する教科書の

改訂・出版が2019年には続くと思いますので、できるだけ最新のものを使って

ください。現時点で改訂されたものとして、二宮周平『家族法（第5版）』が出

ています。 

判例集については、水野紀子ほか編『民法判例百選Ⅲ 親族・相続〔第２版〕』

（有斐閣）、二宮周平ほか編『新・判例ハンドブック【親族・相続】』（日本

評論社）などがありますので、参考にしてください。 

履修条件  特にありません。 
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13．商法Ⅰ 

 

授業科目名（カナ） 商法Ⅰ    （ ショウホウイチ ） 

担当教員名（カナ） 横尾 亘    （ ヨコオ ワタル ） 

履修年次 １年次 

単位 ４単位 

授業時間 前期 火曜２限・金曜３限 

講義の概要 

近時の重要性から、「商法Ⅰ」の講義の対象は、会社法に限定される。対象

が法学未修者であることに加えて、広範囲な内容を４単位分の時間でカバーし

なければならないため、受講生の予習を前提にして、効率的な講義形式で行う

が、できるだけ学生諸君の理解を確認しつつ前に進みたい。単なる知識の教授

だけではなく、商法上の諸制度ないし各規定がどのような価値判断や理念に基

づいているのか、法は実際に機能しているのか、法と現実との関係等、商法を

通じて学生の考える力を育成したい。 

到達目標 

法学未修者が、商法（会社法）の体系的・基礎的知識を確実に習得し、後に

履修しなければならない商法演習や民事法総合演習等の事例問題や生の判例に

正面から取り組むことができる能力を養成することが本講義の主たる目的であ

る。 

各回の授業内容 

１．講義の進め方、会社法総論（１）―企業形態の種類・会社の概念 

２．会社法総論（２）―法人格否認の法理、会社の権利能力の制限、 

３．会社の種類（株式会社と持分会社） 

４．株式会社の全体像（機関構造等） 

５．会社法総則 

６．株式会社の設立（１）―制度の概要１ 

７．株式会社の設立（１）―制度の概要２ 

８．株式会社の設立（２）―危険な約束 

９．株式会社の設立（３）―設立の瑕疵 

10．株式（１）―株式とは何か、株主平等の原則、株式の内容と種類 

11．株式（２）―（続）株式の内容と種類 

12．株式（３）―株式の流通 

13．株式（４）―自己株式の取得規制 

14．株式（５）―株主の会社に対する権利行使 

15．株式（６）―株式の評価・消却・併合・分割・無償割当て、 

16．株式（７）―キャシュアウト、単元株制度 

17．小テスト及び解説 

18．募集株式の発行（１）―規制の目的、発行手続 

19．募集株式の発行（２）―発行の瑕疵 
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20．募集株式の発行（３）―新株予約権 

21．機関（１）―総説（監査役設置会社・指名委員会等設置会社など） 

22．機関（２）―株主総会・株主総会の決議 

23．機関（３）―株主総会決議の瑕疵 

24．機関（４）―役員等の選任・解任、取締役・取締役会・代表取締役 

25．機関（５）―取締役・執行役と会社との関係 

26．機関（６）―競業取引・利益相反取引 

27．機関（７）―監査総説・監査役・監査役会・会計監査人・指名委員会等設

置会社・監査等委員会設置会社 

28．機関（８）―役員等の会社に対する責任・第三者に対する責任 

29．機関（９）―役員等の第三者に対する責任 

30．機関（10）―株主代表訴訟・差止請求 

（講義の進捗状況に応じて上記の順序、各分野の回数は変更する。） 

成績評価の方法 

１回の小テスト（50点満点の予定）および期末試験（50点満点の予定）の合

計点による。30回の授業は毎回出欠を取り、欠席回数の多い者は減点する。な

お、再試験は行わない。 

成績評価の基準 

①会社法の諸制度について体系的な理解をしているか。②会社法の重要条文

について立法趣旨を理解しているか。③会社法に関する重要判例について理解

しているか。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

各回の講義予定部分のレジュメおよび教科書・参考書の該当箇所を予習して

くること。予め、各回のレジュメを事前に配信する予定である。 

教科書・参考文献 

教科書はとくに指定しない。判例解説は必要。『会社法判例百選（第3版）』

（有斐閣）を用意すること。自学の際には①伊藤靖史ほか『リーガルクエスト

会社法[第3版]』（有斐閣）または②田中亘『会社法』（東京大学出版会）を強

く薦めたい。ほかに、③江頭憲治郎『株式会社法』（有斐閣。たびたび改訂さ

れる。非常に大部であるから辞書的に使うのが良いか）、④神田秀樹『会社法』

（弘文堂。毎年のように改訂される）等は定評がある。 

履修条件 特になし。 
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14．商法Ⅱ 

 

授業科目名（カナ） 商法Ⅱ    （ ショウホウニ ） 

担当教員名（カナ） 横尾 亘    （ ヨコオ ワタル ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 月曜２限 

講義の概要 

会社法はたびたび改正が行われ制度も複雑になってきているため、１年次の

「商法Ⅰ（４単位）」のみでは全体を見渡すために時間が足りない。そこで、

「商法Ⅱ」を開講し、会社法の「計算」「社債」「組織再編」等についてカバ

ーすることとする。また、会社法以外の商事法分野を網羅できないため、商法

総則・商行為法についてもここで講義する。必修科目ではないが、可能な限り

履修することが望ましい。 

到達目標 

諸君が、商法の体系的・基礎的知識を確実に修得し、会社法を含む商法の総

合問題を解決できる能力を養成することが本講義の主たる目的である。単なる

知識の修得だけではなく、商法上の諸制度ないし各規定がどのような価値判断

や理念に基づいているのか、なぜ民法以外に民法を修正変更する商法が必要な

のか、商法は実際に機能しているのか、法と現実との関係等を考えながら商法

の理解を深めることが本講義の目的である。 

各回の授業内容 

１．計算（１）―計算書類、資本金と準備金、剰余金の分配 

２．計算（２）―剰余金の分配 

３．計算（３）―問題演習 

４．社債による資金調達―社債・新株予約権付社債 

５．組織再編（１）―組織変更・事業譲渡 

６．組織再編（２）―合併 

７．組織再編（３）―（続）合併、会社分割 

８．商法の単位としての「商人」、商行為、商人の名称としての「商号」 

９．名板貸、商業使用人、商業登記の公示力 

10．営業譲渡、商業帳簿、代理商 

11．商行為の特則 

12．商事売買 

13．交互計算、仲立営業、問屋営業 

14．運送取扱営業、運送営業、貨物引換証、旅客運送 

15．寄託、場屋営業主の責任、倉庫営業、倉庫証券 

（講義の進捗状況に応じて上記は変更の可能性がある） 

成績評価の方法 
期末試験(100点)によって評価する。出欠は毎回とり、欠席は1回につき1点、

遅刻は1回につき0.5点を減点する。なお、再試験は行わない。 
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成績評価の基準 

①会社法の「計算」「社債」「組織再編」等に関する重要条文について立法

趣旨を理解しているか。②会社法の「計算」「社債」「組織再編」等に関する

重要判例について理解しているか。③商法総則・商行為についての基本的な知

識を有しているか。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

各回の講義予定部分のレジュメおよび教科書・参考書の該当箇所を予習して

くること。予め、各回のレジュメを事前に配信する予定である。 

教科書・参考文献 

教科書：①『会社法判例百選（第3版）』（有斐閣）を必携とする。他に教科書

としては、②前田雅弘ほか『会社法事例演習教材[第３版]』（2016年、有斐閣）

を適宜利用する。このほか、③『商法（総則・商行為）判例百選（第5版）』（有

斐閣）を講義中において参照する。 

 

参考書： ①伊藤靖史ほか『リーガルクエスト会社法[第３版]』（有斐閣）、②

江頭憲治郎『株式会社法』（有斐閣。改訂多め）、④神田秀樹『会社法』（弘

文堂。改訂頻繁） 

履修条件 特にないが、商法１を履修中または履修済であることが望ましい。 
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15．民事手続法 

 

授業科目名（カナ） 民事手続法   （ ミンジテツヅキホウ ） 

担当教員名（カナ） 濵﨑 録   （ ハマサキ フミ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ４単位 

授業時間 前期 水曜２限・金曜２限 

講義の概要 

１ 本講義では、本学法科大学院が重視する法曹に必要な資質のうち、(2)お

よび(3)の資質を涵養することを目的とする。民事訴訟で扱う紛争は、関係当

事者間の利益あるいは権利の衝突によって生ずる。紛争において事案を的確に

把握し、事実を認定し、結論を導き出すためには、民事訴訟の果たす機能を理

解し、基本概念を修得することが不可欠である。 

２ そこで本講義では、上記の目的を達成するために①民事訴訟（第一審）の

開始から終了までの手続の流れを理解すること、②上記①を踏まえたうえで、

民事訴訟に関する基本的な原則および理論的な諸問題のうち、特に基礎的かつ

重要なものを理解することを目指す。 

到達目標 

判決手続全体のながれを正確に理解するとともに、重要な論点について議論

状況を理解することを第1の目標とする。そのうえで、各論点についての自ら

の見解を形成し、説得的に述べることができるようになることを第2の目標と

する。以上の目標は、本学の「法曹に必要な資質として特に重視する4つの要

素」のうち、第1の目標がおもに(2)の能力を備えること、第2の目標がおもに(3)

の能力を備えることに寄与する。 

また、上記の目標を達成することが本学が重視する上記の各要素のうち(3)

を備えるために開講される3年次の発展的科目における理解、議論につながる

こととなる。 
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各回の授業内容 

第 1回 民事訴訟とそれ以外の紛争解決方式、民事訴訟全体のながれ、民事訴

訟の法源、訴訟と非訟、法律上の争訟 

第 2回 訴えの概念と類型    訴えの概念、訴えの類型、形式的形成訴訟 

第 3回 訴訟要件と訴えの類型ごとの訴えの利益 

訴訟要件一般、継続的不法行為と将来給付の訴え、遺言無効確認の訴

え 

第 4回・5回 当事者 

①当事者概念・当事者の確定・当事者能力・訴訟能力、当事者確定の基準、法

人でない社団の要件 

②代理人、法人の代表者と表見法理、当事者適格をめぐる議論、訴訟担当 

第 6回 裁判所 管轄の種類、裁判所の除斥・忌避・回避、移送 

第 7回・8回 訴え提起と処分権主義、訴え提起の効果 

①訴訟物論争、必要的記載事項、処分権主義の内容と根拠、損害賠償請求訴訟

における訴訟物、一部請求後の残部請求の可否 

②相殺の抗弁、債権者代位訴訟と二重起訴禁止、時効中断、引換給付判決 

第 9回 訴訟手続の進行と停止 

当事者主義と職権主義、付郵便送達、公示送達、補充送達、訴訟行為

の追完 

第 10回 口頭弁論の準備と口頭弁論 

争点整理手続、口頭弁論で採用されている諸原則、不熱心訴訟追行 

【中間テスト】 

第 11 回・12 回 事案の解明 弁論主義と職権探知主義、弁論主義の根拠と内

容、釈明権と釈明義務、法的観点指摘義務 

第 13回 口頭弁論における当事者の訴訟行為 

訴訟手続に関する当事者の合意の性質、訴え提起と訴権の濫用、民

事訴訟における信義則の発現 

第 14回 証拠法の諸概念と証明を要しない事項 

証拠方法の種類、証明と疎明、厳格な証明と自由な証明との違い、

自白と自白の撤回、間接事実の自白、権利自白 

第 15回・16回 証拠による事実認定 

①自由心証主義の内容、違法収集証拠の証拠能力、証明責任の問題、客観的証

明責任と主観的証明責任 

②要件事実、証明責任分配の修正や証明軽減法理、証明責任の転換、間接反証 

第 17回・18回 証拠調べ 

証拠の申出、唯一証拠の法理、承認義務、証言拒絶権、鑑定、専門

訴訟、文書提出命令を中心とする書証をめぐる手続 

【中間テスト】 

第 19回 当事者の訴訟行為による訴訟の終了 

訴え取下げ、請求の放棄・認諾、訴訟上の和解について、訴訟上の

和解の性質 
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第 20回～22回 裁判、判決の効力、既判力の範囲 

①判決の種類、判決の確定と確定判決の効力、既判力の根拠、時的限界 

②判決理由中の判断の拘束力、争点効と信義則、確定判決の変更を求める訴え 

③相対性原則、既判力の拡張、反射効 

第 23回 既判力類似の効力 

第 24回 複数請求訴訟  訴えの併合、中間確認の訴えの意義、訴えの変更 

第 25～27回 複数当事者訴訟 

①共同訴訟の類型、類似必要的共同訴訟をめぐる問題、固有必要的共同訴訟を

めぐる問題、訴えの主観的予備的併合、同時審判申出共同訴訟、訴訟承継 

②補助参加の要件と手続、補助参加の利益の判断基準、争点ごとの補助参加、

補助参加人の地位、補助参加と上訴、共同訴訟的補助参加、訴訟告知制度 

③権利主張参加と詐害防止参加、二重譲渡事例における権利主張参加、独立当

事者参加と訴訟上の和解、債権者代位訴訟における債務者の独立当事者参加 

第 28回～30回 上訴および再審 

①上訴制度の目的、上訴の効果、控訴審の審理、附帯控訴の性質、控訴の利益 

不利益変更禁止の原則、上告理由と裁量上告、破棄判決の拘束力、許可抗告 

②再審制度、判決の騙取と再審事由、再審における原告適格 

成績評価の方法 

中間テスト（2割）、平常点（2割）および期末試験（6割）により評価する。

中間テストは2回行い、合計点を半減して成績評価に加える。平常点は、講義

中の応答が積極的であるか、内容が的確かを15点を満点として評価する。さら

に加点すべき内容発言には30回を通して5点まで加点する。なお、授業出席が3

分の2を下回った場合、期末試験の受験資格を失う（欠席は1回ごとに平常点か

ら3点を減じる）。 

成績評価の基準 

成績評価の基準は、各手続の趣旨・概念を理解できているか、重要な問題に

ついて議論状況と判例の立場を理解できているか、当該問題についての自らの

導き出した結論を説得的、整合的に述べることができるかを中心とする。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

各回の講義予定レジュメ、参考文献は事前に配信するので予習して臨むこ

と。また『民事訴訟法の争点』『民事訴訟法判例百選（第5版）』の該当部分

を読むこと。 

教科書・参考文献 

教科書は、三木浩一ほか『民事訴訟法（第3版）』（有斐閣、2018年）と高

橋宏志ほか編『民事訴訟法判例百選（第5版）』（有斐閣、2015年）を使用す

る。また、高橋宏志『重点講義民事訴訟法（上・第2版補訂版）（下・第2版補

訂版）』（有斐閣、2013年、2014年）を必要に応じて参照することをお勧めす

る。 

履修条件 
民事訴訟法の理解には民法・会社法の知識が必要となるため、必要部分の科

目の履修を前提とする。 
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16．民法演習Ⅰ 

 

授業科目名（カナ） 民法演習Ⅰ    （ ミンポウエンシュウイチ ） 

担当教員名（カナ） 和田 安夫    （ ワダ ヤスオ ） 

配当年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 金曜４限 

講義の概要 

大審院および最高裁の判例を素材にして、主要判例研究を行う。昨年5月末

の民法改正の内容の解説書である『民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣201

7.10)の債権法該当部分の解説に示された判例をあげた。これらの判例が改正

法とどのように関連しているかを理解することを一つの目的とする。 

現役の弁護士である長倉先生が加わるので、検討判例を長倉先生と検討する

予定であるので、以下にあげる判例は暫定的なものである（ただ、事前に変更

の通知をしない限りこの判例を順次検討していく）。 

なお、判例によっては、検討時間が余る場合があるので、その場合には判例

を追加して検討することがある。 

教員の側の解説を聞くだけに終始しないように、参加者全員が議論をするよ

うに留意すること。 

到達目標 

学生便覧に記載した「養成する人材」の4つの要素のうち、②、③、④を実

践することを目標とする。すなわち、②の「的確な事案の把握および事実の認

定」、「正確な法律知識に裏打ちされた法的判断」を行い、③「これを表現する

ための質の高い文書作成および議論や説得ができる能力」の涵養を図り、④「新

しい法律問題に対して、適切に対応できるだけの応用力や創造力を備え」るこ

とが授業の目的である。これらの4つの要素のうち、①については、授業中の

検討内容から、諸君がそれぞれに学び取ってもらえればよいと考えている。 

各回の授業内容 

1 最判昭55.12.18民集34･7･888安全配慮義務違反 

2 大判大10･5･27民録27･963遅滞になる日 

3 最判昭37･9･4民集16･9･1834不法行為による損害賠償債務が遅滞になる時

点 

4 大判大2･5･12民録19･327、最判昭35･4･21民集14･6･930不動産の二重譲渡 

5 大判昭10･5･･27民録27･963、大判大14･2･27民集4･97債務者の無過失が免責

事由 

6 大判昭4･3･30民集8･363、大判昭4･6･19民集8･675転借人の行為についての

賃借人の責任 

7 大判昭8･6･13民集12･1437解除前の損害賠償請求 

8 大連判大15･5･22民集5･386相当因果関係 
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9 最大判昭39･6･24民集18･5･854過失相殺 

10 最判平6･4･21裁時1121･1賠償額の予定と過失相殺 

11 大判昭2･2･25民集6･236、最判昭41･12･23民集20･10･2211代償請求権 

12 最判昭40･12･3民集19･9･2090、最判昭46･12･16民集25･9･1472受領遅滞の

効果 

13 大判昭2･2･2民集6･133、最判昭29･12･21民集8･12･2211解除の際の相当の

期間 

14 最判昭36･11･21民集15･10･2507、大判昭13･9･30民集17･1775、最判昭43･2･

23民集22･2･281付随的義務の不履行による解除 

15 最判昭62･10･8民集41･7･1445、大判大5･5･10民録22･936解除権の時効消滅 

 

第1回目の時間に演習の方針、具体的な進め方などについて説明する。イメ

ージとしては、各判例について、事前に担当者を指定しておき、その学生の報

告をもとに質疑応答および検討を行う。 

成績評価の方法 

期末試験7割、提出レジメ2割、質疑応答の内容1割の比重で評価する。

期末試験は、2/3以上の出席がなければ受験することができない。欠席 

1回につきマイナス1点。遅刻1回につきマイナス0.5点とする。 

なお、再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

以下の項目を評価対象とする。 

立法趣旨を理解しているか。 

基礎的概念を理解しているか。 

問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

判例及び学説を理解しているか。 

論述の論理的整合性が身に付いているか。 

具体的事例への適応能力はあるか。 

 また、受講態度や質疑応答での対応や予習の状況を平常点で評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

 判例研究を行うので、事前に指定判例を読んでくることが必要であ

る。 

教科書・参考文献 

参考書：大村・道垣内『民法（債権法）改正のポイント』有斐閣2017年 

瀬川・内田・森田編著『民法判例集担保物権・債権総論』（第3版）

有斐閣2014年、瀬川・内田編著『民法判例研究債権各論』（第3版）

有斐閣2008年 

松本・潮見編『判例プラクティス民法Ⅱ債権』信山社2010年 

履修条件 民法Ⅰ、Ⅱ、Ⅳを履修済みであること。 

 

 

 

 



63 

 

17．民法演習Ⅱ 

 

授業科目名（カナ） 民法演習Ⅱ    （ ミンポウエンシュウニ ） 

担当教員名（カナ） 田村 耕一    （ タムラ コウイチ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 夏期集中 

講義の概要 

物権法・担保物権法、及び、債権法中の責任財産保全制度の分野から、いく

つかの重要論点を選んで、仮設事例あるいは判例を素材として演習を行う。授

業では、予習を前提とした質疑応答を主な内容とする。なお、復習と文書作成

能力涵養の意味で、事後レポートの提出を課す。 

到達目標 

 この授業では、修得した知識や問題解決能力、表現力や議論・説得の能力等

を、演習（ゼミナール）形式の授業を通じてより高度なものへと発展させるこ

とを目的としている。 

①判例を注意深く読んで、第一審、第二審及び上告審における当事者の主張と

裁判所の判断を正確にたどり、事実関係と法律構成との両面から、解決にい

たった過程を的確に把握できること。最高裁判決については、提示された判

例準則を正確に理解し、従来の判例とどこが違うのか、将来の事件に対して

どこまで射程距離が及ぶのかを判断できること。 

②判例を自分なりに分析し評価できること。たとえば、具体的事実と裁判所の

判断との対応関係に留意して、前提事実がどのように違えば結論が変るのか、

何らかの独自の事情が作用しているのではないかを検証すると共に、法体系

や法理論に照らして適正な判断と評価できるか否か、別の考え方が可能か否

か等について批判的・創造的に考察できること。 

③事案の様々な要素に目配りして、妥当な結論を洞察できること。 

④結論を導くための解釈論的操作を的確に行い、説得力ある方法でそれを表現

できること。 

⑤生身の人間の営みに対する共感と豊かな人間性や正義感。紛争解決に法律家

として携わることへの職業意識と倫理観。 

各回の授業内容 

１．ガイダンス 

 

２．物権的請求権の相手方 

 判例演習 最判平成6年2月8日民集48巻2号373頁 

 参考判例 最判平成21年3月10日民集63巻3号385頁 

 

３．法律行為の取消と登記 

 参考判例 最判昭和32年6月7日民集11巻6号999頁、設例演習 

 

４．時効取得と登記 

参考判例 最判昭和46年11月5日民集25巻8号1087頁、最判平成24年3月16 日民
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集66巻5号2321頁、設例演習 

 

５．背信的悪意者排除の法理 

判例演習 最判平成8年10月29日民集50巻9号2506頁 

参考判例 最判平成10年2月13日民集52巻1号65頁、最判平成18年1月17日民集6

0巻1号27頁、最判平成25年2月26日民集67巻2号297頁 

 

６．動産即時取得 

参考判例 最判平成12年6月7日民集54巻5号1737頁、設例演習 

 

７．占有をめぐる法律問題（占有権の承継、占有訴権、果実収取・費用償還等）

 設例演習  

 

８．共有をめぐる法律問題（共有物の使用・管理、共有物の分割等） 

参考判例 最判平成10年2月26日民集52巻1号255頁、最大判昭和62年4月22 日

民集41巻3号408頁、設例演習 

 

９．抵当権にもとづく明渡請求 

 判例演習 最判平成17年3月10日民集59巻2号356頁 

 参考判例 最大判平成11年11月24日民集53巻8号1899頁 

 

10．抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡 

 判例演習 最判平成10年1月30民集52巻1号1頁 

 

11．法定地上権成立のための土地と建物の同一所有者要件 

 判例演習 最判平成19年7月6日民集61巻5号1940頁 

 参考判例 最判平成2年1月22日民集44巻1号314頁 

 

12．譲渡担保の法律構成と複数の動産譲渡担保間の関係 

 判例演習 最判平成18年7月20日民集60巻6号2499頁 

 

13．流動動産譲渡担保と物上代位 

 判例演習 最判平成22年12月2日民集64巻8号1990頁 

 参考判例 最判平成11年5月17日民集53巻5号863頁  

 

14．債権者代位権の転用 

 判例演習 判例の状況の展望と債権法改正との関係 

 

15．詐害行為取消権の要件と効果 

 判例演習 判例の状況の展望と債権法改正との関係  
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※ 各回のテーマや取り上げる判例は、その後の判例の動向その他によって差し

替えることもある。 

成績評価の方法 

平常点及び試験を総合的に評価する。両者の比重は６０：４０とする。なお、

出席が全体の３分の２に達しない場合は期末試験の 受験資格を認めない。 

平常点については、授業中の発言や質疑応答の積極性と内容、出席状況及び

小テストを対象とする。発言や質疑応答については積極性に主に留意する。出

席状況については、全部出席することを前提に、正当な理由がないかぎり、欠

席は１回につき１点、遅刻は１回につき０．５点を減点する。再試験は行わな

い。小テストは各回の理解度を確認するものを行う。 

成績評価の基準 

評価については、以下を中心として行う。 

①問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

②判例及び学説を理解しているか。 

③論述の論理的整合性が身に付いているか。 

④具体的事例への適応能力はあるか。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

 集中講義であるため、予習と復習に充てられる時間が限られる。事前に予習

すべきポイントを記した「予習ペーパー」を配布し、小テストを課す。 

教科書・参考文献 

各自が所有する物権法・担保物権法の教科書 

１冊にまとまっているものとして、安永正昭『講義物権・担保物権法第２版』

（有斐閣、2014年） 

民法判例百選Ⅰ物権[第８版]有斐閣、2018年。 

履修条件 
民法全体についてのひととおりの基本的な知識と基礎的な法的分析能力を修

得していること。 
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18．民法演習Ⅲ 

 

授業科目名（カナ） 民法演習Ⅲ    （ ミンポウエンシュウサン ） 

担当教員名（カナ） 
宮崎 幹朗    （ ミヤザキ ヨシロウ ） 

多田 利隆    （ タダ トシタカ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 木曜２限 

講義の概要 

 民法総則と家族法分野の、いくつかの重要論点について演習を行う。民法総

則の分野については多田が、家族法の部分については宮崎が進行役を務めるが、 

毎回二人が出席して授業内容の発展・充実に努める。授業では、予習を前提と

した質疑応答を主な内容とする。なお、復習と文書作成能力涵養の意味で、事

後レポートの提出を課題とする（割り当てられた者のみ）。 

到達目標 

 「民法演習Ⅰ」～「民法演習Ⅲ」は、1年次の講義科目を通じて修得した知識

や問題解決能力、議論・表現の能力等を、演習（ゼミナール）形式の授業を通

じてより高度なものへと発展させることを目的としている。1年次の講義科目で

修得するレベルを「基礎」とし、3年次のそれを「総合」すなわち科目横断的で

実践的なものであるとすると、これらの演習科目で修得すべき法的素養は「応

用」として位置づけることができよう。「民法演習Ⅲ」は、その中で、民法総

則と家族法の分野を扱う。 

 この科目を通じて修得してほしい素養については、民法演習Ⅱのシラバスで

述べたところと変わらないので、そちらを読んでほしい。 

各回の授業内容 

１．ガイダンス 

２．権利濫用禁止 

 設例演習  

参考判例 最判平成9年7月1日民集51巻6号2251頁 

      大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁 

３．94条2項の類推適用① 

 判例演習 最判昭和45年9月22日民集24巻10号1424頁 

 参考判例 最判昭和48年6月28日民集27巻6号724頁 

４．94条2項の類推適用② 

 設例演習 

 参考判例 最判平成18年2月23日民集60巻2号2546頁 

      最判平成15年6月13日判時1831号99頁 

      最判昭和43年10月17日民集22巻10号2188頁 

      最判昭和45年6月2日民集24巻6号265頁 

      最判昭和47年11月28日民集26巻9号1715頁 

５．動機の錯誤 
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 判例演習 最判平成元年9月14日家月41巻11号75頁 

 参考判例 東京高判平成3年3月14日判時1387号62頁 

      最判平成14年7月11日判時1805号56頁 

６．無権代理と相続 

 判例演習 最判平成5年1月21日民集47巻1号265頁 

 参考判例 最判昭和40年6月18日民集19巻4号986頁 

７． 表見代理 

 設例演習  

 参考判例 最判昭和45年7月28日民集24巻7号1203頁 

      最判昭和51年6月25日民集30巻6号665頁 

８．賃借権の時効取得 

 判例演習 最判昭和62年6月5日判時1260号7頁 

 参考判例 最判昭和43年10月8日民集22巻10号2145頁 

９． 日常家事債務の連帯責任 

 判例演習 最判昭和44年12月18日民集23巻12号2476頁 

10．有責配偶者からの離婚請求 

 判例演習 最大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁 

11．財産分与と詐害行為取消権 

 判例演習 最判平成12年3月9日民集54巻3号1013頁 

 参考判例 最判昭和58年12月19日民集37巻10号1532頁 

12．親権者の利益相反行為 

 判例演習 最判平成4年12月10日民集46巻9号2727頁 

 参考判例 最判昭和43年10月18日民集22巻10号2172頁 

13． 相続の承認・放棄の熟慮期間の起算点 

 判例演習 最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁 

14．預金債権の相続と分割 

 判例演習 最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁 

 参考判例 最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁 

15． 遺贈と登記 

 判例演習 最判昭和39年3月6日民集18巻3号437頁 

 参考判例 最判昭和46年11月16日民集25巻8号1182頁 

成績評価の方法 

発言や質疑応答の積極性と内容、出席状況、課題（レポート）への取り組み

等を平常点として評価の対象とし、さらに、期末試験（筆記試験）の結果と合

わせて総合的に評価する。 

平常点と期末試験の比重は半々とする。 

発言や質疑応答については、まず積極性に留意して評価する。特に秀逸な発

言、議論をリードした発言についてはプラス評価をするが、間違っているとい

う理由で減点することはない。 

出欠については、全部の回に出席することを前提とし、欠席は１回につき１

点、遅刻は１回につき0.5点減点する。 

期末試験については、総則分野と家族法分野からそれぞれ大問１問ずつ、そ

れぞれ50点満点で出題する。 
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なお、出席が全体の3分の2に達しない場合は期末試験の受験資格を認めない。 

成績評価の基準 

・基礎的概念を理解しているか。・正確な知識や理解が身についているか。 

・問題の論点把握の正確さが身についているか。・判例及び学説を理解してい

るか。・論述の理論的整合性が身についているか。を、評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

総則分野について 

 事前にTKCの教育支援システムで、予習すべきポイントを記した「予習ペーパ

ー」を配信する。設例演習については、予習ペーパーの中に、取り上げる設例

を記載する。自分なりに解答を考えておくこと。判例演習については、該当判

例のコピーを事前に配布する。判例は一審から上告審までしっかり読んでおく

こと。なお、演習がその場かぎりのものにならないように、基本書やノートの

内容とのつながりに留意して知識の整理・充実に努めるとともに、授業で取り

上げた判例・設例と類似の事例や問題等を探したり自分で考えたりして、問題

解決能力のレベルアップにも努めること。演習の授業を、上手に利用して自学

自習の中に取り組んでくれることを期待している。 

 

家族法分野について 

 予習ペーパーを事前に配布するので、それに沿って事前の学習を進めてくだ

さい。該当判例および参考判例について、事前に読んで、事実関係、第一審か

ら上告審までの裁判所の判断の変化をきちんと把握しておくようにしてくださ

い。また、授業がその場かぎりのものにならないように、教科書等でポイント

となる点をあらかじめ確認しておき、授業後に自分なりに論点を整理し、まと

めておくように心がけてください。 

教科書・参考文献  教科書等は特に指定しない。（「準備学習等についての具体的指示」参照）。 

履修条件 
 民法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴを履修済みか、並行して履修しており、基本的な知

識と基礎的な法的思考能力を備えていること。 
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19．商法演習 

 

授業科目名（カナ） 商法演習     （ ショウホウエンシュウ ）  

担当教員名（カナ） 横尾 亘     （ ヨコオ ワタル ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 月曜４限 

講義の概要 

商法演習で勉強する範囲は主として会社法分野全般となる（必要な限りで商

法総則・手形法なども含まれる）。テキストにある各クエスチョンに対する解

答を準備して答えてもらう形で講義を進める。それらを踏まえて自分なりの答

案を作成してもらえれば、商法ＯＨの時間または個別に時間をとってコメント

したい。 

到達目標 

１年次の「商法１」等で得た基礎知識を総動員して、具体的かつ複雑な事例

問題を解決する作業を通じて、実務家に要求される真の応用能力ないし考える

力を養成することが主目的である。その過程において、法も不完全であること

を理解させ、また、会社法における正義とは何か、合理主義と正義との関係と

を考える緒口を与えたい。さらに、自己の意見を他人に伝える能力、他人の意

見を尊重して理解する能力、自己の意見を反対意見と調整する能力、および反

対意見を説得する能力を養成することが、副次的な目的である。 

各回の授業内容 

下記テキストの第１部「紛争解決編」の設例順に概ね進行する予定である。 

１．株式の譲渡（１－１、１－２） 

２．株式の譲渡、株主総会決議の瑕疵等（１－３、２－１、２－２、２－３） 

３．株主総会決議の瑕疵等（２－２、２－３） 

４．代表行為と取引の安全（３－１、３－２） 

５．代表行為と取引の安全、競業取引・利益相反取引（３－３、４－１） 

６．競業取引・利益相反取引（４－２、４－３、４－４） 

７．取締役の会社に対する責任（６－１、６－２） 

８．取締役の会社に対する責任（６－３、６－４、６－５） 

９．取締役の第三者に対する責任（７－１、７－２） 

10．取締役の第三者に対する責任（７－３、７－４） 

11．違法な募集株式の発行（８－１、８－２） 

12．違法な募集株式の発行、設立（８－３、９－１） 

13．設立（９－２、９－３、９－４） 

14．株主代表訴訟、取締役の報酬（10－１、５－１） 

15．取締役の報酬（５－２、５－３、５－４） 

成績評価の方法 

平常点（15点）と期末試験（85点）の合計で評価する。欠席は1回につき平常

点から1点、遅刻は1回につき平常店から0.5点減点する。その他、予習をしてい

ないことが明らかな場合、および授業中の応答・発言の内容、および授業に取
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り組む姿勢・態度・熱意が減点に値する場合はその程度に応じて減点する。逆

に、優れた意見を述べた場合等は加点することがある。なお、再試験について

は行わない。 

成績評価の基準 

①会社法分野において重要な論点を把握し理解しているかどうか、②事例問

題を読み、そこに含まれる会社法上の問題点を指摘できるかどうか、が基準と

なる。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

全員が、次回の下記のテキストの事例問題を精読し、１年次のレジュメ、基

本書、テキストに掲載された参考書、および関係判例に目を通して、自分なり

の解答を用意してくることが、本演習参加の最低条件である。報告者は特に指

定せず、毎回の授業で参加者全員にまんべんなく質問する。授業では、時間の

制約から問題の一部を省略せざるを得ないが、学生諸君は、全部について予習

することを期待している。 

教科書・参考文献 

前田雅弘ほか『会社法事例演習教材[第３版]』（2016年、有斐閣、3000円＋

税）を使用する。参考文献はテキスト掲載のもの、および、各種コンメンター

ル（商事法務、中央経済社、日本評論社）が参考になる。 

履修条件 「商法」（1年次）の単位を修得していることを原則とする。 
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20．民事手続法演習 

 

授業科目名（カナ） 民事手続法演習   （ ミンジテツヅキホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 濵﨑 録     （ ハマサキ フミ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 金曜２限  

講義の概要 

本演習では、民事手続法の講義によって得た民事訴訟と民訴法についての基

本的な理解を踏まえた上で、民訴理論上の諸問題についての理解をさらに確か

なものとするために、諸問題のうち重要な論点に関する判例をもとに検討と議

論を行う。この内容は、本学が重視する法曹に必要な4つの要素のうち(2)の能

力を涵養することに役立つ。 

本演習では、毎回テーマと関連する判例を複数検討・討論することを通して、

基本概念を多角的に理解することを目指す。これによって、民事訴訟の基本概

念が具体的にどのような問題として発現するかを理解することができるとと

もに、異なる立場や見解があり得ることを認識して視野を広げ、その内容を素

早く正確に理解し、これに対する的確な反論を用意するなど、問題発見、分析

能力を養うことができる。これは、本学が重視する法曹に必要な4つの要素の

（3）の能力を涵養することに通じる。 

 演習の進め方は、各回のテーマごとにあらかじめ複数の判例について受講者

にその判例の概要や意義等を簡単に説明してもらい、その後、あらかじめ示し

ておいた事例問題や質問事項について教員と受講者間で質疑応答、議論を行

う。受講者は各自で①該当判例について、事案の概要、判旨、各判例の意義と

判例相互の関係を検討してくること、②あらかじめ示された質問事項に解答を

用意してくることが求められる。 

到達目標 
判例演習により民訴法の重要問題について概念および判例の理解の定着を

図る。また、自らの見解を説得的に展開できるようになることを目標とする。 

各回の授業内容 

第1回 条件付法律関係と将来の権利関係の確認＋債務不存在確認の訴え 

最判平11・1・21民集53-1-1〔百選27〕／東京地判平19・3・26判時1965 

-3〔百選28〕／最判平16・3・25民集58-3-753〔百選29〕 

第2回 相続・遺言と確認の訴え 

最判昭47・2・15民集26-1-30〔百選23〕／最判昭61・3・13民集40-2-38 

9〔百選24〕／最判平12・2・24民集54-2-523〔百選25〕／最判平11・6・ 

11判時1685-36〔百選26〕 

第3回 将来給付の訴えと将来の損害賠償請求  

最判昭56・12・16民集35-10-1369〔百選22〕／最判平24・12・21判時21 

75-20 
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第4回 権利能力なき社団の当事者能力、当事者適格 

最判昭42・10・19民集21-10-19〔百選8〕／最判平6・5・31民集48-4-10 

65〔百選11〕／最判平26・2・27民集68-2-192〔百選10〕 

第5回 一部請求と相殺の抗弁 

最判平10・6・12民集52-4-1147〔百選80〕／最判昭32・6・7民集11-6-9 

48〔百選81〕／最判昭48・4・5民集27-3-419〔百選74〕／最判平6・11・ 

22〔百選113〕 

第6回 重複訴訟 

大阪高判昭62・7・16判時1258号130頁〔百選37〕／最判平3・12・17民 

集45-9-1435〔百選38①〕／最判平10・6・30民集52-4-1225〔百選38②〕 

／最判平18・4・14民集60-4-1497〔百選Ａ11〕／最判平16・3・25民集5 

8-3-753〔百選29〕 

第7回 弁論主義その１ 

最判昭55・2・7民集34-2⁻123〔百選46〕／最判昭33・7・8民集12-11-17 

40〔百選47〕／最判昭36・4・27民集15-4-901〔百選48〕／大判大5・12・ 

23民録22-2480〔百選49〕／最判昭41・4・12民集20-4-548〔百選Ａ16〕 

／最判昭43・12・24民集22-13-3454〔百選Ａ17〕 

第8回 弁論主義その２ 

最判平9・7・17判時1614-72〔百選50〕／最判昭27・11・27民集6⁻10-10 

62〔百選51〕／最判昭45・6・11民集24-6⁻516〔百選52〕／最判昭39・6・ 

26民集18-5-954〔百選53事件〕／最判昭41・9・22民集20-7-1392〔百選 

54〕／最判昭30・7・5民集9⁻9⁻985〔百選55事件〕／大判大4・9・29民 

録21-1520〔百選56〕 

第9回 既判力とその周辺法理 

最判昭42・7・18民集21-6⁻1559〔百選82〕／最判昭61・7・17民集40-5- 

941〔百選83〕／最判昭44・6・24判時569-48〔百選84〕／最判昭51・9・ 

30民集30-8-799〔百選79〕／最判昭49・4・26民集28-3-503〔百選85〕 

／最判平9・3・14判時1600-89〔百選Ａ27〕 

第10回 控訴の利益 

最判昭31・4・3民集10-4-297〔百選110〕／名古屋高金沢支判平元・1・ 

30判時1308-125〔百選Ａ37〕／最判昭32・12・13民集11-13-2143〔百選 

Ａ38〕 

第11回 不利益変更禁止の原則 

最判昭61・9・4判時1215-47〔百選112〕／最判平6・11・22民集48-7-13 

55〔百選113〕／最判昭32・2・28民集11-2⁻374〔百選33〕 

 

第12回 独立当事者参加 

最判平6・9・27判時1513-111〔百選105〕／仙台高判昭55・5・30判タ41 

9-112〔百選107〕／最判昭48・7・20民集27⁻7⁻863〔百選106〕／最判昭 

48・4・24民集27⁻3-596〔百選108〕 
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第13回 固有必要的共同訴訟の成否 

最判平15・7・11民集57-7-787〔百選98〕／最判昭和43・3・15民集22-3 

-607〔百選99〕／最判平元・3・28民集43-3-167〔百選100〕／最判昭和 

41・11・25民集20-9-1921 ／ 最判平20・7・17民集62-7-1994〔百選97〕 

／最判平成11・11・9民集53-8-1421〔百選未掲載〕 

第14回 訴訟承継 

最大判昭45・7・15民集24-7-804〔百選Ａ35〕／東京高決昭54・9・28（下 

民集30⁻9⁼12-443〔百選Ａ36〕／最判昭41・3・22民集20-3-484〔百選10 

9〕 

予備試験平成26年民事訴訟法の問題も題材とする 

第15回 補助参加と訴訟告知 

東京高決平20・4・30判時2005-16〔百選102〕／名古屋高決昭43・9・30 

高民21-4-460〔百選未掲載〕／最判昭45・10・22民集24-11-1583〔百選 

103〕／最判平14・1・22判時1776-67〔百選104〕／仙台高判昭55・1・2 

8高民33-1-1〔百選未掲載〕／最判昭51・3・30判時814-112〔百選Ａ32〕 

成績評価の方法 

平常点（3割）と期末試験（7割）により評価する。平常点は、質問に対する

応答および議論への参加度によって評価する。なお、授業への出席が3分の2を

下回った場合、期末試験の受験資格を失う(欠席は１回ごとに平常点から3点減

じる)。 

成績評価の基準 

成績評価の基準は、各回の該当判例が民事訴訟のどのような原則や概念との

関連において問題となっているのかを理解できているか、当該問題についての

対立する見解の背景にある根拠が理解できているか、自らの導き出した結論を

論理的に述べることができているかを中心とする。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

受講者は、各判例の内容を理解して議論に臨むこと。また、テーマに関する

議論状況や判例の意義をまとめておくことは本演習のみならず司法試験の準

備としても効果的であるのでぜひ行うこと。予習・復習にあたっては、高橋宏

志『重点講義民事訴訟法（上・下第2版補訂版）』を読むことも大変効果的で

ある。 

教科書・参考文献 

特に教科書は指定しないが、長谷部由紀子ほか編「基礎演習民事訴訟法（第

3班）」（光文堂、2018年）、勅使河原和彦『読解民事訴訟法』（有斐閣、201

5年）などが有効である。 

履修条件 民事手続法を履修していること。 
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21．民事法総合演習Ⅰ 

 

授業科目名（カナ） 民事法総合演習Ⅰ （ ミンジホウソウゴウエンシュウイチ ） 

担当教員名（カナ） 

和田 安夫（ ワダ ヤスオ ）／長倉 忍（ ナガクラ シノブ ） 

／横尾 亘（ ヨコオ ワタル ）／吉田 知弘（ ヨシダ トモヒロ ） 

／濵﨑 録（ ハマサキ フミ ）  

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 水曜３限 

講義の概要 

３年次前期までに修得した、民法・商法・民事特別法等（特に民法）の民事

法関係の実体法と、これを実現する手段としての民事訴訟法・民事執行法・民

事保全法・人事訴訟法・家事事件手続法等（特に民事訴訟法）の手続法とが、

有機的に関連し合って、法曹実務における具体的紛争解決や権利実現に寄与し

ていることを再認識し、これらの諸法を適用し使いこなして具体的紛争を解決

するという、法律家としての能力練成の総仕上げを行う。 

とくに、上記の具体的紛争解決等に際し、訴訟物を的確に把握すること、お

よび同訴訟物を要件事実により事案を整理することが必要不可欠（大前提）で

あることを理解し、これを意識的に訓練することを行う。 

到達目標 

事例問題について即日起案を行い、あるいは演習の中で議論を行う。①具体

的な問題に対して、法的に意味のある事実を正確に把握し、これに対して有用

な法律を適用すること、②適用に当たっては、説得的な解釈、経験則に乗っ取

ったあてはめを行うこと、以上の２つを（時間と資料の）物理的制約の中でで

きるようになることが本講義の大きな目標である。 

本授業への積極的かつ真摯な参加により、妥当な結論を導く能力、バランス

感覚、答案作成にあたっての時間配分などについても身に付けることができる

ものと考えている。 

本授業に真摯に取り組むことにより、本学が「養成する人材」として重視し

ている４つの要素が、実際に具体的に涵養され発揮されるものである。 

各回の授業内容 

授業は前半（①4月3日～⑧6月5日）と後半（⑨6月12日～⑮7月24日）に分か

れる。前半は、比較的近時の判例や現実に実務家教員等が体験した事件等を基

礎として作成したオリジナルの事例問題等につきあらかじめ答案を作成した

上で、問答方式・ディスカッション方式により講義を進めていく。その際、研

究者教員と実務家教員とが一組になって毎回両者が問題作成や授業等に臨み、

具体的な設例をめぐって、実務的な観点と学問的な観点との双方からのアプロ

ーチを試みる。 

上記実体法及び手続法双方について、要件事実論をも活用しながら、当該設

例を素材にして、事実の分析と抽出能力、法的構成から結論へと至る思考力、
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及びこれらの思考過程を文章として表現する力、さらにはこの結論を実現する

ための訴訟等の法的手続、及び交渉等の訴訟外での手段についてまで、すべて

の点の研鑽を図り、目前に提示された具体的紛争について、法律を駆使して妥

当な解決を導き得るための総合的な能力獲得のための訓練を行う。 

 

前半（①4月3日～⑧6月5日）は、具体的には以下のような方法を取る。 

Ⅰ．授業に先立って、又は授業の最初に、上記講義目的に適合した具体的事例

から成る教材や問題文等を予め配布し、各自それに対して答案作成を時間内

に行い、提出する。教員側は、これについての具体的な解説解答等を準備し、

その後の授業において解説や発問・解答などを行う。提出された答案は、希

望により添削を行って返却し（同添削作業には、本授業のＴＡである岡田美

紀弁護士も関与する）、良くできたものがあれば、同意を得た上で「参考答

案」としてコピーして一同に配布することもある。同添削終了後、例えば多

くの学生が間違えた点など注意を喚起したいことがあれば、それらを記載し

たものを配布する。 

Ⅱ．事案及び教材の内容により、例えば以下のような授業方法を適宜組み合わ

せて行う。 

（1） 授業の場で事例形式の問題文を配付して、これについての回答を時間

内に考え、その後、これについて適宜教員が解説や問答・ディスカッショ

ン形式による演習を行う方法 

（2） 検討課題や事例問題等を予め出題し、これについて学生各自が解答準

備や答案作成の上、授業（解説解答や演習を行う）に臨む方法  

（3） ある学生が、口頭であるいは答案等の中で提起した具体的意見につい

て、これを授業中で取り上げ、他の学生や教員からの意見発表、そのサ

ポートあるいは反論、再反論・・・といった意見交換を行い、全員で討

議をするという方法 

（4） その他、上記事例において提起された諸問題について、教員からの意

見発表や解説や講評、場合によっては教員間でのディスカッション等を

行う。 

Ⅲ 「具体的紛争についての総合的な解決能力を獲得すること」が目的である

ので、ひとつの事例問題について必ずしも１回の授業で終了することにこだ

わらず、場合によっては２回以上に亘って討議や検討を行うこともある。 

  

前半は、具体的には以下のような内容で行う。ただし、事例問題を検討して

もらう主たる目的として、初見の事例へのアプローチを学ぶということがある

ため、出題範囲の詳細についてはあえて事前に示さないものとし、また、分野

の変更もありうることを了解願いたい。 

①4月3日 民法（総則、物権法）から事例問題を出題、事前に答案を提出して

もらい、議論、解説等を行う（以下、分野以外は同じ）。 

②4月10日 民事手続法（民事実体法含む）から事例問題を出題 



76 

 

③4月17日 民法（総則、物権法）から事例問題を出題 

④4月24日 民事手続法（民事実体法含む）から事例問題を出題 

⑤5月8日  民法（債権法）から事例問題を出題 

〔5月15日・創立記念日のため休講〕 

⑥5月22日 民事手続法（民事実体法含む）から事例問題を出題 

⑦5月29日 民法（債権、親族相続法）から事例問題を出題 

⑧6月5日  中間試験（民法、民事手続法）及び解説 

 

 後半（⑨6月12日～⑮7月24日）は、商法・会社法と民事訴訟法の双方にまた

がる比較的複雑な法律問題の事例を題材とする。受講生は指定された実際の事

件や設例を多角的に分析し、的確に論点を抽出したうえで、これに対する自分

の意見を述べ、互いに議論をする。 

 

後半は、具体的には以下のような内容で行う。 

⑨6月12日 株主総会の瑕疵をめぐる問題（『ロースクール演習講座②民事法

Ⅱ』第７問〔事前に配布予定〕） 

⑩6月19日 共有株式の提訴権者、株式の相続と訴訟の承継（演習講座第８問

〔事前に配布予定〕） 

⑪6月26日 本年度司法試験問題（商法）を教材として使用する予定である。 

⑫7月3日  法人格否認の法理 

⑬7月10日 類似必要的共同訴訟と上訴(『基礎演習民事訴訟法〔第3版〕』 

240頁以下〔事前に配布予定〕) 

⑭7月17日 平成20年司法試験民事系第2問を題材とする 

⑮7月24日 平成23年司法試験民事系第3問を題材とする。 

成績評価の方法 

前半（50点）と後半（50点）による。 

前半の内容は、中間試験（50点）で評価する。後半の内容は、平常点（10

点）、期末試験（40点）の比重で評価する。各試験において、実体法と手続法

の問題を出す。その比重は1：1とする。 

本授業においては、いわゆる出席点をつけるものではないが、積極的に授業

に参加できていることが、プラスに評価されること、反対に、出席状況が悪い

場合、マイナスに作用することがある。 

本授業への出席が3分の2に満たない場合は、上記各試験の受験資格を失う。

また、前述のような授業目的の性質上、再試験は行わない。 

成績評価の基準 

 前半の中間試験は、具体的な事例における事実関係を正確に把握し、問いを

踏まえ、これに答えるために必要となる法的構成、法律要件を的確に示し、必

要に応じて解釈を行い、事実については適宜、経験則も使いあてはめを行い、

結論を導くことができているかどうかを基準として評価する。 

後半の期末試験は、複雑な事例に含まれる会社法上、民事訴訟法上の問題点

を適切に把握し、自分なりの立場から論ずることのできる力があるかどうかが

成績評価の基準となる。平常点は、質疑応答の発言内容を評価基準とする。 
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準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

必要に応じ、授業前または授業中に、適宜指示する。 

一般論として、当該具体的事案の適正な法的解決を図ること（法律構成の適

正さ）、事案全体から読み取れる要件事実とそれ以外の事実は何か（要件事実

の分類及び事実認定関係）、それら事実に適用するために具体的に必要な諸法

及び法律構成はどのようなものか、各要件事実の立証責任は誰にあるか、これ

らの諸観点につきひとつだけではなく複数の異なる構成が考えられないか、最

終的な結論は社会的に妥当なものであるか、等を常に念頭において（それがす

なわち原告、被告、裁判官、といった複眼的視野の育成に直結する）授業に臨

んでほしい。 

 前半の授業では、あらかじめ出題される事例問題を解いて答案を提出しても

らい、かつ、同問題の議論、解説講義までに検討してきてもらうことが認めら

れる。 

後半の授業では、事前に設例・事例をよく読み、教員側からの質問に対して

自分なりの解答が口頭でできるよう準備しておくことが求められる。事後学習

としては自分で答案を実際に作成してみることが有益である。 

教科書・参考文献 

 前半の講義では、特に指定しないが、各自がこれまで学習してきた民法およ

び民事手続法に関する基本書をしっかり復習しておくとよい。 

後半の授業では、飯村佳夫ほか編『ロースクール演習講座②民事法Ⅱ―商

法・民法・民事訴訟法―』（民事法研究会、2008年）、『基礎演習民事訴訟法（第

3版）』（弘文堂、2018年）を利用する回があるが、題材として使用する回には、

これらのコピーをあらかじめ配布する。 

履修条件 

１年次、２年次で学習した民事実体法及び手続法、そして要件事実論につい

ての知識が身に付いていることが、総合的に必要である。 

また、民法演習、商法演習、民事手続法、民事手続法演習を履修済みである

こと。 
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22．民事法総合演習Ⅱ 

 

授業科目名（カナ） 民事法総合演習Ⅱ   （ ミンジホウソウゴウエンシュウニ ） 

担当教員名（カナ） 

和田 安夫（ ワダ ヤスオ ）／長倉 忍（ ナガクラ シノブ ） 

／横尾 亘（ ヨコオ ワタル ）／吉田 知弘（ ヨシダ トモヒロ ） 

／濵﨑 録（ ハマサキ フミ ）  

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間（後期） 後期 水曜３限 

講義の概要 

本授業は、前半（①9月25日～⑧11月20日）と後半（⑨11月27日～⑮1月22

日）に分かれる。前半は、商法・会社法と民事手続法の双方にまたがる比較的

複雑な法律問題がある事例を、受講生ができるだけ多角的に実際の事件や設例

を分析し、的確に論点を摘出した上で、これに対する自分の意見を述べ、互い

に議論をする。 

 後半は、民法と民事手続法についての（法的論点が）高度かつ（事案として）

複雑な問題検討を通じて、事実を読み取る力や法的な思考力をさらに高めるこ

とを狙いとしている。 

到達目標 

上記のような議論を通じて、いろいろなものの見方・考え方があり得ること

を学ぶとともに、それを通して自己の見解をより整合性があり説得力を有する

ものへと高めていく力を涵養することを目指すものである。 

各回の授業内容 

【授業の方法】 

１ 前半について 

授業の前半（①9月25日～⑧11月20日）は、下記「各回の授業内容」欄に記

載した予定に従い、受講生全員が各回の該当範囲について十分な予習をし

てきた上で、活発な議論を展開する。また、題材とする判例や関連する事

案を読んで書面を作成することにより、問題点の理解を深めると共に、法

律実務家として文書作成能力の向上も目指す。 

なお、第8回（11月20日）は中間試験である。 

 

２ 後半について 

後半の授業は、民事法総合演習Ⅰと同じく、民法および民事手続法の全 

分野についてあらかじめ出題される事例問題を解き、答案を提出してもら

った上で、授業の中でこれについて議論、解説を行う。答案の添削につい

ても、民事法総合演習Ⅰ同様、実務家である岡田美紀弁護士に手伝っても

らう予定としている。 
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【各回の内容】 

① 9月25日 株主権の濫用（飯村佳夫ほか編『ロースクール演習講座②民事

法Ⅱ―商法・民法・民事訴訟法―』第10問） 

② 10月2日 募集新株予約権の発行と差止め（後掲『事例会社法』・事例14） 

③ 10月9日 吸収合併と差止め（事例会社法・事例５） 

〔10月16日は月曜授業日〕 

④ 10月23日 全部取得条項付種類株式（事例会社法・事例22） 

⑤ 10月30日 平成30年司法試験民事系第3問を題材とする 

⑥ 11月6 日 平成24年司法試験民事系第3問を題材とする 

⑦ 11月13日 平成23年予備試験〔民事訴訟法〕と平成25年予備試験〔民事訴

訟法〕を題材とする。 

⑧11月20日は中間試験（前半の試験）と解説を実施する予定である。（以上前

半） 

⑨11月27日 民法（総則、物権法）から事例問題出題、問題解説 

（以下、科目以外は同じ） 

⑩12月4 日 民事手続法（民事実体法含む） 

⑪12月11日 民法（債権法） 

⑫12月18日 民事手続法（民事実体法含む） 

⑬ 1月 8日 民法（債権法） 

⑭ 1月15日 民亊手続法（民事実体法含む） 

⑮ 1月22日 民法（債権法、親族相続） 

成績評価の方法 

前半（50点）、後半（50点）によって評価する。 

前半は、平常点（10点）、中間試験（40点）の比重で評価する。後半は、期末

試験（50点）とする。なお、出席が3分の2に満たない場合は、上記各試験の受

験資格を失う。また、前述のような授業目的の性質上、再試験は行わない。 

成績評価の基準 

前半の中間試験は、複雑な事例に含まれる会社法上、民事訴訟法上の問題点

を適切に把握し、自分なりの立場から論ずることのできる力があるかどうかが

成績評価の基準となる。平常点は、質疑応答の発言内容を評価基準とする。 

後半は、事案を正確に読み取り、これについて考えうる法的構成を示した上

で、あてはめることができていれば、出題者が想定した解答でなくとも相応の

評価が与えられる。反対に、たとえ結論としては妥当であったとしても、事案

の読取が不正確であり、あるいは法的思考がされていないなどの答案は、評価

が低くなることを肝に銘じておかれたい。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

前半は、事前に設例・事例をよく読み、教員側からの質問に対して自分なり

の解答が口頭でできるよう準備しておくことが求められる。事後学習としては

自分で答案を実際に作成してみることが有益である。また、受講者は、指定さ

れている問題について書面を作成したうえで、あらかじめ判例が指定されてい

る場合には、その事実関係、判旨および当該判例の意義を確認しておくことが

求められる。事後学習では、講義中の討論を踏まえて、事前に作成した書面に

ついて、再度作成しなおすことが有益である。 
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教科書・参考文献 

教科書：授業の前半では、商法分野で利用する飯村佳夫ほか編『ロースクール

演習講座②民事法Ⅱ―商法・民法・民事訴訟法―』（民事法研究会、2008年）、

および、伊藤靖史ほか『事例で考える会社法（第2版）』（有斐閣、2015年）の

ほか、教科書は特に指定しない。 

民事手続法および民事手続法演習で用いた各自の基本書を使用する。そのほか

の文献については、各テーマに沿って、授業中に紹介する。 

民事法総合演習Ⅰと同じく特に指定はしないが、これまで学習するにあたって

使用してきた基本書を今一度丁寧に読み込んでおいてもらいたい。 

履修条件 民法演習、商法演習、民事手続法、民事手続法演習を履修済みであること。 
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23．民事法事例演習 

 

授業科目名（カナ） 民事法事例演習    （ ミンジホウジレイエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 
和田 安夫    （ ワダ ヤスオ ）  
西郷 雅彦    （ サイゴウ マサヒコ ） 
多田 利隆    （ タダ トシタカ ） 

配当年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜４限 

講義の概要 

『民法総合・事例演習』第2版の第Ⅱ部と第Ⅲ部の中からテーマを選んで、

当該問題について設定されているQuestionsに対する解答を考えていく。場合

によっては、その前に書かれているKeypointsの検討も行う。 

到達目標 
 民事法の設例をみて、法的に何が問題であるかを判定し、問題に対する解答

を書けるようになること。 

各回の授業内容 
初回にどのテーマを取り上げるかを確定する。各テーマは事例形式になって

いるので、事例を見て法的判定をするという作業を繰り返すことになる。 

成績評価の方法 
 少なくとも1つのテーマについてレポートを提出すること。そのレポートの

評価及び各回の授業における発言内容を評価する。筆記試験は行わない。 

成績評価の基準 

以下の項目を重視して評価する。 

・体系的に理解をしているか。 

・基礎的概念を理解しているか。 

・正確な知識や理解が身に付いているか。 

・問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

・判例及び学説を理解しているか。 

・論述の論理的整合性が身に付いているか。 

・具体的事例への適応能力はあるか。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

教科書の内容は、改正民法に即したものではない。改正法ではどうなるかを

考えながら準備などをすること。 

教科書・参考文献 
教科書：松岡久和・潮見佳男・山本敬三 共著『民法総合・事例演習』第2版 

2009年3月 有斐閣 

履修条件 特になし 

 

 



82 

 

 

24．刑法Ⅰ(総論) 

 

授業科目名（カナ） 刑法Ⅰ(総論)  （ ケイホウイチ(ソウロン) ） 

担当教員名（カナ） 梅﨑 進哉   （ ウメザキ シンヤ ） 

履修年次 １年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜３限 

講義の概要 

 刑法総論とは、「窃盗」「放火」「公務執行妨害」等々の個別犯罪の成立要

件を論じる刑法各論と異なり、犯罪一般の成立要件を検討する学である。現在

の刑法学は「犯罪とは、構成要件に該当する、違法、有責な行為である」とい

う回答を用意しているが、要するに、およそ人の営みが犯罪と処罰されるため

にはどのような一般的条件が必要かを追及する学問なのである。 

 近年、機能主義刑法学の立場を中心に総論軽視・各論重視の風潮が広まって

いる。しかしながら、刑法総論とは、上記のとおり、「犯罪とは何か」という

主題に学問的にアプローチする営為であり、あらゆる個別犯罪の条文解釈（各

論）を導く指針であると同時に、国家刑罰権の限界を追究する学問領域でもあ

る。その意味で、総論は、依然として刑法学全体の礎石であり、実務家養成を

指向する法科大学院においても、安易な簡素化が許されるはずがない。もとよ

り２単位という時間制限の中でその詳細な内容を、網羅的に講義し尽くすこと

は不可能であり、内容は必然的に、総論全体にわたる理論的対立の骨格や各場

面における異なった観点の絡まり具合を理解させたうえで判例の状況を分析

し、自らによる学習・記憶の基礎を形成するための講義となる。 

到達目標 

 一 一年次講義科目である刑法Ⅰ、刑法Ⅱの最大の目標は、刑法についての

理論知識の体系的取得（実践の前提としての道具の修得）にある。以下、本学

の教育理念の根幹をなす「養成する人材」との関連を示しておく。 

 二 養成する人材１「他人の痛みを共有できる豊かな人間性とコミュニケー

ション能力を持ち，法の専門家として，高い倫理観・正義感を基礎にしてその

知識と技能を人々のために役立てようとする強い意欲を持っていること。」 

 一見、法的知識以前の基礎的能力に見えるが、決してそうではなく、法曹教

育によって、より広い視野に立った高次元の能力に発展・深化していくはずの

ものである。入学時に学生諸君がそれぞれの立場や経験によって身につけてい

る素朴な正義感を、「異なった立場への理解」や「手続を通じた正義の実現」

といった正義の多様な側面への理解を深めて、法の専門家としての「高い」正

義感に高めていく必要がある。その中で、一年次講義科目としての「刑法」の

役割は、入学時の素朴な直観的正義を出発点とし、多様な立場での正義追及の

試み（学説・判例）を学習・理解し、「国家刑罰権による正義実現」という制
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約の下で求められるべき実体的正義のあり方を考える場となる。なお、コミュ

ニケーション能力の発展については、基本的に講義科目なので、副次的なもの

とならざるを得ないが、時間の許す限りで対話式方法をも採り入れたいとは考

えている。 

 三 養成する人材２「社会に生起するさまざまな法律問題について，正義の

理念と社会通念を踏まえた的確な事案の把握および事実の認定を行い，正確な

法律知識に裏打ちされた法的判断（法的分析と推論）を加えて，人々が真に納

得できる結論を導き出す能力を備えていること。」 

 養成する人材３「前項の判断を基礎として，これを表現するための質の高い

文書作成および議論や説得ができる能力を涵養し，利害関係人その他の市民か

ら確かな信頼を得られる適切な紛争解決をはかる能力を備えていること。」 

 これらは、(2)専門的知識と判断力（①法律知識、②認定能力・判断分析能

力、③結論導出能力）を身につけ、更にその上にたって、(3)専門的実践能力

（①文章作成・議論説得能力、②紛争処理能力）を修得し、適切に処理する能

力（「適切」さの要素には、迅速性も含まれる）を期しているが、これらの能

力の発展的修得にとって、一年次講義科目としての「刑法」の位置づけは、(2)

の点に主眼がある。即ち、確立された理論知識の受動的修得（理解・記憶）と、

先人のなした実践的判断（判例）の受動的修得（理解・記憶）に力点を置き、

二年次以降の具体的事例を用いた実践訓練の道具を修得することを主たる狙

いとする。なお、文章作成能力については、正規の講義科目としては、定期試

験で論述問題を出題し・添削返却するほかは、二年次の刑事法演習以降の主た

るテーマとなるが、一年次段階からＯＨ等を積極的に利用して自学自修による

自主的修得を心がけてほしい。 

 四 養成する人材４「社会の変化に伴って生じてくる新しい法律問題に対し

て，柔軟に対応できるだけの応用力や創造力を備えていること，特に今後重要

性を増すと思われる国際的な法律問題に対処できる基礎的素養を備えている

こと。」 

 これは、発展的能力（①応用・創造力、②国際性）とも呼ぶべきもので、本

学における法曹教育の最終目標である。一年次講義科目としての刑法の段階で

はまだまだ遠い目標であるが、受講生諸君は、最終到達目標としてしっかり意

識しておいてほしい。 

各回の授業内容 

刑法総論の講義において修得すべき内容・自学自習にて修得すべき内容につ

いて詳細は、教育支援システム掲載の各回レジュメに網羅し、講義中に口頭で

も説明する。以下では、各回の項目のみ列挙しておく。 

１．刑法の基本原理１ 

侵害原理・謙抑原理・責任原理 

２．刑法の基本原理２ 

罪刑法定原理（事後法の禁止・刑法の解釈・刑法の明確性） 

罪刑均衡原理 

３．犯罪論の体系 

「行為・構成要件・違法・責任」の犯罪論体系とその意義 

４．犯罪論１（結果による犯罪の分類） 

実害犯・危険犯・形式犯 
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５．犯罪論２（未遂論） 

実行の着手・中止犯・不能犯 

６．犯罪論３（因果関係論） 

条件説・相当説・客観的帰属論・原因説 

７．犯罪論４（不作為犯論） 

真正不作為犯と不真正不作為犯 

８．犯罪論５（違法論総説） 

形式的違法と実質的違法、行為反価値と結果反価値 

９．犯罪論６（違法阻却事由） 

法令行為・正当業務行為、正当防衛、緊急避難、超法規的違法阻却 

10．犯罪論７（責任論総説） 

主観的責任・客観的責任、責任原理の意義 

11．犯罪論８（責任阻却事由） 

責任能力、原因において自由な行為、期待可能性 

12．犯罪論９（故意） 

故意の内容、錯誤 

13．犯罪論10（過失） 

新旧過失論争、予見可能性、結果回避義務 

14．犯罪論11（共犯論1） 

共犯の基本原理・共同正犯 

15．犯罪論12（共犯論2） 

教唆犯・幇助犯、共犯の諸問題 

成績評価の方法 

１ 成績は定期試験にて判定する。 

２ 出席率が６割に満たない学生については定期試験の受験資格を認めない。 

３ 再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

１ 刑法総論の全体像、個別テーマについての学説・判例の知識がどの程度身

についているか。 

２ 犯罪の成否の検討を内容とした文章の基本的な書き方が修得できている

か。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

受講生は、講義開始前に、予め最低一回は教科書を通読しておくこと。初め

て読むときにわからない箇所が多々あるのは当然であり、少しも悩む必要はな

い。とにかく、途中でめげずに最後まで読み通すことが肝要である。通読する

回数を重ねるごとに新たな発見や理解がある、体系書とはそのようなものであ

る。また、各回の講義にあたっては、当然のことながら、講義範囲を予習し、

講義レジュメをベースとして自分なりのノートを作っておくこと。自らノート

を作る作業を怠り、市販のサブノートなどに頼っても、活きた知識は身につか

ない。講義終了後は、直ちに、各学説の名称や対立構造について「理解」した

ものを「記憶」に変えておくこと。教員は諸君の理解を助けることはできるが、

諸君の代わりに記憶できる者はいないことを肝に銘じてほしい。 
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教科書・参考文献 

刑法の必携書としては、通読するための教科書と、択一の難問の解答や、実

務家になった後もちょっとややこしい問題に出くわした時の処理を自分で見

つけだせるように、かなり詳しい大きめの本の二種類を持っているのが望まし

い。前者を教科書、後者を参考書として紹介する。ただし、「教科書」はどち

らかと言えば未修者が初めて読んで全体を理解することを想定して選んでい

るので、ある程度刑法については理解していると自負する諸君は、むしろ、後

記の「参考書」の中から自分にあったものを選ぶ方がいいかもしれない。  

 １ 教科書：①大谷實『刑法総論』（成文堂）あるいは②山口厚『刑法』（有

斐閣）いずれもボリュームがやや薄めの本だが、入門用としては好適と言える。

前者は総論と各論が別冊になっているが、後者は総論各論を併せて一冊になっ

ている。それぞれ現在の行為無価値論と結果無価値論の代表的な教科書といえ

る。なお、授業は、講義レジュメに即して進めるので、この本を用意しなけれ

ば困るということではない。既に愛用の教科書を持っている方は、それで結構

だが、刑法は、最近、改正の動きが急なので、少なくとも各論に関しては、な

るべく新しいものをお勧めする。 

 ２ 参考書：司試受験・実務を通じて頼りになる参考書としては、やはり定

評のあるものがいいだろう。次の五冊のどれかを勧める。①大谷實『刑法講義

総論・各論』（成文堂）②前田雅英『刑法総論講義』『刑法各論講義』（東大

出版会）。いずれも司法試験の参考書としてベスト・セラーのもの。前者は既

に4版、後者は3版を重ねている。理論内容としては必ずしも賛同しないが、ど

のような問題について調べても、大体、何らかの解答が見つかる点では、さす

がによくできた教科書である。③山口厚『刑法総論』『刑法各論』（有斐閣）。

比較的新しいところでは、これだろう。総論が難解だという学生も多いが、各

論のボリュームの厚さ、そして各論の個別犯罪の説明中で罪数問題に多く紙幅

を割いている点が、新司法試験を睨んだものといえるだろう。④西田典之『刑

法総論』『刑法各論』（弘文堂）も、学生間ではわかりやすいと好評のようで、

山口総論を難解に感じた人にはこちらを勧める。但し、西田先生は2013年にご

逝去されたので、改訂がなされなくなったのが残念。⑤川端博『刑法総論講義』

（成文堂）も、大部ではあるが、とても詳しく、何らかの疑問点に出くわした

ときの参照用としてはお勧めである。 

履修条件 一年次配当の必修科目である。一年生は必ず履修すること。 
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25．刑法Ⅱ(各論) 

 

授業科目名（カナ） 刑法Ⅱ(各論)   （ ケイホウニ(カクロン) ） 

担当教員名（カナ） 梅﨑 進哉    （ ウメザキ シンヤ ） 

履修年次 １年次 

単位 ４単位 

授業時間 後期 水曜３限・金曜１限 

講義の概要 

 刑法各論は、個別犯罪現象の個性を学ぶと同時に、刑法総論上の基本原則と

の関連で個別条文を正確に理解していく作業でもある。カリキュラム構成上、

刑法総論が２単位科目にとどまらざるを得ないため、各論の講義の中でも、折

あるごとに刑法総論の問題への回帰を促しながら、可能な限り対話的な形で講

義を進めていく。ここでも、時間的制約のため、各学説や判例の結論を記憶す

る作業は各人の努力に任せ、講義では、法益論を基礎に、個別条文の法益のと

らえ方の差がどのような形で結論の差へと結びついていくか、その構造を充分

に理解させることに力点を置く。 

 なお、最後の３講（罪数論・刑罰論）は、通常、刑法総論の教科書で論述さ

れるテーマであるが、時間配分と教育効果を考えて、各論の最後に置いている。 

到達目標 
 本学の「養成する人材」と一年次講義科目「刑法」（刑法Ⅰ・Ⅱ）の関連に

ついては、刑法Ⅰ（総論）のシラバスを参照されたい。 

各回の授業内容 

※ 詳細は、教育支援システム掲載の各回レジュメ参照のこと 

刑法各論の講義において修得すべき内容・自学自習にて修得すべき内容につ

いて詳細は、教育支援システム掲載の各回レジュメに網羅し、講義中に口頭で

も説明する。以下では、各回の項目のみ列挙しておく。 

１． 法益論と刑法各論 

２． 個人法益総論 

３． 生命に対する罪（殺人・同意殺人） 

４． 身体に対する罪１（暴行・傷害・傷害致死）  

５． 身体に対する罪２（同意傷害・現場助勢・同時傷害）  

６． 身体に対する罪３（危険運転致死・凶器準備集合） 

７． 身体に対する罪４（遺棄・堕胎） 

８． 自由に対する罪１（逮捕・監禁・脅迫・強要・略取誘拐）  

９． 自由に対する罪２（強姦・強制わいせつ） 

10． 私的領域を侵す罪・信用業務に対する罪（住居侵入・信書開披・業務妨

害等）  

11． 名誉に対する罪（名誉毀損・侮辱） 



87 

 

12． 財産犯１（総説） 

13． 財産犯２（窃盗） 

14． 財産犯３（強盗） 

15． 財産犯４（詐欺・恐喝） 

16． 財産犯５（横領・背任） 

17． 財産犯６（贓物・毀棄・隠匿） 

18． 中間試験及び解説 

19． 社会法益総論・公共危険を生じさせる罪１（騒乱）  

20． 公共危険を生じさせる罪２（放火・出水・往来妨害・飲料水）  

21． 偽造の罪１（文書偽造） 

22． 偽造の罪2（通貨・有価証券・印章偽造） 

23． 風俗に関する罪（わいせつ・重婚・賭博・礼拝所不敬・墳墓発掘・死体

遺棄） 

24． 国家法益総論・国家存立に対する罪（内乱・外患・国交） 

25． 公務を害する罪（公務執行妨害・職務強要・談合等） 

26． 司法作用に対する罪（逃走・犯人蔵匿・証拠隠滅・偽証・虚偽告訴） 

27． 職権濫用の罪（職権濫用・暴行陵虐・賄賂の罪） 

28． 罪数論（単純一罪、科刑上一罪、併合罪） 

29． 刑罰論1（刑罰論の基本原理、刑罰の現状・分類） 

30． 刑罰論2（刑罰決定の手順、現行刑罰の内容と問題点） 

成績評価の方法 

１ 成績は、1～17回（個人法益）を範囲とした中間試験と、19～30回（社会・

国家法益、罪数論、刑罰論）を範囲とした期末試験（いずれも100点満点）

の得点平均にて評価する。 

２ 出席率が６割に満たない学生については定期試験の受験資格を認めない。 

３ 再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

１ 刑法各論の全体像、個別犯罪の個別問題についての学説・判例の知識がど

の程度身についているか。 

２ 犯罪の成否の検討を内容とした文章の基本的な書き方が修得できている

か。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

受講生は、講義開始前に、予め最低一回は教科書を通読しておくこと。また、

各回の講義にあたっては、当然のことながら、講義範囲を予習し、講義レジュ

メをベースとして自分なりのノートを作っておくこと。自らノートを作る作業

を怠り、市販のサブノートなどに頼っても、活きた知識は身につかない。講義

終了後は、なるべく早く、各学説の名称や対立構造について「理解」したもの

を「記憶」に変えておくこと。教員は諸君の理解を助けることはできるが、諸

君の代わりに記憶できる者はいないことを肝に銘じてほしい。 
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教科書・参考文献 
刑法Ⅰのシラバスを参照し、総論の教科書・参考書に対応した各論の本を用

意すること。総論・各論の教科書は統一しておくことが好ましい。 

履修条件 

一年次必修科目である。前期科目である刑法Ⅰの単位修得を必ずしも前提と

はしないが、上述のように刑法総論の理解が前提となっており、講義でも総論

上の問題に多々踏み込むので、刑法Ⅰの単位を修得し損ねた諸君は、本講と並

行して刑法総論を独学でマスターするくらいの意気込みで挑んでほしい。 
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26．刑事手続法 

 

授業科目名（カナ） 刑事手続法    （ ケイジジテツヅキホウ ） 

担当教員名（カナ） 小野寺 雅之    （ オノデラ マサユキ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ４単位 

授業時間 前期 月曜４限・火曜４限 

講義の概要 

教科書として『入門刑事手続法』（三井誠・酒巻匡著，有斐閣）を使用し，

教科書を通読しながら，基本的な判例の検討や，教員作成による「実務刑事手

続法講義案」に基づく説明及び実務上の取り扱い例を紹介することなどによ

り，刑事手続法の全体像を理解してもらう。 

そして，教科書を読んだだけでは理解しにくい内容については，参考資料を

踏まえながら口頭で分かりやすく説明する。 

さらに，抽象的・観念的な議論にとどまることなく，実際の刑事手続の流れ

を前提として，具体的に法曹三者のそれぞれの立場に立ったことを想定した視

点から，問題点の所在を把握し，それに対してどのような対処が相当かといっ

た実務的観点からの思考を提示する。 

到達目標 

刑事手続法は，ともすれば勉強の進行が遅れがちとなりやすい法分野であ

り，苦手意識を持つ学生も多いことから，重要な論点について「問題の所在」

が何なのかを的確に把握してもらい，刑事手続法への興味を引き出すことによ

り，自発的な学習が進められるような指導を実現することを目標とする。 

各回の授業内容 

１.オリエンテーション 

２.ＣＨＡＰＴＥＲ１起訴前（捜査）手続その１ 

３.ＣＨＡＰＴＥＲ１起訴前（捜査）手続その２ 

４.ＣＨＡＰＴＥＲ１起訴前（捜査）手続その３ 

５.ＣＨＡＰＴＥＲ１起訴前（捜査）手続その４ 

６.ＣＨＡＰＴＥＲ１起訴前（捜査）手続その５ 

７.ＣＨＡＰＴＥＲ１起訴前（捜査）手続その６ 

８.ＣＨＡＰＴＥＲ１起訴前（捜査）手続その７ 

９.ＣＨＡＰＴＥＲ１起訴前（捜査）手続その８ 

10.中間試験１及び解説 

11.ＣＨＡＰＴＥＲ２公訴提起その１ 

12.ＣＨＡＰＴＥＲ２公訴提起その２ 

13.ＣＨＡＰＴＥＲ２公訴提起その３ 

14.ＣＨＡＰＴＥＲ３公判手続その 1 

15.ＣＨＡＰＴＥＲ３公判手続その２ 

16.ＣＨＡＰＴＥＲ３公判手続その３ 

17.中間試験２及び解説 

11.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その 1 

18.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その２ 

19.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その３ 
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20.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その４ 

21.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その５ 

22.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その６ 

23.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その７ 

24.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その８ 

25.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その 11 

26.ＣＨＡＰＴＥＲ４証拠法その 12 

27.中間試験３及び解説 

28.ＣＨＡＰＴＥＲ５公判の裁判その１ 

29.ＣＨＡＰＴＥＲ５公判の裁判その２ 

30.総括 

成績評価の方法 

授業期間中に中間試験（短答式と記述式を併用した試験問題）を３回行い，

それぞれ１０点満点で評価する。 

授業で検討した内容を踏まえて期末試験（論述式の試験問題）を行い，７０

点満点で評価する。 

授業の出席数が３分の２に満たない場合は，期末試験の受験資格を認めな

い。 

期末試験の再試験は行わない。 

事前・事後の連絡なく欠席した場合は，１回の欠席ごとに，期末試験の成績

から３点を減点する。 

成績評価の基準 

中間試験，期末試験のいずれにおいても，「基礎的概念を理解しているか」，

「正確な知識や理解が身についているか」，「問題の論点把握の正確さが身に

ついているか」といった観点から採点し，試験実施後に採点基準を記載した解

説を配布する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

予め配布する資料「実務刑事手続法講義案」による予習が不可欠である。 

授業には気持ちを集中して臨む必要があり，受講生に対する口頭での発問も

含め，授業内容を聞き漏らすと，中間試験及び期末試験で単位取得に必要な点

数を得点するのは極めて困難になるので，そのことを予告しておく。 

教科書・参考文献 

入門刑事手続法 三井誠・酒巻匡著 有斐閣 

刑事訴訟法 田口守一著 弘文堂 

刑事訴訟法判例百選 有斐閣 

履修条件 特になし。 
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27．刑事法演習 

 

授業科目名（カナ） 刑事法演習    （ ケイジホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 梅﨑 進哉    （ ウメザキ シンヤ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 月曜１限 

講義の概要 

この点については、第１回講義においてレジュメを配布して詳細に説明する。

教材としては梅崎の作成した８個の長文の事例問題を用いる。刑法独自の問題

事例を学修した後、刑訴法的観点も混じった融合的問題へと進む。 

その際、 

(1)共犯を含めた複雑な事例への刑法理論の応用 

(2)事実に基づく評価の入門的訓練 

(3)法的論述の訓練 

に力点を置いて、講義を行う。 

到達目標 

一 刑事法演習は、理論から実践への入り口の通過、すなわち、刑法の個別

問題について理論的学習を終えた学生を対象に、基礎訓練から実戦訓練への導

入を行う科目である。以下に、以下、本学の教育理念の根幹をなす「養成する

人材」との関連を示すが、一年次講義科目である刑法Ⅰのシラバスに書いた内

容と連続しているので、まずそちらを参照されたい。 

二 養成する人材１「他人の痛みを共有できる豊かな人間性とコミュニケー

ション能力を持ち，法の専門家として，高い倫理観・正義感を基礎にしてその

知識と技能を人々のために役立てようとする強い意欲を持っていること。」 

この点に関しては、先人による正義発見の努力の受動的修得に力点を置いて

いた刑法Ⅰ・Ⅱを基礎として、具体的事例に則した、実体法上妥当な結論を発

見する訓練に移行する。専ら実体法的な問題のみを内容とした事例を主とする

が、二年次前期の講義科目である刑訴法の進展に呼応して、手続法的関心（認

定・立証問題）を加味していく。また、刑法Ⅰ・Ⅱと異なり、講義は主として

対話形式で行うので、コミュニケーション能力の点でも本格的な訓練に入るこ

とになる。 

三 養成する人材２「社会に生起するさまざまな法律問題について，正義の

理念と社会通念を踏まえた的確な事案の把握および事実の認定を行い，正確な

法律知識に裏打ちされた法的判断（法的分析と推論）を加えて，人々が真に納

得できる結論を導き出す能力を備えていること。」 

養成する人材３「前項の判断を基礎として，これを表現するための質の高い

文書作成および議論や説得ができる能力を涵養し，利害関係人その他の市民か

ら確かな信頼を得られる適切な紛争解決をはかる能力を備えていること。」 

これらの点に関しては、理論知識や判例状況の理解を中心とした刑法Ⅰ・Ⅱで

修得した知識を前提とし、刑事法演習では、具体的事例への模倣的応用（例え

ば、判例の前提事実をこう変えればどうなるか等）を繰り返し行うことで、知

識を実践に用いうるものに深化させることを意図している。この目的のため、

答案提出を義務づけ、添削のうえ返却するので、文書作成能力の本格的育成の

場ともなる。さらに、養成する人材３の「適切な紛争解決」には、結論の適切

さだけでなく、迅速な解決という要素も含まれている。理論知識を迅速に使う
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ためには、単にそれを記憶している（思い出すことができる）だけでは足りず、

一々記憶を参照することなく当然のように用いている日常言語のように、自在

に使いこなせるようになる必要がある。そのためには、大学側から提供される

教材に満足することなく、自ら、少しでも多くの教材事例を求めて接し、考え

ることを心がける必要があるが、それとは別に、本講義で答案を作成するにあ

たっても、「時間」の要素を意識してほしい。使用する事例問題は、いずれも

２時間程度で答案作成することを意識して作ってある。この程度の事案を２時

間で処理できるようになることも、本講義の目的の一つである。 

四 養成する人材４「社会の変化に伴って生じてくる新しい法律問題に対し

て，柔軟に対応できるだけの応用力や創造力を備えていること，特に今後重要

性を増すと思われる国際的な法律問題に対処できる基礎的素養を備えているこ

と。」については、刑法Ⅰのシラバスで記したとおり、本学における法曹教育

の最終到達目標としてしっかり意識しておいてほしい。 

各回の授業内容 

(1) 答案提出（各人2回）・受講生全員への配布 

(2) 双方向授業による論点及び必要知識等の確認（30～40分程度） 

(3) 教員による解題（60分程度） 

(4) 教員による答案講評・質疑（30～40分程度） 

※各テーマ135分（1回半）＝ 論点確認40分、解題60分、講評・質疑40分 

 

従って、各回のスケジュールは次のとおり 

第１回 資料配付、オリエンテーリング  

第２回 ◎新試過去問（前） 

第３回 ◎新試過去問（後）①BJ文書偽造事件（前） 

第４回 ①BJ文書偽造事件（後） 

第５回 ②のび太放火未遂事件（前） 

第６回 ②のび太放火未遂事件（後） ③金色夜叉偽装心中（前） 

第７回 ③金色夜叉偽装心中（後）  

第８回 ④ワンピース強盗事件（前） 

第９回 ④ワンピース強盗事件（後）⑤めぞん一刻強盗事件（前） 

第10回 ⑤めぞん一刻強盗事件（後） 

第11回 ⑥ピカチュウ防衛事件（前） 

第12回 ⑥ピカチュウ防衛事件（後） ⑦ＢＪ誤認手術事件（前） 

第13回 ⑦ＢＪ誤認手術事件（後） 

第14回 ⑧五右ェ門公妨事件（前） 

第15回 ⑧五右ェ門公妨事件（後） +60分の調整 

成績評価の方法 

定期試験を実施する。ただし、演習科目のため、最終評価は、双方向授業時

の受け答えを中心とした授業への貢献度の評価、論述問題の答案の評価、出席

状況の総合評価とする。 

各評価項目間の点数配分 

(1)事例答案１：1割 

(2)事例答案２：3割 

(3)発言等の平常点：2割 

(4)定期試験：4割 

(5)出席点：欠席・遅刻数に応じ減点 
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なお、出席が6割に満たない者は定期試験の受験を認めない。再試験は実施し

ない。 

成績評価の基準 

１ 理論知識や判例状況の理解の程度 

２ 具体的事例への適用能力 

３ 文章作成能力 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

(1)事例問題について、各人、割り当てられた問題の答案を事前に作成して提出

すること。答案作成時に教科書や判例を参照することは可とする。 

(2)各回の準備については、各回に実施予定の問題を検討し、答案構成を考えて

くることを、最低条件とする。 

(3)具体的な答案の書き方、予習準備等については、第１回の講義で詳しく説明

する。 

教科書・参考文献 教材は必要毎に配布する 

履修条件 ２年次配当の必修科目である。２年生は必ず履修すること。 
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28．刑事法総合演習Ⅰ 

 

授業科目名（カナ） 刑事法総合演習Ⅰ  （ ケイジホウソウゴウエンシュウイチ ） 

担当教員名（カナ） 小野寺 雅之    （ オノデラ マサユキ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 金曜２限 

講義の概要 

教員作成の教材「実務刑事手続法講義案［捜査編］・［公判編］」を使用し

て，捜査と公判の分野における刑事訴訟法上の問題点を学んでもらう。 

適宜，司法試験論文問題を演習の課題として検討する。 

到達目標 

実務刑事手続法講義案［捜査編］・［公判編］には，被疑者を現行犯逮捕

するまでの一連の踏査手続の適法性，被疑者を勾留する理由と必要性及び被疑

者勾留段階で選任された弁護人の弁護活動といったものが含まれているが，そ

れらの検討を通して，身柄拘束が，法的根拠がなければそれ自体犯罪を構成す

るような極めて重大な人権制約であるため，身柄拘束手続については刑訴法上

厳格な要件が規定されているということ前提として，そのような視点から各規

定の内容を理解すると共に，具体的な事例を前提として要件充足性を判断でき

る能力の涵養の実現を目標とする。また，公判の分野に関しては，訴因のもつ

機能を踏まえて，訴因の特定，訴因変更の要否・可否といった論点について，

実際の公判手続の進行という視点から理解してもらうことを目標とする。 

【授業の目的と「法曹に必要な資質」との関係】 

上記目標による授業は，「法曹に必要な資質」のうち(2)「・・・正義の理念

と社会通念を踏まえた的確な事案の把握および事実の認定を行い，正確な法律

知識に裏打ちされた法的判断（法的分析と推論）を加えて，人々が真に納得で

きる結論を導き出す能力を備えていること」を現実化しようとの試みの一端と

なるものであり，また，被疑者の立場からの考察をすることなどにより，(1)

「他人の痛みを共有できる豊かな人間性・・・」の養成を図るものでもある。 

そして，予め設定した検討事項について，受講生の発言を求め，自らの思考

が説得的に表現できるように導くが，これは「法曹に必要な資質」のうち，(3)

「前項の判断を基礎として，これを表現するための質の高い文書作成および議

論や説得ができる能力を涵養し，利害関係人その他の市民から確かな信頼を得

られる紛争解決能力を備えていること」との内容を実現しようとする具体的方

策である。 

各回の授業内容 

１，オリエンテーション 

授業の進行方法や使用教材等の説明 

２，公判に関する問題点１ 
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    第１講：公訴の提起 

３，公判に関する問題点２ 

    第２講：訴因の特定 

４，公判に関する問題点３ 

    第３講：訴因変更の要否 

５，公判に関する問題点４ 

    第４講：訴因変更の可否 

６，公判に関する問題点３ 

    第５講：択一的認定と訴因変更の要否 

    第６講：判決の効力 

７，中間試験１（公判）及び解説 

８，捜査手続の適法性１ 

第１講：起訴前の捜査と起訴後の捜査 

第２講：告訴・自首 

 第３講：職務質問・任意同行・所持品検査 

９，捜査手続の適法性２ 

    第４講：強制捜査の意義と任意捜査の限界 

10，捜査手続の適法性３ 

    第５講：被疑者・被告人の身柄拘束 

11，捜査手続の適法性４ 

     第６講：令状による捜索差押え  

12，捜査手続の適法性５ 

    第７講：令状によらない捜索差押え 

    第８講：被疑者・被告人の防御 

13，中間試験２（捜査）及び解説 

14，捜査・公判に関する総合問題１ 

15，捜査・公判に関する総合問題２    

成績評価の方法 

授業期間中に中間試験を２回行い，それぞれ１５点満点で評価する。 

授業で検討した内容を踏まえて期末試験を行い７０点満点で評価する。 

授業の出席数が３分の２に満たない場合は，期末試験の受験資格を認めな

い。 

期末試験の再試験は行わない。 

事前・事後の連絡なく欠席した場合は，１回の欠席ごとに，期末試験の成績

から３点を減点する。 

成績評価の基準 

中間試験，期末試験のいずれにおいても，「正確な知識や理解が身について

いるか」，「問題の論点把握の正確さが身についているか」，「具体的事例へ

の適応能力はあるか」といった観点から採点し，試験実施直後に解説及び採点

基準を記載した解説を配布する。 
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準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

予め配布する資料による予習が不可欠である。 

授業には気持ちを集中して臨む必要があり，受講生に対する口頭での発問も

含め，授業内容を聞き漏らすと，中間試験及び期末試験で単位取得に必要な点

数を得点するのは極めて困難になるので，そのことを予告しておく。 

教科書・参考文献 各自が使用している刑法，刑事訴訟法の教科書 

履修条件 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

29．刑事法総合演習Ⅱ 

 

授業科目名（カナ） 刑事法総合演習Ⅱ    （ ケイジホウソウゴウエンシュウニ ） 

担当教員名（カナ） 小野寺 雅之    （ オノデラ マサユキ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 金曜４限 

講義の概要 
教員作成の教材「刑事実務問題演習」を使用して，刑法総論及び刑法各論に

おける問題点を，演習問題を通じて学んでもらう。 

到達目標 

３年次前期までに身につけた刑法及び刑事訴訟法の法律的知識と法律的判

断能力を前提として，刑法上のいわゆる論点が，実際の事件ではどのような形

で争点として現実化するのか，それらの争点に対してどのように解決を図るべ

きかを検討してもらい，現実の事件への実体法上の対応能力を高めることを目

標とする。 

【授業の目的と「法曹に必要な資質」との関係】 

演習問題には，業務上横領罪，詐欺罪，背任罪等，財産犯上複数の犯罪の構

成が可能な事案を前提に，訴因構成という点で的確な判断ができるかというも

のも含まれている。すなわち，実体法上，構成要件該当性の評価が的確にでき

ることを前提として，事案の性質を考慮して，どのような犯罪が成立し得るか

ということと，当該行為者をどのように処罰するのが相当かという社会的常

識，社会通念等を加味し，訴因とするのが相当と判断される犯罪構成というも

のを検討する。 

この授業は，「法曹に必要な資質」のうち，(4)「社会の変化に伴って生じ

てくる新しい法律問題に対して，適切に対応できるだけの応用力や想像力を備

えていること・・・」の実現を意図するものである。 

また，予め設定した検討事項について，受講生の発言を求め，自らの思考が

説得的に表現できるように指導するとともに，発言内容に応じてさらに質問を

投げかけ，その場で即座に対応することを求めるが，このような授業方針は，

「法曹に必要な資質」のうち，(3)「前項の判断を基礎として，これを表現す

るための質の高い文書作成および議論や説得ができる能力を涵養し，利害関係

人その他の市民から確かな信頼を得られる紛争解決能力を備えていること」を

より高めようとの考えに基づくものである。 

各回の授業内容 

１，オリエンテーション 

授業の進行方法や使用教材等の説明 

２，刑法総論１ 

検討テーマ：実行行為実行の着手時期 
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３，刑法総論２ 

   検討テーマ：因果関係 

４，刑法総論３ 

   検討テーマ：不真性不作為犯 

５，刑法総論４ 

    検討テーマ：正当防衛 

６，刑法総論５ 

   検討テーマ：共謀共同正犯 

７，刑法総論６ 

   検討テーマ：幇助犯・間接正犯・原因において自由な行為・予備罪 

８，第１回中間試験（刑法総論）及び解説  

９，刑法各論１ 

   検討テーマ：窃盗罪 

10，刑法各論２ 

   検討テーマ：詐欺罪 

11，刑法各論３ 

   検討テーマ：横領罪と背任罪 

12，刑法各論４ 

   検討テーマ：強盗罪 

13，第２回中間試験（刑法各論のうち財産犯）及び解説 

14，刑法各論５ 

   検討テーマ：文書偽造罪 

15，刑法各論６ 

   検討テーマ：放火罪 

成績評価の方法 

授業期間中に中間試験を２回行い，それぞれ１５点満点で評価する。 

授業で検討した内容を踏まえて期末試験を行い７０点満点で評価する。 

授業の出席数が３分の２に満たない場合は，期末試験の受験資格を認めな

い。 

期末試験の再試験は行わない。 

事前・事後の連絡なく欠席した場合は，１回の欠席ごとに，期末試験の成績

から３点を減点する。 

成績評価の基準 

中間試験，期末試験のいずれにおいても，「正確な知識や理解が身について

いるか」，「問題の論点把握の正確さが身についているか」，「具体的事例へ

の適応能力はあるか」といった観点から採点し，試験実施直後に解説及び採点

基準を記載した書面を配布する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

予め配布する資料による予習が不可欠である。 

授業には気持ちを集中して臨む必要があり，受講生に対する口頭での発問も

含め，授業内容を聞き漏らすと，中間試験及び期末試験で単位取得に必要な点

数を得点するのは極めて困難になるので，そのことを予告しておく。 



99 

 

教科書・参考文献 各自が使用している刑法，刑事訴訟法の教科書 

履修条件 特になし。 
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30．民事訴訟実務の基礎 

 

授業科目名（カナ） 民事訴訟実務の基礎    （ ミンジソショウジツムノキソ ） 

担当教員名（カナ） 西郷 雅彦    （ サイゴウ マサヒコ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 水曜１限 

講義の概要 
典型的な訴訟類型について学習し，民事訴訟の理解を深めるとともに，実務

的に必要不可欠な要件事実等を学ぶ。 

到達目標 

典型的な訴訟類型における要件事実を学ぶことによって，その基礎にある思

考力を身につけることによって，実務家としての基本的な能力を涵養し，利害

関係人その他の市民から確かな信頼を得られる紛争解決能力の基礎となる能

力を身につけること，及びこのような基礎力を身につけることによって，3年

次における民事模擬裁判に向けて基礎力を養うことを到達目標とする。 

各回の授業内容 

１．要件事実総論① 

民事訴訟の基本構造から，民事裁判の特質，権利の継続性の原則，主張

立証責任の概念を学ぶ。 

２．要件事実総論②・売買代金請求① 

主張立証責任の分配について学んだ後，テキスト第１問に入り，訴訟物，

要件事実が果たす役割，請求権発生の根拠について学ぶ。 

３．売買代金支払請求② 

   テキスト第１問を題材に，売買の要件事実（代金支払期限の合意，売主の

所有権，目的物の引渡し）を学ぶ。 

４．売買代金支払請求③ 

   認否の態様・必要性，主要事実・間接事実・補助事実を学び，テキスト第

２問に入り，訴訟物，請求原因を検討した後，請求原因・抗弁・再抗弁等

の関係，否認と抗弁，抗弁の種類，消滅時効に関する要件事実や援用権の

法的構成について学ぶ。 

５．売買代金支払請求④・貸金返還請求① 

  テキスト第３問に入り，請求の趣旨，訴訟物，請求原因，抗弁を学び，関

連する問題として，期限の到来・経過・徒過，期間の経過について学んだ

後，テキスト第４問に入り，貸金返還請求訴訟についての要件事実（貸借

型理論，弁済期の到来）を学ぶ。 

６．貸金返還請求②・その他① 

  テキスト第５問に入り，請求の趣旨，訴訟物，請求原因について整理し，

弁済の抗弁に関する要件事実を学び，テキストを離れていわゆる二段の推

定，付帯請求に関する要件事実（その法的性質，履行遅滞の要件事実）を

学ぶ。 

７．所有権に基づく不動産明渡請求① 

 テキスト第６問に入り，建物収去土地明渡請求訴訟における訴訟物，占有正

権原の立証責任，権利自白，占有の時的要素について学ぶ。 
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８．所有権に基づく不動産明渡請求② 

 所有権喪失の抗弁を学んだ後，テキスト第７問に入り，請求の趣旨，訴訟物

を押さえ，権利自白の成立時点，対抗要件（登記）をめぐる立証責任・要件

事実を学ぶ。 

９．所有権に基づく不動産明渡請求③ 

 テキスト第８問に入り，請求の趣旨，訴訟物，請求原因事実をふまえ，所有

権喪失の抗弁を学ぶ。 

10．不動産登記手続請求① 

 テキスト第９問に入り，登記関係訴訟の請求の趣旨の記載方法，訴訟物（登

記請求権の種類），請求原因事実においては登記の推定力の問題を中心に学

び，テキスト第１０問に入り，請求の趣旨，訴訟物をふまえて，請求原因事

実の中で取得時効に関する要件事実（時効の援用も含む）を学ぶ。 

11．不動産登記手続請求②・賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求① 

 テキスト第１１問において，請求の趣旨，訴訟物，請求原因をふまえて，登

記保持権原として抵当権に関する要件事実を学び，さらにテキスト第１２問

に入り，賃貸借終了による目的物返還請求に関する訴訟物，請求原因におけ

る要件事実について学ぶ。 

12．賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求②・その他② 

前回に引き続き，第１２問において，抗弁となる借地借家法の適用につい

て学んだ後，いったんテキストを離れ，一般的によくある賃貸借契約の終

了原因である賃料不払，無催告特約，増改築禁止特約による解除について

の要件事実を学び，その中で，規範的要件に関する主要事実についても学

ぶ。この講義の前後において，レポート用の資料を配付する予定です。 

13．賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求②・動産引渡請求 

 前回に引き続き，賃貸借終了原因の一つである無断譲渡・転貸の場合の要件

事実を，さらには有権代理，表見代理，通謀虚偽表示を学ぶ。  

14．動産引渡請求訴訟・その他 

 テキスト第１３問の動産引渡請求訴訟の請求の趣旨，訴訟物をおさえ，即時

取得をめぐる要件事実を学ぶ。 

15．レポート用問題の解説・まとめ 

 提出してもらったレポートに関して解説を行い，要件事実に関する総まとめ

を行う。 

 なお，場合によっては，学ぶ訴訟類型の順序（テキストの設問の順序）を変

更することがあるが，変更する場合には，事前に授業において連絡する。 

成績評価の方法 

年末に課題を出したレポート（年明けに提出）を評価し，期末試験とで成績

を評価する。レポートを２０点満点，Ａ～Ｄの４段階（未提出の場合は０点）

で評価し，期末試験を８０点満点として実施し，レポートと期末試験の合計点

（１００点満点）で評価する。特段の理由なく欠席や遅刻した場合には減点し，

６回以上欠席した場合には期末試験の受験を認めない。 

 なお，期末試験の再試験は行わない。 

成績評価の基準 

いずれの評価も，事案を分析し，要件事実が何か，その主張立証責任はどち

らにあるか等の要件事実論の基本的な理解に基づく具体的な事案に対するあ

てはめの適否等によって行う。 
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準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

後掲の教科書の該当部分を熟読し，あるいは事前配布のレジメ・資料等があ

る場合には読んでおくこと。また，復習として，テキストにある事実記載例や

ブロックダイアグラムをレジメに書き写して，事実記載の仕方やブロックダイ

アグラムの作り方などに慣れておくこと。 

１２回目の授業前後に課題を出してレポートの提出を求める予定である。 

教科書・参考文献 

教科書：司法研修所編「新問題研究 要件事実」法曹会 

 

参考書：村田渉ほか編著「要件事実論３０講第３版」 

    加藤新太郎・細野敦著「要件事実の考え方と実務第２版」 

    司法研修所編「改訂紛争類型別の要件事実」 

和田吉弘著「民事訴訟法から考える要件事実」 

履修条件 民法・民事手続法を履修していること。 
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31．刑事訴訟実務の基礎 

 

授業科目名（カナ） 刑事訴訟実務の基礎  （ ケイジソショウジツムノキソ ） 

担当教員名（カナ） 
一瀬 悦朗    （ イチノセ エツオ ） 

小野寺 雅之    （ オノデラ マサユキ ） 

履修年次 ２年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 火曜１限 

講義の概要 

捜査・公判を通じての刑事実務において，裁判官，検察官及び弁護人それ

ぞれの立場が果たすべき役割につき，基礎的な知識や理解を身につけさせる

ことを目的とする。授業前半の第１講から第７講までは主として一瀬が担当

し，後半の第８項から第１４講までは主として小野寺が担当し，最後の第１

５講は一瀬・小野寺が共同して担当する。 

到達目標 

教科書的な理解を踏まえて，実務で使える基礎を構築する。 

１ 前半は，簡易な事件記録をもとに判決の起案をさせ，その講評を通じて，

刑事裁判における裁判書・検察官・弁護人の役割について十分に理解させる。 

また，裁判所から見た刑事裁判では，各手続の段階における訴訟指揮の

あり方を事件記録を通じて考えさせることによって，各当事者に認められ

ている訴訟法上の権能を理解させるほか，判決その他の裁判所作成文書を

起案させ，その講評を通じて，事実認定力，さらには刑事実体法及び刑事

手続法双方をより正確に理解させる。 

２ 後半は，小野寺作成のテキスト「実務刑事手続法講義案［証拠編］」を

使用して，伝聞法則を中心とした証拠法の分野につき，実務的観点から詳

しく解説していく。具体的には，被告人は何を争っているか（事件性か，

犯人性か，犯行態様かなど），検察官請求の各証拠は争点に対してどのよ

うに機能するか，検察官が掲げた立証趣旨は，証拠のどの部分に対応し，

何を要証事実として設定するものなのか，それらを検討した結果として，

各証拠の証拠能力はどのように判断されるのか，といった内容である。 

なお，授業開始時における教員の都合により，前半の授業内容と後半の

授業内容が入れ替わることもある。 

【授業の目的と「法曹に必要な資質」との関係】 

上記のような授業を通じて，「法曹に必要な資質」のうち，(2)「社会に生

起するさまざまな法律問題について，正義の理念と社会通念を踏まえた的確な

事案の把握および事実の認定を行い，正確な法律知識に裏打ちされた法的判断

（法的分析と推論）を加えて，人々が真に納得できる結論を導き出す能力を備

えていること」の実現を図ろうと考えている。 
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各回の授業内容 

１．強盗被告事件についての公判期日とし，検察官請求にかかる書証の取調べ

までを終了する。 

２．同事件の公判期日とし，被害者と目撃者２名の証人尋問を行う。 

３．同事件の公判期日とし，被告人質問を行う。この後，各自に判決起案をさ

せる。提出期限は２週間後を予定している。 

４．弁護人の立場から，反対尋問の技術についての研修ＤＶＤを見て，刑事裁

判における弁護側の主張・立証活動の基本的な考え方を学ぶ。 

５．判決起案講評１，主文，罪となるべき事実，法令の適用について，解説す

る中で，起案するにあったって，注意すべき点等を示す。 

６．判決起案講評２，事案分析を基に，事実認定の基本的な手法を示す。 

７．事例問題講評，各事例問題の講評を通じて，刑事系の問題についての問題

解決のための思考方法を検討する。 

８．第１講「証拠法上の基礎概念」，第２講「伝聞法則に関する基礎理論」，

第３項「伝聞例外」について解説，検討する。 

９．第４講「要証事実と立証趣旨」について解説，検討する。 

10. 第５項「精神状態の供述」について解説，検討する。 

11．第６講「弾劾証拠」について解説，検討する。 

12. 第７項「実況見分調書中の第三者供述の証拠能力」について解説，検討す

る。 

13．第８講「外形的特信情況から証拠能力が肯定される伝聞証拠」について解

説，検討する。 

14. 第９講「違法収集証拠」，第10講「自白調書の証拠能力」について解説，

検討する。 

15．総括 ― 検察側・弁護側という立場を超えた事実認定力・法曹としての

事件処理に対するフェアーな取組みの重要性について理解させる。 

成績評価の方法 

前半の授業で提出を求めた各起案につき，合計５０点満点で評価する。 

後半の授業で検討した内容に基づいて，期末試験（５０点満点で評価）を行

う。 

授業の出席が３分の２に満たない場合は期末試験の受験資格がない。 

期末試験の再試験は行わない。 

事前・事後の連絡なく欠席した場合は，１回の欠席ごとに，期末試験の成績

から３点を減点する。  

成績評価の基準 

判決起案については，主文，罪となるべき事実，法令の適用等の項目ごとに，

必要事項の記載があるか，法令に適合しているか等の観点から採点する。 

期末試験については，「正確な知識や理解が身についているか」，「問題の

論点把握の正確さが身についているか」，「具体的事例への適応能力はあるか」

といった観点から採点し，試験実施直後に解説及び採点基準を記載した書面を

配布する。 
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準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

刑事実体法，刑事手続法については，一応の理解ができているものとの前提

でカリキュラムを進める。したがって，刑法，刑事訴訟法の勉強は，日頃から，

十分に行うことを求める。また，講義時間には制限があるため，事前に記録を

配布して，自宅での起案を求めることがあり得る。 

教科書・参考文献 

各自が使用している刑法の教科書 

入門刑事手続法[第5版] 三井誠・酒巻匡著 

刑事訴訟法［新版］ 田宮裕著 

刑事訴訟法［第六版］ 田口守一著 

刑事弁護実務（法曹会） 

 刑事判決起案の手引き（法曹会） 

履修条件 憲法，特に基本的人権の保障についての十分な理解が不可欠である。 
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32．法曹倫理 

 

授業科目名（カナ） 法曹倫理   （ ホウソウリンリ ） 

担当教員名（カナ） 一瀬 悦朗  （ イチノセ エツオ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 火曜１限 

講義の概要 

 判例、その他司法試験予備試験に出題された具体的事案等を題材にして、法

曹として適正に職務を遂行するにはどうあるべきかを議論する。その中で、弁

護士としての倫理、特に、弁護士法，弁護士職務基本規程その他のルールにつ

いての理解を深めたいと考えている。 

 なお、弁護士の仕事と弁護士として活動していくために必要な能力について

は、弁護士実務の講義の概要に記載したところを参照して頂きたい。特に、紛

争解決のために弁護士に求められるスキルと本学が養成する人材との関係に

ついては、読んでおいて頂きたい。 

到達目標 

本学は，専門的知識・技能において第一級の優秀な法曹を育てることを目指

しており，そのために法の専門家としての高い倫理観・正義感を基礎として知

識と技能を人々のために役立てようとする強い意欲を持つことを重視してい

る。この法曹倫理の講義においては，各法律科目において学び修得する法律知

識等の基礎となる法曹としての職業倫理を身につけさせることを目的とし，そ

の上に各法律科目において知識等を学び修得することによって得られたこれ

ら法律知識等を人々のために役立たせることができる第一級の優秀な法曹を

育てることを最終目標とするものである。 

授業内容 

弁護士法（以下「法」という。）と弁護士職務基本規程（以下「規程」とい

う。）とをしっかりと読み込んで、それぞれの規定の趣旨を理解し、それに導

かれるあるべき解釈を求め、それを具体的事例にあてはめて、法が求めている

結論を見出すという作業を繰り返し行う予定である。 

記 

第１回 基本倫理（規程１～８条） 

（弁護士法と弁護士職務基本規定を配布予定である。） 

第２回 一般規律（規程９～１９条） 

第３回 依頼者との関係における規律通則（規程２０～２６条） 

第４回 職務を行い得ない事件の規律（規程２７～２８条） 

第５回 事件の受任時における規律（規程２９～３４条） 

第６回 事件の処理における規律（規程３５～４３条） 

第７回 事件の終了時における規律（規程４４～４５条） 

第８回 刑事事件における規律（規程４６～４９条） 



107 

 

第９回 組織内弁護士における規律（規程５０～５１条） 

第１０回 事件の相手方との関係における規律（規程５２～５４条） 

第１１回 共同事務所、弁護士法人における規律（規程５５～６９条） 

第１２回 他の弁護士との関係、裁判の関係における規律（７０～７７条） 

第１３回 弁護士会、官公署との関係における規律、解釈適用指針（規程７８

～８２条） 

第１４回 検察官の役割と倫理（小野寺雅之先生による講義を予定している。） 

第１５回 裁判官の役割と倫理（裁判官出身の先生による講義を予定してい

る。） 

※ 講義の順序については，都合により変更されることがある。 

成績評価の方法 

具体的事案の解決を求めるという形式の期末試験によって成績評価する。た

だし，学出席が授業回数の3分の2に満たない場合は期末試験の受験資格を認め

ない。再試験は行わない。 

成績評価の基準 

①  両当事者の欲求を的確に把握できているか。 

②  その欲求を法的な主張として整理できているか。 

③  その法的主張整理の中から事案の争点を的確に把握できているか。 

④  その争点の中に現れてきた条文の趣旨を説明しきれているか。 

⑤  その趣旨から導かれる条文の解釈を表現しきれているか。 

⑥  当該事案に条文をあてはめて得られた結果が、条文の趣旨から考えて

も合理的な結論に至っているということを説明できているかという観点

から成績評価を行う。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

予習…次回の講義については法や規程の該当範囲を読んで考えておくこと。ま

た，次回の授業用の資料を配布した場合は，資料を検討して授業に臨むこ

と。 

教科書・参考文献 テキスト…配布する弁護士法と弁護士職務基本規程 

履修条件 なし 
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33．エクスターンシップ 

 

授業科目名（カナ） エクスターンシップ    （ エクスターンシップ ） 

担当教員名（カナ） 
一瀬 悦朗    （ イチノセ エツオ ） 

西郷 雅彦    （ サイゴウ マサヒコ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 夏季休暇中 

講義の概要 

夏季休暇中に，弁護士事務所を訪問し，そこで弁護士の業務を見学などする

ことを通じて，弁護士業務の具体的な状況を知り，自己の将来像を作り上げる

参考にするための授業です。同時に，法科大学院において勉強を進める際の視

点を獲得することも目的の一つです。 

到達目標 

このような授業に参加することによって，現実の弁護士活動を通して，他人

の痛みを共有できる豊かな人間性とコミュニケーション能力を持ち，法の専門

家として，高い倫理観・正義感を基礎にしてその知識と技能を人々のために役

立てようとする強い意欲を養うことにつながるようにします。 

各回の授業内容 

事前に，大学において実習の心構えや注意点などについて担当教員による事

前説明を行います。 

実習期間中（２週間を予定），毎日弁護士事務所に行き，指導担当弁護士の

指示に従って実習を受けます。その記録を作り，実習終了時に弁護士の検印を

もらいます。実習内容は，その時々に弁護士が抱えている案件の内容により異

なります。そういう｢生の｣実態を見ることにより，弁護士の実際の活動状況が

分かり，将来自分が弁護士等になったときの参考にすることができるし，法科

大学院において勉強する際の参考にもなります。 

実習終了後，大学において報告を行い，担当教員がフォローします。 

成績評価の方法 

実習記録及び担当弁護士の評価と学内での事前説明の際の質疑応答の内容，

事後報告の内容に基づき，２名の教員の合議により評価します。 

実習記録及び担当弁護士の評価を７割，学内での事前説明の際の質疑応答の

内容，事後報告の内容を３割の比重で評価します。 

成績評価の基準 
現実の具体的な事件に対しどのように取り組んでいったか，習得してきた法

律知識等をどのように生かしてきたかなどが評価の基準となります。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

弁護士の実際の業務を見るわけですから，そこから得られた知見についての

守秘義務を守ることが重要です。具体的な準備については，事前説明のときに

話します。 

教科書・参考文献 特にありません。 

履修条件 特にありません。 
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34．民事模擬裁判 

 

授業科目名（カナ） 民事模擬裁判  （ ミンジモギサイバン ） 

担当教員名（カナ） 
西郷 雅彦    （ サイゴウ マサヒコ ）  

吉田 知弘    （ ヨシダ トモヒロ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 水曜２限 

講義の概要 

１ 受講生は，民事系の各科目，特に，民事手続法・同演習及び民事訴訟実務

の基礎（要件事実論）を履修することにより民事訴訟の構造及び性格，訴訟手

続の流れ（いつ，誰により，どのような訴訟行為がなされるか）等について一

応の理解ができており，相当の知識をもっているはずですが，これまでは教科

書その他の教材に基づく理論的な学習にとどまるため，そのような学習のみで

個別具体的な事例において学んできた知識等を十分に使うところにまで到達

するのは，とても難しいことです。 

そこで，本授業では，仮設事例について，受講生に，①原告代理人，②被告

代理人，③裁判所のいずれかの立場に立ってもらい（注１），①及び②の立場で

は，当事者本人からの事情聴取や打合せ，訴状・答弁書・準備書面等の書類の

作成，書証の提出，人証の申出と尋問等を実際に体験してもらい，③の立場で

は，訴訟の進行全般に責任を持つとともに，①及び②の立場の受講生らと共同

しての主張と証拠の整理を主導し，さらに証拠に基づいて事実認定を行い，判

決書の作成と言渡しまで行ってもらいます。これにより，民事訴訟の全体像と

手続の流れを実際に近い状態で体験するとともに，証拠の選択や事実認定等の

難しさの一端を体験することになります。これらの疑似体験によって，実体法

や民事訴訟法等をより深く理解することができるようになるばかりでなく，さ

まざまな法律問題について，正義の理念と社会通念を踏まえた的確な事案の把

握および事実の認定を行い，正確な法律知識に裏打ちされた法的判断を加え

て，人々が真に納得できる結論を導き出す能力（「養成する人材」②）や，こ

の判断を基礎として，これを表現するための質の高い文書作成および議論や説

得ができる能力を涵養し，利害関係人その他の市民から確かな信頼を得られる

適切な紛争解決をはかる能力を備えられる（「養成する人材」③）ようになっ

ていく第一歩となります。 

（注１） 原告本人，被告本人，裁判所書記官役になる受講生も出てきますが，これらの

人も，それぞれ①，②，③毎の打合せ等には当然参加してもらうことになります。 

また，昨年度からは法学部学生も参加してもらっていますが，大学院生には指導的

な立場に立ってもらい，法学部学生とも議論等を行い，書面の作成等について共同作

業を行ってもらいます。 
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２ 担当教員らは，上記①～③のいずれかのパートを受け持ち，それぞれの役

割を担当する受講生から相談を受け，適宜アドバイス等を行う体制をとりま

す。ただ，主役はあくまで受講生自身であるから，各パートの担当者らが自分

の頭で考え，充実した意見交換をして，より望ましい当事者本人との打合せ，

要件事実論を踏まえた書面の作成，適切な書証の提出と人証の申出，充実した

尋問準備やその実施，適切な訴訟進行等に積極的に取り組むことが重要です。 

到達目標 

これまでの民法，民事訴訟法等の知識をより正確なものとし，ひいては実務

法曹に必要な基本的なスキルを修得するとともに，同時に，このような実際の

裁判過程に近いリアルな場面を体験することを通じて，法曹としての責任感・

倫理観等のマインドを習得することも重要な目標とします。 

各回の授業内容 

授業が始まる前の９月１８日水曜日午後１時３０分からにガイダンスを行

います（注２）。受講生に集まってもらい，授業を進めるに当たっての注意事項

等を説明するとともに，それぞれが裁判所，原告本人，原告代理人，被告本人，

被告代理人のうちのどの役割を担うかを決めます。 

（注２） 法学部生が参加するので，ガイダンスの際に，法学部生向けに民事模擬裁判に

参加するに必要と考えられる知識等を身につけてもらうために講義を行う予定で

す。大学院生はこの講義を受ける必要はないが，希望者は参加しても構いません。 

また，福岡県手話通訳士会の会員の方が，授業に参加される予定です。 

第１回 

原告代理人は原告本人からの事情聴取を行い，訴状作成を目指す。被告

代理人も，被告本人からの事情聴取を行う（注３）。 

裁判所は訴状等が出された後の訴状審査等について一般的な観点から議

論する。 

（注３） 被告側の本人からの事情聴取は，被告への訴状副本の送達がなされてから行わ

れるのが通常ですが，本模擬裁判では，被告側の事情聴取もこの段階で開始しま

す。 

なお，授業の開始時には，全員が同一の教室に集まり，出欠を確認した上で，

各パートに分かれて行動することになります。以下，各回の授業においても同じ

です。 

第２回 

ア 第１回に引き続き，原告代理人は原告本人との打合せ等を行い，訴状

作成の準備作業を行い，第２回の授業時間中には訴状を完成し，裁判所

に提出する。 

イ 訴状が裁判所に提出された後，裁判所において訴状審査を行い，特に

問題がなければ，訴状等を被告に送達する。 

ウ 被告代理人は，第１回に引き続き被告本人からの事情聴取を行うとと

もに，訴状等の送達後，事情聴取の結果を踏まえて答弁書を作成する。 

第３回 

ア 被告代理人は，前回に引き続き，答弁書の作成を行い，第３回の授業

時間内に答弁書を完成させ，裁判所に提出する。 
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（イ 時間的に余裕があれば，第３回の授業時間内に第１回口頭弁論期日を実

施する。） 

第４回 

ア 第１回口頭弁論期日の実施 

イ 第１回弁論準備手続期日の指定 

ウ その後は，双方代理人は，その後の訴訟追行の準備等を行う。他方，

裁判所は，予想される争点等を検討し，今後の訴訟進行等について検討

する。 

エ なお，第１回口頭弁論期日実施後は，弁論準備手続によって争点整理

を行う。 

第５回 

ア 第４回に引き続き第１回弁論準備手続期日に向けた準備を行う。 

イ 第１回弁論準備手続期日の実施 

ウ 第２回弁論準備手続期日の指定 

エ 残りの時間，双方代理人は，準備書面の作成，書証の提出，人証の申

出準備等を行い，また，裁判所も，争点整理案を作成する。 

第６回 

ア 前回に引き続き，双方代理人は，準備書面の作成等を行い，第６回授

業時間中に準備を終えることを目標とする。 

（イ 第２回弁論準備手続期日が可能であれば実施する。） 

第７回 

ア 引き続き，双方代理人は準備書面の作成等を行う。裁判所は争点整理

案の作成準備を行う。 

イ 第２回弁論準備手続期日の実施。 

ウ 第３回弁論準備手続期日の指定 

第８回 

ア 引き続き，双方代理人は準備書面の作成等，裁判所は争点整理案の作

成等を行い，第３回弁論準備手続期日の準備をする。 

ウ 第３回弁論準備手続期日の実施。原則として，第３回で弁論準備手続

を終了とする。 

エ 第２回口頭弁論期日において人証調べを実施することになるので，残

りの時間は，双方代理人のみならず，裁判所も，尋問の準備を行う。 

第９回 

第２回口頭弁論期日の準備，双方代理人，裁判所それぞれ，特に尋問の

準備を行う。人証としては，原被告各本人と証人２名までとする予定であ

る。 

第10回 

第２回口頭弁論期日の実施 

人証調べを実施し，尋問を行う。 

尋問終了後の時間を利用して講評等を行う。 
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第11回 

第２回口頭弁論期日の実施。前回に引き続き，尋問を行う。 

尋問終了後，講評等を行う。 

第12回 

第２回口頭弁論期日の実施（残りの人証の実施・講評）後，同期日を終

了し，第３回口頭弁論期日の指定。その後，双方代理人は最終準備書面を

作成し，裁判所は，尋問を踏まえて合議し，判決書を作成する。 

第13回 

引き続き，双方代理人は最終準備書面の作成を行い，授業時間内に完成

させ，提出することを目標とする。また，裁判所も，引き続き，合議，判

決書の作成を行う。 

（可能であれば第３回口頭弁論期日を実施する。） 

第14回 

ア 第３回口頭弁論期日を実施し，双方の最終準備書面を陳述し，弁論を

終結し，判決言渡しの期日を指定する。 

イ 弁論終結後は，裁判所は，引き続き判決書の作成作業を行い，これを

完成させる。双方代理人は，これまでの訴訟活動について，それぞれ振

り返って検討する。 

第15回 

ア 第４回口頭弁論期日において，判決言渡し。 

イ 残りの時間において，事実認定のほか，双方代理人，裁判所の各パー

トにおける訴訟追行面における問題点の検討，反省点や改善点等につい

て，全員で検討を行う。 

 

以上は，あくまで進行の予定であり，状況等により変更されることがありえ

ます。 

成績評価の方法 

それぞれの立場で行った各種の打合せ・合議，書面作成，尋問，訴訟指揮等

について，各教員が前記到達目標に達しているかどうかを判断し，教員らの合

議によってＰ（合格）又はＦ（不合格）の判断をします。 

３回無断欠席をした場合あるいは６回以上欠席した場合にはＦとします。 

成績評価の基準 

上記各種の打合せ・合議，書面作成，尋問，訴訟指揮等において積極的に参

加し，これまでに得た実体法上，訴訟法上の知識を適切に使うことができたか

どうか等が成績評価の基準となります 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

特別な指示はありませんが，それぞれ民事訴訟法規及び要件事実論を十分に

復習して下さい。必要に応じて各授業の際に具体的な指示を行うこともありま

す。 

教科書・参考文献 
特に指定するものはありませんが，必要に応じて授業時に参考文献等をあげ

ることがあります。 

履修条件 
民事手続法・同演習，民事訴訟実務の基礎を履修していることが不可欠の条

件となります。 
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35．刑事模擬裁判 

 

授業科目名（カナ） 刑事模擬裁判    （ ケイジモギサイバン ） 

担当教員名（カナ） 
小野寺 雅之    （ オノデラ マサユキ ） 

一瀬 悦朗    （ イチノセ エツオ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 月曜３限 

講義の概要 

殺意否認の殺人未遂事件を題材とした裁判員裁判記録教材を使用する。 

法科大学院生に対し，裁判員裁判における捜査・公判手続の全体的な流れと，

その過程における法曹三者の役割や活動に関する基礎的な事項を理解させる

ことを目的とする。 

１ 事案の概要 

本件は，被告人（福上三郎）が，居候をしていた実兄（福上次夫）方で，実

兄の友人である被害者（橋行久）から，実兄方を退去するよう注意されたこと

などに憤慨し，殺意をもって，果物ナイフで被害者の左頸部等を突き刺したも

のの，全治約１か月間の左頸部刺創等の傷害を負わせるにとどまったという事

案である。 

本件当時，実兄方には，被告人，被害者及び被告人の実兄のほか，被害者の

妻（橋行梓）がおり，被告人は，被害者の妻の通報により，犯行現場で現行犯

逮捕されたという設定となっている。 

２ 捜査・公判経過 

被告人は，捜査・公判を通じて，被害者を果物ナイフで刺した事実は概ね認

めているものの，どこを狙って刺したかなどについてあいまいな供述をして殺

すつもりはなかった旨弁解しており，殺意の有無（殺意にかかわる行為態様及

びその認識）が争点となっている 

３ 授業の概要 

捜査段階での各授業では，刑事模擬記録（法務省法務総合研究所作成の法科

大学院向け事件記録教材）に基づき，捜査官が作成する各捜査書類の書式や内

容，証拠としての価値等を概説し，各種捜査記録（証拠）を収集・作成するこ

との必要性や，それぞれの証拠が犯罪立証等に向けてどのように機能するのか

を説明するとともに，現行犯逮捕の要件充足性等の検討テーマを証拠に基づい

て判断する。 

また，公判前整理手続での各授業では，各証拠の評価と事実認定や，成立す

る犯罪等について，検討課題を予め提示し，その検討課題に基づいて双方向・

多方向の議論を交えて理解を深めていく。 

そして，公判段階での各授業では，証人尋問及び被告人質問を実施し，その

結果に基づいて，争点となる殺人の故意につき受講生各自が判断し，判決書を

起案する。 
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到達目標 

事件の発生から，被疑者の逮捕・勾留，勾留後の捜査，公訴提起，公判前整

理手続，証拠調べを経て判決に至るまでの，刑事事件全過程において，法曹三

者である検察官，裁判官，弁護人それぞれがどのような役割を果たすのかにつ

いて基本的な知識と理解を獲得すること，また，２年次前期までに身につけた

法律的知識と法律的判断能力を前提として，刑事法全般におけるさまざまな論

点が，実際の事件においてどのように現実化するのかを理解すること，さらに

は証拠の評価やそれに基づく事実認定の基本的な手法，認定した事実に対する

擬律判断能力を身に付けさせることを目標とする。 

【授業の目的と「法曹に必要な資質」との関係】 

上記のような過程を通じて，「法曹に必要な資質」のうち，(3)「・・・これ

を表現するための質の高い文書作成および議論や説得ができる能力を涵養し，

利害関係人その他の市民から確かな信頼を得られる紛争解決能力を備えてい

ること」につき，より具体的場面での実現を図る。 

各回の授業内容 

１.オリエンテーション 

  授業の進め方と使用する教材についての説明 

２.送致記録の検討 

３.関係書類追送記録１の検討 

４.関係書類追送記録２の検討 

５.関係書類追送記録３の検討 

６.関係書類追送記録４の検討 

７.検察官作成書類，勾留関係書類の検討 

８.公判前整理手続１（第１回，第２回，第３回） 

９.公判前整理手続２（第４回，第５回，第６回） 

10.公判前整理手続３（第７回，第８回） 

11.公判審理１ 

12.公判審理２ 

13.公判審理３ 

14.公判審理４ 

15.全体講評  

成績評価の方法 
起案した判決書を評価の対象とする。 

事前・事後の連絡なく３回を超えて欠席した場合は単位認定しない。 

成績評価の基準 
刑事裁判の判決書としての書式を備えているか，殺人の故意などの争点につ

いて証拠に基づき適正な判断が示せているかという観点から評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

使用教材は，「殺人未遂被疑事件」の模擬記録（法務省法務総合研修所作成

の法科大学院向け事件記録教材）とする。 

各授業時に，次回の授業で必要となる資料を順次指示し，検討テーマ等を明

示するので，各自それら資料を精査して検討テーマ等につき考えをまとめてお

くこと。 

教科書・参考文献 

各自が使用している刑法，刑事訴訟法の教科書 

刑事尋問技術，山室恵編著，ぎょうせい 

刑事第一審公判手続の概要－参考記録に基づいて－，司法研修所監修，法曹

会 
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履修条件 
１年次，２年次で学習した刑法及び刑事訴訟法についての総合的知識・理解

が必要であり，その実践的応用を試そうとの意欲が求められる。 
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36．刑事実務演習 

 

授業科目名（カナ） 刑事実務演習    （ ケイジジツムエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 小野寺 雅之    （ オノデラ マサユキ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 火曜２限 

講義の概要 

情況証拠による事実認定がなされた著名な事件を題材として，第一審判決か

ら控訴審判決，上告審判決の全文を精読し，それぞれの事件における証拠構造

を分析する。 

到達目標 

裁判例を通じて，情況証拠による認定の基礎を学ぶことにより，立証趣旨と

か要証事実など実務的な概念についての理解を深め，伝聞法則適用の有無とい

った証拠法における問題対応力を高める。 

また，長文の判決書を迅速に読みこなせる能力を身につけさせる。 

各回の授業内容 

犯罪が巧妙化，隠密化する一方，市民の捜査への協力が得にくい社会情勢が

あり，また，自白を得ることが困難な状況も現出している。そうすると，捜査

段階において，犯罪の存在や犯人の特定には多くの情況証拠を集め，そこから

特定の犯罪事実の存在や犯人を認定して起訴し，裁判においては，この情況証

拠を巡って争われることになる。 

その典型的な事件として，和歌山毒カレー事件（第１回～第４回），東電OL強

盗殺人事件（第５回～第８回），城丸君事件（第９回～第１２回），ロス疑惑

銃撃事件（第１３回～第１５回）の判決書（特に第一審判決）を順次検討して

いく。 

情況証拠による事実認定には推認過程が不可欠であって，その推認を的確に行

うにはさまざまな困難があり，不安定性があるが，そのような困難や不安定さ

を実感してもらう。 

成績評価の方法 
特定の事件を対象として，証拠構造を分析したレポートを１回提出してもら

う。 

成績評価の基準 
裁判所が行った事実認定の構造を正確に理解できているかという観点から評

価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

予め検討対象とする判決書きを配布するので，授業の前後を通じて十分に読

み込むことが望まれる。 

教科書・参考文献 
入門刑事手続法[第６版] 三井誠・酒巻匡著 

刑事訴訟法［第六版］ 田口守一著 

履修条件 刑事訴訟法の単位取得者 
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37. 弁護士実務 

 

授業科目名（カナ） 弁護士実務    （ ベンゴシジツム ） 

担当教員名（カナ） 一瀬 悦朗    （ イチノセ エツオ  ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 木曜２限 

講義の概要 

１ 講義の目的と概要 

法律実務家の仕事は何か、広くかつ抽象的にいえば、社会内に発生してい

る法律的な紛争に法を適用してこれを解決する仕事ということになる。弁護

士の仕事は何か。基本的には、法律実務家の仕事と同じだが、予め法律的な

紛争にならないように、あるいは、法律的な問題が発生した場合のペナルテ

ィを予め決めておくなどの予防法学的な仕事もあるし、紛争が起きてしまっ

ている場合に、裁判や調停等、裁判所を利用して解決を図ることももちろん

あるが、裁判での最終的な解決の内容を予測しながら、話し合いでの解決を

目指したり、裁判に至らないよりゆるやかな解決手段を模索したりもする。 

このように弁護士の仕事は多種多様にならざるを得ない。ただ、弁護士が

法律の専門家として、法律的な紛争の解決に関与する場合と、法律の専門家

ではない者が仲裁したり、代理人として活動する場合との最も大きな違い

は、仮に裁判した場合に最終的に言渡されるであろう判決を予測して、その

結論と大きく離れることのない範囲内で、当事者双方の利害を調整し説得で

きる点にある。これができているからこそ、広い意味で、法的な解決となり

うるのである。 

  そうすると、弁護士である以上、解決案を模索する中で、最終的な判決の

予測を的確に行なわなければならない。これを的確に行なうために最も必要

なことは、事実を正確に把握することである。そして事実を正確に把握する

ために必要なことは、人の行動の意味そのものと、その背景にある人の意図

を注意深く考察することであろう。人は、さまざまな思いから、さまざまな

行動をする。弁護士は、人が行なったさまざまな行動そのものの意味を見極

め、更に、その人が何を考えて、そのような行動を取ったのかを見極めてい

くのである。 

２ 講義の目的と要請する人材との関係 

  「社会に生起する様々な法律問題について、正義の理念と社会通念を踏ま

えて的確な事案の把握し、納得できる結論を導き出す。」のが正に弁護士と

しての事件処理である【養成する人材（２）】。 

それを実現するためには、まず、依頼者と痛みを共有し、その欲求を真摯

に受け止め、これに共感し、その欲求を実現するための法律構成を構築して、
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主張・立証活動を行うことになる。ただし、依頼者の欲求は、時として法的

正義の観点に照らして行き過ぎたものであることもある。その場合、弁護士

は、高い倫理観と正義感を基礎にして、依頼者の代理人という観点とは別の

法曹としての立場で事件処理を行わなければならないのであって、それを実

現するためにも、豊かな人間性とコミュニケーション能力を備えていること

が必要である【養成する人材(１)】。 

  弁護士の事件処理は、提訴、準備書面の作成および証拠の収集・提出、証

拠説明等々、すべて書面で行うと言っても過言ではない。質の高い文書作成

能力、依頼者や相手方、裁判官を説得する力は、そのまま弁護士としての力

量を示すことにもなるし、その高さは、紛争解決能力にも直結する【養成す

る人材(３)】。 

  紛争解決のために弁護士に求められるスキルは、以上のとおり、依頼者の

欲求を的確に把握し、必要な場合には、その欲求を法的正義の観点から修正

し、その実現に向けて法律的に構成して主張・立証を行うというものである。

これは、あらゆる法的紛争の解決に用いられる唯一のもので、その意味で、

社会の変化に伴って生じてくる新しい法律問題、更には、国際的な法的紛争

の解決に対応できる基礎的な力を養うとことにもなると考えている【養成す

る人材(４)】。 

 というわけで、本年度弁護士実務においては、具体的な民事事件を題材と

しながら、その具体的な紛争解決案を民事訴訟法の規定を見ながら探ってい

くことにする。 

到達目標 
 弁護士としての基本的な問題解決能力（「条文解釈能力」と「あてはめの能

力」）を身に着けることを目標とする。 

各回の授業内容 

第１回 管轄（民事訴訟法４～２２条） 

第２回 当事者及び訴訟能力（同２８～３７条） 

第３回 訴訟審理等（同８７～９２条） 

第４回 要件事実の考え方の確認 

第５回 訴え・計画審理（同１３３～１４７条の３） 

第６回 口頭弁論及びその準備（同１４８～１７８条） 

第７回 書証１（同２１９～２３１条） 

第８回 書証２（同２１９～２３１条） 

第９回 証人尋問（同１９０～２０６条） 

第１０回 判決１（同２４３～２６０条） 

第１１回 判決２（同１１４～１２３条） 

第１２回 判決によらない訴訟の完結（同２６１～２６７条） 

第１３回 共同訴訟（同３８～４１条） 

第１４回 訴訟参加（同４２～５３条） 

第１５回 上訴・再審（２８１～３４９条） 

成績評価の方法 
具体的事件の資料に基づいて、訴状の起案あるいは原告・被告の主張整理（レ

ポート）等してもらう。その出来のみによって評価する。 
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成績評価の基準 

判定は、Ｐ（可）あるいはＦ（不可）とし、評価のポイントは、 

①   両当事者の欲求を的確に把握できているか。 

② その欲求を法的な主張として整理できているか。 

③ その法的主張整理の中から事案の争点を的確に把握できているか。 

④ その争点の中に現れてきた条文の趣旨を説明しきれているか。 

⑤ その趣旨から導かれる条文の解釈を表現しきれているか。 

⑥  当該事案に条文をあてはめて得られた結果が、条文の趣旨から考えて

も合理的な結論に至っているということを説明できているかという観

点から成績評価を行う。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

言うまでもないが、法律実務家は、現行法（条文）を使って具体的事件を解

決する。したがって、現行法の解釈が極めて重要で、それが出発点でもあるし

到達目標でもある。 

法律の勉強も、そこから始めて、そこに戻すことが必要であり、そうするこ

とこそが、法律実務家を目指すものにとって、目標到達の最短ルートである。

 そのことを肝に銘じて、準備し、授業の中で考え抜いて、事後学習で、それ

を条文に戻しておくことを求める。 

教科書・参考文献 配布を予定している司法試験合格六法民事訴訟法、その他 

履修条件 

事案解決のための実体法訴訟法等についての総合的知識がもちろん必要で

あるが、それは、受講時点で身に着けているもので足りる。 

受講者には、時間と労力を惜しまずに、その量を増やし、質を高め続けるこ

とを求める。 
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38．法社会学 

 

授業科目名（カナ） 法社会学   （ ホウシャカイガク ） 

担当教員名（カナ） 樫澤 秀木  （ カシザワ ヒデキ ） 

履修年次 １･２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜４限 

講義の概要 

１．法的紛争について、法理論的な理解とともに、社会的背景についても理解

を深め、法社会学的な考察態度を知る。 

２．みずから関心のある法的紛争もしくは判例を選び、その意義を法学的に解

明するとともに、その社会的背景を研究し、そのことを通じて、法社会学的研

究方法の意義について理解する。 

到達目標 

法現象を社会的事象の流れの中で捉える法社会学的考察に親しませる。法解釈

学的考察方法と並んで、スムーズに法社会学的考察方法も取ることができるよ

うになり、ひいては自らが法曹を目指すことの社会的意義を省察できるように

なることが目標である。 

各回の授業内容 

１ 
オリエンテ

ーション 
法社会学の考察方法について概説する。 

２ 
水俣病問題

（１） 
水俣病第一次民事訴訟について考察する。 

３ 
水俣病問題

（２） 
水俣病第一次民事訴訟の社会的背景を概説する。 

４ 
水俣病問題

（３） 

水俣病の政治決着・最終決着と関西訴訟・溝口訴訟に

ついて考察する。 

５ 
水俣病問題

（４） 
水俣病裁判についてまとめる。 

６ 課題の設定 
各自で調べる裁判例を決める。また、調査方法について解

説する。 

７ 
有明海紛争

（１） 
有明海･諫早湾をめぐる紛争の歴史的経緯を概説する。 

８ 
有明海紛争

（２） 
有明海・諫早湾をめぐる紛争の社会的背景を概説する。 

９ 
有明海紛争

（３） 
有明海・諫早湾をめぐる諸裁判について考察する。 

10 
有明海紛争

（４） 

有明海・諫早湾をめぐる紛争の法理論的意義についてまと

める。 
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11 
課題の進行

確認 
各自の課題について、中間報告をする。 

12 
産 廃 紛 争

（１） 

産業廃棄物処理施設設置をめぐる紛争の歴史的経緯

を概説する。 

13 
産 廃 紛 争

（２） 
産業廃棄物処理施設設置をめぐる裁判例を考察する。 

14 
産 廃 紛 争

（３）) 

産業廃棄物処理施設設置をめぐる紛争の法理論的意

義についてまとめる。 

15 まとめ 各自の研究について発表し合う。 

成績評価の方法 

学期末の発表と授業中の態度で評価する。 

学期末の発表を70点とし、授業中の態度を30点とする。２／３以上の出席がな

い場合は、期末テストの受験資格を失う。逆に、特にすぐれた発言や質問をし

た者には加点する。 

成績評価の基準 

以下の基準で、成績を評価する。 

・社会構造と法制度を関連づけて、体系的に理解しているか。 

・正確な知識や理解が身に付いているか。 

・自らが問題と見なすことを論理的に伝えることができるか。 

・受講態度や質疑応答での対応や予習の状況について、平常点で評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 
授業開始前に、資料を配布する。それを各自、事前に読んでおくこと。 

教科書・参考文献 授業の中で、参考文献を示す。 

履修条件 資料は大部であるが、必ず、事前に読んでおくこと。 
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39. 外国法（１） 

 

授業科目名（カナ） 外国法（１） （ ガイコクホウ（イチ） ） 

担当教員名（カナ） Andreas SCHELLER   （ アンドレアス シェラー ） 

履修年次 １･２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 集中講義 

講義の概要 

ボーダレス社会といわれる現代にあって、「異文化」とは何かということを

問う。世界には、各国・地域の風土特徴に応じて形成された法文化が多数あり、

私たちの関心を引く。 

ヨーロッパは、異なる文化的背景を持ったさまざまな人たちによって構成さ

れている。近年の欧州統合の動きに伴い、世界における欧州連合（EU）の重要

性はますます高まっている。近現代ヨーロッパが形成される過程を学び、国際

社会でこれまでヨーロッパが持ってきた意味と現在の問題点を明らかにする。 

「世界の中のヨーロッパ」及び「ヨーロッパの中のドイツ」という視点から、

ヨーロッパ法及びドイツ法の特徴を把握し、自分で経験したヨーロッパの分裂

と統一のドラマを受講生に伝えたい。 

到達目標 

ヨーロッパ法及びドイツ法を研究していくうえで求められる諸能力の育成を

図る。ヨーロッパと日本との相互理解を深め、受講生が世界市民として、西洋

と東洋との懸け橋を強固に構築できることを目指したい。 

各回の授業内容 

１． ヨーロッパの概要 

ヨーロッパの地理、人口、言語、経済、地域的な特徴等を説明する。 

 

２． ヨーロッパ法の歴史 

古代ギリシャの民主政治、ローマ帝国の法、中世ヨーロッパの封建社会、

宗教の改革、フランスの人権宣言、19世紀の帝国主義等を紹介する。ドイ

ツのワイマール憲法、ナチスが定めた法律、ニュルンベルク主要戦犯裁判、

ドイツ基本法・ドイツ連邦憲法裁判所の特徴等を説明する。 

 

３． 欧州連合（EU)の成立 

欧州連合の設立、欧州連合の機構、欧州連合の機関の役割等を紹介する。 

 

４． 欧州連合（EU)の特徴 

共同市場、関税撤廃、EU市民権等を説明する。 

 

５． ユーロの導入 

通貨統合の準備、ユーロの登場、ユーロ危機の問題点、紙幣・硬貨の特徴



123 

 

等を紹介する。 

 

６． 外国人労働者のための新移民法 

外国人市民の現状、外国人労働者の調整及び制限、ドイツの新移民法の概

要等を紹介する。 

 

７． 信仰の自由と法 

フランスのスカーフ登校禁止判決、ドイツのスカーフ判決、ブルカ禁止を

支持する判決、欧州人権裁判所等を説明する。 

 

８． 難民問題と庇護権 

国連難民高等弁務官事務所の設立、ヨーロッパの難民問題の現状、庇護希

望者の現状、庇護権等を説明する。 

 

９． 環境保護Ⅰ 

環境意識高揚の契機、環境意識の原点および現在の環境意識、環境教育等

を紹介する。 

 

１０．環境保護Ⅱ 

  環境保護を具体化する法システム、地球温暖化防止に関する法、包装廃棄

物抑制システム、新循環型経済・廃棄物法、環境税の導入、再生可能エネ

ルギー法、自然保護法等を説明する。 

 

１１．欧州憲法条約 

  欧州の新しい挑戦、欧州の将来に関するコンベンション、EU憲法草案の問

題点、EU憲法の採択、EU憲法の目標、EU憲法を制定する条約の批准等を紹

介する。 

 

１２．リスボン条約 

  新基本条約への準備、新基本条約のための画期的な解決策、EU新基本条約

調印とEUサミット、「リスボン条約」の要旨、「リスボン条約」の批准問

題等を説明する。 

 

１３．欧州連合（EU）の行政改革Ⅰ 

ヨーロッパ統合への道、2004年のEU拡大への道、アキ・コミュノテール、E

U拡大交渉問題、中東欧諸国の状況、拡大EUの針路、欧州近隣諸国政策等を

紹介する。 

 

１４．欧州連合（EU）の行政改革Ⅱ 

   リスボン条約による加盟手続き及び離脱手続き、ヨーロッパ統合の現在、
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EUとトルコ、拡大EUの意味等を説明する。 

 

１５．総括 

   「世界の中のヨーロッパ」及び「ヨーロッパの中のドイツ」という視点

から、ヨーロッパ法及びドイツ法の特徴を学生と一緒に議論する。 

成績評価の方法 

期末試験及び出席率により総合的に判断する。 

評点の配分割合は、期末試験80％、出席率20％。ただし、授業の出席が3分の2

に満たない場合は受験資格がないものとする。 

成績評価の基準 

以下の点で評価する： 

・基礎的概念を理解しているか。 

・正確な知識や理解が身に付いているか。 

・問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

双方向の教学を実現するために、時々意見交換したり、宿題を提出してもらっ

たりすることがある。 

教科書・参考文献 
毎回、講義の要点をまとめたレジュメと関連資料を配布する。 

参考文献については、講義の中でその都度紹介する。 

履修条件 なし 
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40．法律英語 

 

授業科目名（カナ） 
法律英語     ( ホウリツエイゴ )  

担当教員名（カナ） 
Michael Mew     ( マイケル ミュー ) 

履修年次 １･２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 水曜４限 

 

講義の概要 
A general legal textbook has been chosen for this course. 

However, students are encouraged to focus on one or more 

legal area that interests them. 

 

到達目標 
The aim of the course is to give students the opportunity to read, 

write, and discuss any area of the law. Practical legal problem 

solving is emphasised. 

 

 

 

 

 

 

各回の授業内容 

Should Haigh’s textbook be used: 

Class 1 Introduction to legal English 

Class 2 Legal writing: punctuation, clarity, consistency  

Class 3 Things to avoid: ambiguity, litigated words  

Class 4 British and American English 

Class 5 Contracts 

Class 6 Drafting legal documents  

Class 7 Writing letters and memoranda  

Class 8 Applying for a legal position 

Class 9 Spoken English, using the telephone  

Class 10 Meeting, greeting, formal conversations 

Class 11 Interviewing and advising, dealing with difficult people 

Class 12 Court advocacy  

Class 13 Negotiation 

Class 14 Chairing meetings 

Class 15 Making presentations 

 

成績評価の方法 
1. class attendance and participation: 40% 

2. one formal presentation: 20% 

3. final examination: 40% 
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成績評価の基準 

Ｓ：90点以上 (able to read, speak, and write legal English 

fluently) 

Ａ+：89点～85点 (able to read, speak, and write legal 

English very well) 

Ａ：84点～80点 (able to read, speak, and write legal 

English well but sometimes has problems with unfamiliar 

legal English) 

Ｂ+：79点～75点 (able to read, speak and write legal 

English well but makes mistakes and occasionally fails to be 

understood) 

 

Ｂ：74点～70点 (able to read, speak, and write legal 

English and can communicate without much difficulty but often 

makes mistakes and fails to be understood) 

 

Ｃ+：69点～65点 (able to read, speak, and write legal 

English but often has problems with unfamiliar legal English 

and with English grammar and vocabulary generally) 

 

Ｃ：64点～60点 (able to read, speak, and write simple legal 

English with difficulty) 

 

Ｄ：59点以下 (unable to read, speak, and write legal  English 

in order to effectively communicate) 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

Students will be given reading before class. Discussion questions 

will then be asked in class to encourage students to apply what 

they have learned. 

 

教科書・参考文献 
Rupert Haigh, Legal English, 4th Edition, Routledge (5 April 

2015) ISBN-10: 0415712858 

履修条件 特になし。 
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41．国際社会と法 

 

授業科目名（カナ） 国際社会と法  （ コクサイシャカイトホウ ） 

担当教員名（カナ） 佐古田 彰   （ サコタ アキラ ） 

履修年次 １・２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 月曜４限 

講義の概要 この授業は、国際社会と法に関わる基本的な事項について教授する。 

到達目標 

国際法を学部で学んだか全くの初学者であるかを問わず、国際社会を法的に

理解するために法曹として必要な基本的な知識を修得することを、目標とす

る。 

この授業を通じて、国際法の基本的な考えを学ぶと共に、日本の法制度が妥

当する地理的範囲・事項的範囲の意味を改めて理解してもらいたい。 

授業内容 

第１講 この授業の方針や国際法に関する基本的資料の説明 

第２講 国際社会の法構造（１）実定法の２分類：国際法と国内法 

第３講 国際社会の法構造（２）国際法の歴史 

第４講 国際社会の法構造（３）現代国際法の特徴 

第５講 国際法の基本原則（１）国際法の法源 

第６講 国際法の基本原則（２）国際法の主体 

第７講 国際法の基本原則（３）国家の基本的権利義務 

第８講 国際法の基本原則（４）国家領域の意義 

第９講 国際法の基本原則（５）空間の区分 

第１０講 国際社会の秩序維持（１）国際裁判所の種類と特徴 

第１１講 国際社会の秩序維持（２）国際司法裁判所 

第１２講 国際社会の秩序維持（３）武力行使の規制と国連の活動 

第１３講 国家管轄権（１）国家管轄権の基本構造 

第１４講 国家管轄権（２）外交特権免除と国家免除 

第１５講 まとめ 

成績評価の方法 

各授業における積極的な参加状況（事前の準備や発言など）とレポート・レ

ジュメなどの提出物。 

授業における積極的な参加状況（８０％）、提出物（２０％） 

試験は課さない。 
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成績評価の基準 

この授業の目標を踏まえ、成績評価の基準として、国際法の基本的な構造や

仕組み、国際法制度と日本法制度との類似点・相違点、日本法が妥当する地理

的範囲・事項的範囲の意味、の３点についての正確な理解に求めることとする。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

授業は、一方的な講義ではなく、対話方式で行う。授業ごとに事前にしっか

りと準備をしておくこと。 

それぞれの授業で必要とされる準備・事後学習については、授業で指示する。 

教科書・参考文献 
岩沢雄司編『国際条約集』有斐閣（または他の出版社の条約集） 

中谷和弘ほか『国際法（第３版）』有斐閣アルマ、2016年 

履修条件 学部で国際法の授業を履修したかどうかを問わない。 
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42. 行政学 

 

授業科目名（カナ） 行政学    （ ギョウセイガク ） 

担当教員名（カナ） 魚住 弘久   （ ウオズミ ヒロヒサ ） 

履修年次 １・２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 集中講義 

講義の概要 

行政学は、法科大学院とは一見無縁のように見えるかもしれない。しかし、皆

さんの将来を考えるとそうともいえないところがある。裁判所には司法官僚制

があり、検察庁には行政官僚制がある。皆さんは将来、そうした官僚制組織に

直接的に関わることになるかもしれない。また、弁護士として行政官僚制と向

かい合うことが出てくるかもしれない。行政学は「公的な官僚制組織の活動に

ついて考察する学」（これを厳密に言えば「政府（government）に属するヒエ

ラルヒー型組織の集団行動について考察する学」）である（西尾勝『行政学〔新

版〕』有斐閣、2001年、47頁）。この授業では、司法府も含めた政府の官僚制

組織についての理解を深めることで、受講者の視野を広げることを目指す。 

到達目標 
この授業では、官僚制の諸活動について、①基礎的な知識と考察する視座を獲

得し、②問題意識や疑問を持つことができるようになること、を目標とする。 

各回の授業内容 

授業は集中講義とし、前半と後半に分けて行う予定である。 

前半の 10回は、行政学の講義を中心に授業を進める。後半の 5回は、司法官僚

について主に裁判官や裁判所職員に関する指定した文献を出席者に報告しても

らい、議論を通して考えを深める。後半の文献は、書籍 2 冊、論文 2 本程度を

考えている（詳細は授業中に指示する）。 

 

1.ガイダンス―行政学とはどのような学問か 

日々の暮らしと行政／行政学・行政学の視点・行政学の領域、などを通して

行政学とはどのような学問かを概説する。 

2.行政学の成り立ち 

官房学・アメリカ行政学、などを通して行政学の特徴について概説する。 

3.行政組織の編成 

トップの担う機能・スタッフとライン、などを通して行政組織の編成につい

て概説する。 

4.執務形態 

執務形態の大枠・大部屋主義、などを通して執務形態について概説する。 

5.官僚制の機能と構造（1） 
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M.ウェーバーの官僚制論について概説する。 

6.官僚制の機能と構造（2） 

官僚制の運用として、命令服従関係・下から上へのダイナミクス、について

概説する。 

7.官僚制の機能と構造（3） 

軍隊組織と一般の官僚制組織の違い・忠誠反逆などについて概説するととも

に、官僚制の機能障害に言及する。 

8.官僚制の意思決定方式 

指令型と決裁型・起案から決裁の大枠・稟議制の実態、などについて概説す

る。 

9.行政責任 

行政学における責任論・他律的責任と自律的責任、などについて概説する。 

10.前半のまとめ 

受講者による論点提起（課題提出：疑問・問いの提示）と総括的議論を行な

う。必要に応じて、授業中に文献を指示し、報告・議論してもらう。 

11.司法官僚の考察（1） 

司法官僚に関する指定文献のレジュメ報告と議論。報告に際しては、新たな

情報を付け加え、議論の論点を提示するようなレジュメの作成を求める。 

12.司法官僚の考察（2） 

司法官僚に関する指定文献のレジュメ報告と議論。報告に際しては、新たな

情報を付け加え、議論の論点を提示するようなレジュメの作成を求める。 

13.司法官僚の考察（3） 

司法官僚に関する指定文献のレジュメ報告と議論。報告に際しては、新たな

情報を付け加え、議論の論点を提示するようなレジュメの作成を求める。 

14.司法官僚の考察（4） 

司法官僚に関する指定文献のレジュメ報告と議論。報告に際しては、新たな

情報を付け加え、議論の論点を提示するようなレジュメの作成を求める。 

15.授業全体のまとめ 

受講者による論点提起（課題提出：疑問・問いとその考察）と総括的議論行

なう。必要に応じて、授業中に文献を指示し、報告・議論してもらう。 

成績評価の方法 

以下の 2点を総合して評価する。 

1．平常点（議論・発言の積極性）60％。ただし遅刻は減点する。報告者が合理

的な理由なく欠席した場合は、大幅に減点する。 

2. レジュメ作成・報告（40％）。１回の授業で複数人がレジュメ作成・報告す

ることもある。報告者は合理的な理由なく欠席しないこと。 
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成績評価の基準 

平常点については、受講態度や質疑応答での対応や学習の状況について、評

価する。 

レジュメ作成・報告については、①割り当てられた範囲についてレジュメを

丁寧に作成してきたか、②新たな情報を付け加え、議論の論点を提示するよう

な報告ができたか、によって評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

・予習すべき内容・課題については、予め指示する。 

・授業中に紹介した文献を事後学習として目を通してほしい。 

教科書・参考文献 

教科書は指定しないが必要に応じて参照されたい。 

・西尾勝『行政学〔新版〕』有斐閣、2001年 

・新藤宗幸『講義 現代日本の行政』東大出版会、2001年 

・真淵勝『行政学』有斐閣、2009年 

・西尾隆編『現代行政学』放送大学教育振興会、2012年 

・曽我謙吾『行政学』有斐閣、2013年 

・森田朗『現代の行政』第一法規、2017年 

履修条件 ・学部時代に政治学系の科目を履修していることが望ましい。 
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43．キリスト教倫理 

 

授業科目名（カナ） キリスト教倫理    （ キリストキョウリンリ ） 

担当教員名（カナ） 片山 寛    （ カタヤマ ヒロシ ） 

履修年次 １・２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 金曜３限 

講義の概要 

法とキリスト教倫理の関係について講じる 

 キリスト教の歴史とその思想の成立、さらにそれと不可分な倫理学の基礎を

学ぶ。キリスト教的倫理は、歴史的に考えれば「法学」の基礎でもあったこと

が、西欧中世の社会と思想を紹介する中で講義される。近代において両者は切

り離されたが、法学が倫理学的な故郷を喪失して実定法を運用する単なる技術

となるならば、それは多くの問題をひきおこす。 

講義の後半では、現代における倫理的な問題を取り上げ、レポートを書いて

もらうとともに、それについてキリスト教倫理学の立場から論じる。 

到達目標 

 実務的に有能な法律家を養成することが法科大学院設立の目標なのである

が、実務的有能さの基礎には、しっかりした倫理が必要である。倫理的判断能

力の基礎を身につけることが、到達目標である。 

各回の授業内容 

第１回 西南学院とキリスト教 

 西南学院の歴史と、その中でキリスト教が果たした役割を学ぶ。講義と結び

ついて、小さなキャンパス・ツアーを考えている。 

第２回 倫理と法 

 法科大学院の設立目的のひとつとして、受験技術に習熟するだけでなく、し

っかりした倫理を有する法曹を養成するということがある。倫理と法的正義

の関係について、法学者Carl SchmittとHans Kelsenの対立から学ぶ。 

第３回 倫理と法（２） 

 第二次大戦中のドイツから、全権委任法が制定された経緯、ニュルンベルク

法によってユダヤ人への人権侵害が行われた歴史を学ぶ。法的正義は実定法

だけによっては不完全である。しかし単純な自然法主義にも危険がある。 

第４回 キリスト教と法 

 西欧における法の歴史的源泉として、ローマ法と教会法があること。この二

つの法に対応するものとして、近代法には刑法と民法がある。元来それは国

家と教会という二つの権力・権威が併存する状況から生まれたのである。 

第５回 自然法思想とキリスト教倫理 

 実定法主義（法実証主義）の源泉を、Jeremy Bentham やJohn Stuart Mill 
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との関係で学ぶ。法は倫理の支配下
．．．

にあるのではない
．．

が、両者はつながりを

持っていること。 

第６回 トマス・アクィナスと「自然法」 

 トマスの「自然法」の４つの規定について学び、自然法思想の中にある、正

義の存在のありようについて考える。ここでの結論は、「正義」はある意味

で、終末論的に存在するということである。 

第７回 キリスト教とは何か 

 キリスト教思想は、その成立事情を忠実に反映していること。つまりユダヤ

教の三つの教え、唯一神論、契約思想、終末論に、キリスト教はイエス・キ

リストへの信仰を付け加えたものである。 

第８回 キリスト教の歴史 

 簡単なキリスト教史。最初の250年間の迫害時代と、その後のキリスト教ロ

ーマ帝国の時代が、言い換えれば「復活祭」と「クリスマス」が、キリスト

教の歴史である。 

第９回 キリスト教の歴史（２） 

 キリスト教中世の光と暗闇の両方から、近代という時代は生まれてきた。近

代において政教分離が原則となったことの大事な意味。近代の素晴らしさと

その限界、ポストモダンと言われるこれからの時代を考える。 

第10回 具体的課題の検討（１） 

 法は国家を裁けるか（１）ナチズムによる「国家の犯罪」を導入にして、「国

民の共同犯罪」について考える。 

第11回 具体的課題の検討（２） 

 法は国家を裁けるか（２） 国際法廷の問題、法は法自身を裁けるか。誰が

どのように、何に基づいて裁くのか。 

第12回 具体的課題の検討（３） 

 貧困の問題（１） 貧富の格差の拡大、その構造を考える。キリスト教倫理

が歴史的に果たした格差是正効果を、近代の諸制度はどのような形で代替し

てきたのか、そして代替し損なったのかを考える。 

第13回 具体的課題の検討（４） 

 貧困の問題（２） 奨学金制度を題材にして、貧富の是正のために作られた

制度が、かえって格差拡大の一因にもなりうることを学ぶ。法はそれを運用

する人々の精神（倫理）によってよくも悪くもなりうる。 

第14回 具体的課題の検討（５） 

 教育問題について（１） 教育現場で起こっている様々のこと。「人権」と

いう言葉の恣意的な使われ方。 

第15回 具体的課題の検討（６） 

 教育問題について（２） 教育権は誰にあるのか。歴史の中でそれはどのよ

うに考えられてきたか。 
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成績評価の方法 
 宿題レポート（３回）の評点の平均で成績をつける。欠席は減点（－2点）、

授業の出席が３分の２を下回ったときは、失格とする。 

成績評価の基準 

 法学よりも（キリスト教）倫理学の視点で、どのように主題について考え、

相談者に対して親切に、その立場に配慮しつつ助言しているかを判断基準とす

る。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

授業中に配布する資料を読んで、講義に臨むこと。 

文献を調べるのみならず、主題について自分の頭で考えることが要求される。 

教科書・参考文献 教科書はない。参考文献は、適宜授業の中で紹介する 

履修条件 欠席は５回以内。講義中の退席は欠席と見做す。 
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44．税法 

 

授業科目名（カナ） 税法    （ ゼイホウ ） 

担当教員名（カナ） 森山 彰夫    （ モリヤマ アキオ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜６限 

講義の概要 

様々な社会現象と交錯する租税現象の法的研究を行うことを目的とする租

税法は、他の法規範による法効果を前提とするところから、いわば総合法学的

な側面を持っている。講義では、このような税法の法的判断に慣れるため一般

的な概念の説明をするとともに、租税法の中でも中心となる所得概念を基礎と

している所得税法に的を絞り、ケーススタディ方式を取り入れ、租税法の（特

に所得に関する）基礎的理解を進める。 

到達目標 
租税について制度的に理解し、所得概念を区分して把握することができるよ

うになる。 

各回の授業内容 

１.租税の体系・租税の意義 

現代の国家において種々の機能を果たしている租税について、わが国におけ 

る種類と体系を説明するとともに、租税の意義を考察する。（大嶋訴訟、旭 

川市国民健康保険条例事件、ゴルフ場娯楽施設利用税事件、酒類販売免許制 

合憲判決） 

２.租税法律主義・租税公平主義 

課税要件の重要性を説明した後に、課税権の行使に関する原則である租税法 

律主義と税負担の原則である租税公平主義について、わが国における考え方 

を検討する。（固定資産税名義人課税主義事件、光楽園旅館事件、贈与税年 

賦延納契約事件、沖縄生鮮魚介類事件、スコッチライト事件） 

３.租税法の法源・租税法の解釈・借用概念 

通達課税の問題、実質課税の原則、借用概念と固有概念の区別について検討 

する。（パチンコ球遊器事件、レーシングカー物品税事件、東京産業信用金 

庫事件、鈴や金融株式会社事件、勧業経済株式会社事件） 

４.私法取引と租税法 

法律行為の瑕疵・時効・原始取得が生じた場合の租税法上の効果について検 

討する。（錯誤による財産分与契約事件、京都詐害行為取消土地事件、尼崎 

市相続土地喪失事件、外国税額控除余裕枠りそな銀行事件、パラツィーナ事 

件） 
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５.租税法の適用・信義則・租税回避 

課税要件事実についての推計課税と納税者有利解釈の原則、租税法上の信義 

則の原則と租税回避行為（タックスシェルターを含む）の事例検討を行う。 

（丸紅飯田事件、酒類販売業者青色申告事件、文化学院事件、相互売買事件、 

グレゴリー事件） 

６.所得の概念・所得分類 

所得税の課税物件である所得についてその概念を整理するとともに、現行所 

得税法における所得区分とその課税態様を考察する。（利息制限法違反利息 

事件、株式会社藤松事件、マンション建設承諾料事件） 

７.納税義務者と課税単位・所得の帰属 

納税義務者と担税者の違い、種々の納税義務者、親族間での所得の帰属など 

を検討する。（二分二乗事件、弁護士夫婦事件、歯科医師親子共同経営事件、 

冒用登記事件） 

８.譲渡所得 

譲渡所得は資産の譲渡による所得であるが、所得税法における「資産」とそ 

の「譲渡」の概念を検討する。（榎本家事件、名古屋医師財産分与事件、サ 

ンヨウメリヤス土地賃借事件、ゴルフ会員権贈与事件、支払利子付随費用判 

決） 

９.給与所得・退職所得 

事業所得や雑所得或いは一時所得と区分が困難な給与所得について、その限 

界線と給与所得内でのフリンジベネフィット課税を検討する。（弁護士顧問 

料事件、日フィル事件、海外旅行判決、５年退職事件） 

10.事業所得・雑所得・不動産所得・山林所得 

これらの所得は法人税法の所得概念に通じるものがあるため、以下11.12.1 

3.14.にわたり、法人税法における所得概念と比較しながら所得把握の構造 

を検討する。（会社取締役商品先物取引事件、嶋モータース事件） 

11.収入金額と必要経費 

（賃貸用土地贈与事件、高松市塩田宅地分譲事件） 

12.年度帰属と費用収益対応の原則 

（雑所得貸倒分不当利得返還請求事件、仙台家賃増額請求事件、沖縄補償金 

事件） 

13.必要経費の範囲 

（鉄骨材取得価額事件、ビニール畳表実用新案事件、事業所得貸倒分不当利 

得返還請求事件） 

14.同族会社と行為計算否認 

国内の97％の法人が該当し、かつ法人と個人との接点とも言える同族会社に 

ついて、租税法におけるその特殊性を検討する。 

（南日本高圧コンクリート株式会社事件、株式会社塚本商店事件、株式会社 
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エス・アンド・ティー事件） 

15.租税確定手続と審査請求・租税訴訟 

自動確定の租税と申告納税方式・賦課課税方式の租税の差異を理解し、これ 

らの確定税額の変更手続と各種租税訴訟（特に取消訴訟における不服申立手 

続）を検討する。 

成績評価の方法 

最終講義終了後に提出するレポートの得点と平常点により評価し、それぞれ

５：５の割合で総合評価に反映させる。 

レポートは、課題把握・内容理解・論理展開・考察力・論文形式・講義との

関連付けの６項目について、レポート課題に応じて配点する。 

平常点は、出席状況、発言内容及び授業への取り組みの積極性等を評価する。 

【平常点】 

ⅰ発言内容・討論参加度合：20％ 

ⅱ通常の受講態度・報告内容：30％ 

出席状況の評価の仕方は、毎回授業へ出席することを前提として、欠席・遅

刻があれば減点する（１回についてそれぞれ１点、０.５点）。また、欠席が

１／３を超える場合には、レポートの提出資格を認めない。 

＊座席は、出席確認、平常点採点の都合から、第１回目に着席した席で第２

回目以降も指定席とする。合意等で入れ替わる場合は必ず知らせること。授業

の進行上、移動をお願いする場合もある。 

＊レポートの平均点が６０％に達しない場合を目処に、問題の難度・採点方

法に鑑み調整することがある。 

成績評価の基準 

【レポート】 

ⅰ課題把握：レポートの課題の趣旨を理解しているか 

ⅱ内容理解：記述内容及び用語の意味につき、正確に理解しているか 

ⅲ論理展開：前提の積み重ねによる矛盾の無い論理展開か 

ⅳ考察力 ：自分自身の視点・考え方が述べられているか 

ⅴ論文形式：構成や表現・文字は正確・妥当か。また、引用・出典は正確に

記載されているか 

ⅵ講義との関連付け：講義中の学習内容が取り入れられているか 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

毎回終了時、次回の範囲を指定する。 

ケーススタディなので、事前に資料等を読み込んでおくこと。 

ケースは複数あるので、毎回数名の分担を割り当て、概略を簡潔に報告して

もらう。その後、全員で課題についての討論を行う。 

講義内容等についてはもちろんのこと，初歩的と思われる事柄についても、積

極的に担当教員に尋ねることが大切である。 

 昨年までは、必要箇所をコピーして配布していたが、今年から倉見智亮先生

の税法演習が開講されることに伴い、使用する教科書は各自購入とする。 
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教科書・参考文献 

【使用する教科書】 

金子宏「租税法」第２２版（法律学講座双書・弘文堂） 

金子宏ほか編著「ケースブック租税法〔第５版〕」（弘文堂） 

 なお、４月以降改訂版が発行されれば、最新版を使用する。 

※昨年までは必要箇所をコピーして配布していたが、今年から倉見智亮先生の

税法演習が開講されることに伴い、使用する教科書は各自購入とする。 

 

【参考文献】 

別冊ジュリスト「租税判例百選（第６版）」（有斐閣） 

増田英敏「リーガルマインド・租税法（第４版）」（成文堂） 

水野忠恒「租税法（第５版）」（有斐閣） 

谷口勢津夫「税法基本講義（第６版）」（弘文堂） 

履修条件 
民法・商法の既修者の履修を希望する。 

簿記・会計の基礎的素養があることが望ましい。 
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45．税法演習 

 

授業科目名（カナ） 税法演習    （ ゼイホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 倉見 智亮    （ クラミ トモアキ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 木曜２限 

講義の概要 

 本演習においては、所得税法、法人税法及び国税通則法の基本論点に関連す

る裁判例、仮想事例、司法試験の過去問などを素材として、事例分析を行う。

講義の進め方としては、各回の講義の冒頭で、取り扱う論点に関連する条文に

ついて、立法趣旨や解釈論上問題となりうる規定箇所を予め確認した後、受講

者との質疑応答を通じた事例分析に移る。 

到達目標 

 課税制度の構造及び立法趣旨について正しい知識を身に付けるとともに、問

題となっている事例の論点を的確に抽出し、その論点について複数の異なる論

理構成及び結論が成り立ちうることを理解した上で、結果の妥当性にも注意し

ながら、自己の見解を説得力かつ整合性のある理由づけによって説明すること

ができるようになることが、本演習の到達目標である。 

各回の授業内容 

第１回 ガイダンス 

本演習全体を通じて必要となる基礎知識（税法の基本原則、税法の解釈方法、

租税確定手続の基本構造など）及び事例分析の基本姿勢について講義する。 

第２回 「所得」概念・「収入金額（総収入金額）」概念 

 所得税法における最も基本的かつ重要な「所得」概念及び「収入金額」概念

について、理論及び関連条文を確認した上で、関連事例を分析する。 

第３回 勤労性所得（１）給与所得・退職所得 

 給与所得及び退職所得の意義・範囲・所得金額の計算方法・課税方法につい

て、立法趣旨に言及しながら条文に沿って解説した上で、関連事例を分析す

る。特に、給与所得の範囲（フリンジ・ベネフィットなど）に関連する事例

及び給与所得と退職所得との峻別が問題となる事例を分析する。 

第４回 勤労性所得（２）給与所得・退職所得 

 前回の講義に引き続き、給与所得と他の所得区分（事業所得・一時所得・雑

所得）との峻別が問題となる事例を分析する。 

第５回 事業関連所得（１）事業所得・山林所得・不動産所得・雑所得 

 事業所得、山林所得及び不動産所得及び雑所得の意義・範囲・所得金額の計

算方法・課税方法について、立法趣旨に言及しながら条文に沿って解説した

上で、事業関連所得間の峻別が問題となる事例を分析する。 
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第６回 事業関連所得（２）事業所得・山林所得・不動産所得・雑所得 

 事業関連所得にのみ適用される特別の規定について整理・解説した上で、こ

れらの規定の適用をめぐる事例を分析する。 

第７回 「必要経費」概念・損失の取扱い 

 事業関連所得の所得計算において重要な位置付けにある「必要経費」概念の

意義と範囲（家事費・家事関連費など）及び損失の取扱いについて、法人税

法における取扱いとの異同にも言及しながら解説した上で、これらの規定の

適用をめぐる事例を分析する。 

第８回 資産性所得（１）利子所得・配当所得 

 利子所得・配当所得の意義・範囲・所得金額の計算方法・課税方法について、

立法趣旨に言及しながら条文に沿って解説した上で、とりわけ利子所得及び

配当所得の範囲をめぐる事例を分析する。 

第９回 資産性所得（２）譲渡所得 

譲渡所得の意義・範囲・所得金額の計算方法・課税方法について、立法趣旨

に言及しながら条文に沿って解説した上で、とりわけ譲渡所得の計算方法を

めぐる事例を分析する。 

第10回 資産性所得（３）譲渡所得 

 資産の非正常取引（無償又は著しく低い価額の対価による取引）及び交換取

引に対して適用される特別な規定の適用関係をめぐる事例を分析する。 

第11回 偶発性所得 

 一時所得の意義・範囲・所得金額の計算方法・課税方法について、立法趣旨

に言及しながら条文に沿って解説した上で、一時所得と雑所得との峻別が問

題となる事例を分析する。 

第12回 源泉徴収 

 所得税法において重要な機能を果たす源泉徴収制度について、その基本理念

及び源泉徴収対象となる収入の範囲などについて解説した上で、源泉徴収に

関する規定の適用関係をめぐる事例を分析する。 

第13回 法人税法の所得計算構造 

 法人税法の所得計算構造について解説した上で、とりわけ法人税法22条の適

用関係をめぐる事例を分析する。 

第14回 法人税法の計算構造 

 法人税法における別段の定め（とりわけ損金不算入項目）について解説した

上で、それらの規定の適用関係をめぐる事例を分析する。 

第15回 収入・収益、売上原価、費用及び損失の年度帰属 

 所得税法及び法人税法に共通して重要な理論的問題となる、収入・収益、売

上原価、費用及び損失の年度帰属について、所得税法と法人税法との間にお

ける判定基準の異同に注意しながら、権利確定主義、管理支配基準、実現主

義、費用収益対応の原則（直接対応及び期間対応）、債務確定主義などにつ
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いて解説した上で、その適用関係をめぐる事例を分析する。 

成績評価の方法 

平常点とレポート課題の得点の合計により成績を評価する。 

平常点（最高20点）及びレポート課題の得点（最高80点）の合計点を基準と

して成績を評価する。平常点は、出席回数（出席１回につき1点、最高15点）

を基礎として、発言内容、講義への取組の積極性などを勘案して、加点（最大

5点）ないしは減点することで調整する。 

なお、講義の出席回数が3分の2に満たない場合、レポートの提出を受け付け

ない。 

成績評価の基準 

 レポート課題については、論点抽出、適用条文の指摘、制度の理解が的確に

なされているか、論理構成に矛盾がなく、理由づけが立法趣旨や制度の特徴を

踏まえた説得力かつ整合性のあるものになっているか、結論に至る文章構成が

効果的なものとなっているかを基準として採点する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

 各回の演習内容についての理解をより深めるため、講義後に「教科書・参考

文献」欄に示す基本文献を通読し、あるいは本演習において扱いきれなかった

裁判例について判例集を用いて受講者独自で検討することを勧める。 

教科書・参考文献 

 各講義においてレジュメを配布するので、事前に教科書等を購入する必要は

ない。もっとも、事後学習との関係において有益な判例集及び参考書として、

以下のようなものがある。 

【教科書】 

 指定なし 

【判例集】 

金子宏ほか編『ケースブック租税法（第5版）』（弘文堂、2017年） 

中里実ほか編『租税判例百選（第6版）』（有斐閣、2016年） 

中村宏昭＝三木義一編『演習ノート租税法』（法学書院、2013年） 

【参考書】＊改訂時期に注意 

金子宏『租税法』（弘文堂）の最新版 

佐藤英明『スタンダード所得税法』（弘文堂）の最新版 

谷口勢津夫『税法基本講義』（弘文堂）の最新版 

木山泰嗣『租税法重要「規範」ノート』（弘文堂、2011年） 

履修条件 「税法」（２・３年次）の単位を修得していることを原則とする。 
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46．地方自治法 

 

授業科目名（カナ） 地方自治法   （ チホウジチホウ ） 

担当教員名（カナ） 小林 博志   （ コバヤシ ヒロシ  ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 木曜５限 

講義の概要 

地方自治に関する法制度の原理と仕組みを理解し、地方公共団体の活動に関

する法的問題とくに紛争を検討し、それらを解決する能力を養成することを目

的とする。そのため、各講義毎に重要な判例を一つ選んで検討する。 

到達目標 

地方自治に関する紛争等の法的諸問題について、事案の的確な把握と事実の

認定を行い、関係する実定法の正確な解釈と法的判断を加え、正しい解決方法

を導き出せる水準に到達することを目標とする。 

各回の授業内容 

第１回 地方自治の法制度と地方分権改革 

地方自治に関する憲法の規定、地方自治法を中心とする地方自治に関する実

定法を概観し、地方自治に関する法制度の内容と意義を確認する。そして、2

000年の地方分権改革の内容と意義も確認する。判例：憲法上の地方公共団体

とは 

第２回 地方自治を担う地方公共団体とその他の組織 

 普通地方公共団体、特別地方公共団体そして公社や第三セクターなどの組織

を概観し、それらの意義と役割を解説する。判例：第三セクターに対する補

償 

第３回 都道府県と市町村、その相互関係 

最初に、統治団体や事業団体として都道府県や市町村を概観し、そして統治

団体としての自主立法権、自主財政権、自主行政権及び自主組織権を解説し、

さらに、都道府県と市町村との関係を解説する。判例：権限の移譲条例 

第４回 自治体と国の関与 

法定受託事務と自治事務との違いを解説し、次に、地方自治に対する国の関

与の意義と範囲を解説し、違法な関与に対する自治体の救済を考える。判例：

日田サテライト訴訟 

第５回 住民の戸籍、住民票と参政権 

 住民の概念の住所の意義、そして戸籍と住民票との関係を整理し、次に住民

が有する選挙権や被選挙権を解説し、住民自治の意義と範囲を考察する。判

例：ホームレスの住所 

第６回 中間テスト及び解説 住民団体と住民監査請求 



143 

 

自治会などの住民団体について概観する。判例：自治会の法的性格と退会 

そして、第1回から第6回までについて、テストを行う。 

第７回 直接請求制度 

 直接請求としての条例の制定、住民投票制度を概観し、その意義や要件など

を検討する。判例：解職請求代表者の資格制限 

第８回 議会 

二元代表制を確認し、議会の構成と権能を解説する。さらに、議会の執行機

関に対する監視機能を検討する。判例：議会の必要的議決事件とその潜脱の

要件 

第９回 執行機関 

首長制、執行機関の多元制を概観し、長や副知事、委員会などの権限につい

て解説する。そして、執行機関法定主義と付属機関条例主義の意義について

も解説する。判例：専決における監督と責任 

第10回 議会と執行機関との関係 

 首長制による、議会と首長の関係との関係、長の再議決権、議会の不信任議

決、長の専決処分の意義と要件、制約について解説する。判例：応訴した訴

訟事件の和解を知事の専決とする議会の議決の適法性 

第11回 条例の制定の範囲 

 地方自治体の自主立法権を概観し、自治体の自主立法権について、法律上の

制約を検討し、とりわけ、法律と条例との関係を検討する。さらに、第二次

分権改革で出された義務付け、枠づけの廃止、さらに、神奈川県臨時特例企

業税事件解説する。判例：徳島市公安条例事件 

第12回 公の施設に関する諸問題 

 自治体が住民に提供する、公園や公民館などの施設について概観し、そして、

民営化として導入された指定管理者制度についても解説する。判例：公営住

宅の使用関係 

第13回 自治体の情報公開 

 自治体における情報公開制度を概観し、現在の問題点を検討する。その場合、

国の情報公開法、行政個人情報保護法と公文書管理法の3者の関係を前提にし

て理解する。そして、情報公開に関する主要な判例を検討する。判例：公務

員個人の情報の開示 

第14回 個人情報の保護 

 自治体における個人情報保護制度を概観し、現在の問題点を検討する。もち

ろん、最近改正法で導入された加工情報の利用についても言及する。そして、

個人情報の保護制度に関する主要な判例を検討する。判例：指導要録の開示

請求 

第15回 住民訴訟 

 住民訴訟の要件などを概観する。そして、住民訴訟で争点となっている、監
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査請求期間の遵守、弁護士費用の請求及び損害賠償請求権などの放棄を解説

する。 

判例：損害賠償請求権の放棄 

成績評価の方法 

中間試験 30点、期末試験 70点で評価する。 

授業の出席が3分の2に満たない場合は期末試験の受験を認めない。 

再試験は行わない。 

成績評価の基準 

① 中間試験：基礎的概念を理解しているか。 

問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

     正確な知識や理解が身に付いているか。 

       論述の論理的整合性が身に付いているか。 

② 定期試験：基礎的概念を理解しているか。 

        正確な知識や理解が身に付いているか。    

       問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

       判例及び学説を理解しているか。 

       論述の論理的整合性が身に付いているか。 

       文章作成能力はあるか。 

       具体的事例への適用能力はあるか。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

 各回の講義内容について、予習すべき教科書の該当箇所、取り上げる判例に

ついては、予め指示する。 

教科書・参考文献 

教科書：宇賀克也『地方自治法概説（第７版）』（有斐閣、2017年） 

参考文献：磯部力ほか編『地方自治判例百選（第4版）』（有斐閣、2017年） 

その他、講義において適宜指示する。 

履修条件 
「統治の基本構造」、「基本的事件の基礎」及び「法と行政活動」を履修して

いること。 
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47．環境法 

 

授業科目名（カナ） 環境法    （ カンキョウホウ ） 

担当教員名（カナ） 勢一 智子    （ セイイチ トモコ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 火曜２限 

講義の概要 

近年，固有の法領域として形成されつつある環境法は，公害法から発展し，

現在では環境汚染を防止する消極規制にとどまらず，積極的な環境保護政策の

実現を図るための社会・経済システムの変革をめざす分野である。そうした環

境法を理解するためには，公法と私法の両方の法理論，さらに経済学，行政学，

政策学や立法学などの領域横断的な視点を必要とする。本講義は，そうした複

合的領域に法的観点からアプローチするために必要となる，法体系と理念，手

法などの一般理論，および主要な個別法を学ぶことを目的とする。 

到達目標 

本講義では，①環境法の解釈・適用に必要な基礎的素養を身につける，②主

要な環境法分野における紛争解決の諸方策を学ぶ，③環境法の制度的背景や政

策動向を理解できる法政策的視点を養うことを目標とする。 

各回の授業内容 

1回：環境法総論①環境法の沿革，環境法の基本構造  

2回：環境法総論②環境法の基本理念，環境法政策の手法  

3回：環境法総論③環境基本法 

4回：環境法総論④環境基本計画および環境関連の諸計画 

5回：環境法総論⑤環境影響評価法  

6回：環境法各論①大気汚染防止法  

7回：環境法各論②水質汚濁防止法 

8回：環境法各論③自然環境保全法 

9回：環境法各論④廃棄物処理法  

10回：環境法各論⑤循環型社会形成推進基本法 

11回：環境法各論⑥容器包装リサイクル法・その他のリサイクル関連法 

12回：環境法各論⑦地球温暖化対策推進法 

13回：環境法各論⑧土壌汚染対策法 

14回：環境救済法①環境争訟における論点・その１（行政訴訟） 

15回：環境救済法②環境争訟における論点・その２（民事訴訟） 

成績評価の方法 

各回の発表，議論への参加，課題提出に対する平常点（30％），中間テスト

（20％）および期末テスト（50％）の評点に基づき，それらを総合して評価す

る。別途レポート課題等を実施した場合には，その評点も成績評価に加える。 
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出席が3分の2を満たしていない者は，単位認定の対象としない。 

成績評価の基準 

平常点は，事前準備および事後学習を十分に行い，必要な知識を習得してい

るかを評価基準とする。中間テストおよび期末テストでは，本講義の達成目標

につき一定水準に到達しているかを評価基準とする。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

・環境法に分類される個別法は数多く，多岐にわたる。講義で取り上げるのは

一部分に過ぎないことに留意して取り組むこと。 

・最新の立法・実務動向についても把握して学習に反映させるよう努めること。 

・毎回の授業に当たり，予め指定する範囲について各自予習をした上で出席す

ること。予習を前提として，ディスカッション方式で授業を進める。 

・各回の授業において，授業内容に応じた課題の提出を求める（課題は授業時

出題し，次回までに作成・提出する方式を予定）。 

教科書・参考文献 

＊法改正等に伴う改訂が頻繁に予想されるため，いずれも授業時点で最新版を

利用すること。 

大塚直『環境法（第3版）』（有斐閣・2010年） 

大塚直『環境法BASIC（第2版）』（有斐閣・2016年） 

北村喜宣『環境法（第4版）』（弘文堂・2017年） 

北村喜宣『環境法（ストゥディア）』（有斐閣・2015年） 

『ベーシック環境六法（第8訂）』（第一法規・2018年） 

ジュリスト増刊『環境法判例百選（第3版）』（有斐閣・2018年） 

大塚直／北村喜宣編『環境法ケースブック（第2版）』（有斐閣・2009年） 

大塚直編『18歳からはじめる環境法（第2版）』（法律文化社，2018年） 

黒川哲志ほか編『確認 環境法用語230』（成文堂，2009年） 

履修条件 

・環境法を理解する上で前提となる法的知識として，憲法，行政法，行政救済 

法，民法および民事訴訟法を習得していること。 

・予習，発表，議論への参加等，受講生としての責務を果たせる者。 
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48．環境法演習 

 

授業科目名（カナ） 環境法演習    （ カンキョウホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 勢一 智子    （ セイイチ トモコ ） 

履修年次 ３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 月曜２限 

講義の概要 

近年，固有の法領域として形成されつつある環境法は，公害法から発展し，

現在では環境汚染を防止する消極規制にとどまらず，積極的な環境保護政策の

実現を図るための社会・経済システムの変革をめざす分野である。そうした環

境法を理解するためには，公法と私法の両方の法理論，さらに経済学，行政学，

政策学や立法学などの領域横断的な視点を必要とする。くわえて，紛争解決に

必須である争訟制度についても，民事訴訟法と行政事件訴訟法のほか，環境法

分野に特化した争訟制度を含めて法領域横断的な観点から最適な解決策を導

出することが求められる。本演習は，そうした複合的領域に法的観点からアプ

ローチするために必要となる，争訟制度体系とその適用方策を学ぶことを目的

とする。 

到達目標 

本演習では，環境法の基礎的知識を習得した次のステップとして，①環境法

の実践的解釈・適用に必要な法的論理力を身につける，②主要な環境法分野に

おける法律横断的な紛争解決の諸方策を学ぶ，③環境法の制度的背景や政策動

向を踏まえて法政策的論点から制度を分析する視点を養うことを目標とする。 

各回の授業内容 

本演習では，修得した環境法の応用として，争訟制度，法政策，さらにその

双方を活用して，環境に係る諸問題を統合的に解決するために必要な知見を学

ぶ。 

最初に，受講生の理解度の確認を兼ねて，ディスカッション方式で環境法の

争訟に係る理論を復習しつつ，環境争訟の全体像を概観する。その後，それを

踏まえて，具体的な事例を素材とする事例研究を通じて，実践的な解釈・適用

に係る検討・分析を行う。環境法の講義で取り上げた主要個別法分野を中心と

して，代表的な判例にくわえて，可能な限り最新の事例を扱う。毎回，発表担

当者を決めて，前半に事例研究の発表を行い，その発表内容をもとに，後半に

全員で議論しながら，論点を検討・分析する方式で理解を深める。その際には，

個別の判例を素材とする学習にとどまらず，個別法律の沿革とその後の展開を

踏まえた法政策的論点も交えて論ずることを求める。 

各回の内容は，以下を予定している。 
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1回：環境争訟概論①環境争訟体系総論 

2回：環境争訟概論②公害紛争処理制度 

3回：環境争訟概論③行政訴訟 

4回：環境争訟概論④民事訴訟法 

5回：環境争訟概論⑤環境影響評価制度に係る争訟 

6回：環境法事例研究①  

7回：環境法事例研究② 

8回：環境法事例研究③ 

9回：環境法事例研究④  

10回：環境法事例研究⑤ 

11回：環境法事例研究⑥ 

12回：環境法事例研究⑦ 

13回：環境法事例研究⑧ 

14回：環境法事例研究⑨ 

15回：環境法事例研究⑩ 

成績評価の方法 

各回の議論への参加，課題提出に対する平常点（30％），担当した事例研究

発表（40％）および期末テスト（30％）の評点に基づき，それらを総合して評

価する。別途レポート課題等を実施した場合には，その評点も成績評価に加え

る。 

出席が3分の2を満たしていない者は，単位認定の対象としない。 

成績評価の基準 

平常点は，事前準備及び事後学習を十分に行い，必要な知識を習得している

かを評価基準とする。研究発表および期末テストでは，本講義の達成目標につ

き一定水準に到達しているかを評価基準とする。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

・環境法に分類される個別法は数多く，多岐にわたる。演習で扱う具体的事例

の学習では，条文集に収録されていない法令等も使用するため，関係法令の

予習等を含めて十分に準備をして取り組むこと。 

・環境法令は改正の頻度が高く，関連計画等の改定も多いため，最新の立法・

実務動向について把握して学習に反映させるよう努めること。 

・毎回の授業に当たり，予め指定する判例や立法動向等について各自予習をし

た上で出席すること。予習を前提として，その回の発表者による事例研究報

告を受けて，全員でディスカッションする方式で授業を進める。 

・各回の授業において，授業内容に応じた課題の提出を求める（課題は授業時

出題し，次回までに作成・提出する方式を予定）。 

教科書・参考文献 

＊法改正等に伴う改訂が頻繁に予想されるため，いずれも授業時点で最新版を

利用すること。 

大塚直『環境法（第3版）』（有斐閣・2010年） 

大塚直『環境法BASIC（第2版）』（有斐閣・2016年） 

北村喜宣『環境法（第4版）』（弘文堂・2017年） 
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『環境六法』（中央法規出版） 

『ベーシック環境六法（第8訂）』（第一法規・2018年） 

ジュリスト増刊『環境法判例百選（第3版）』（有斐閣・2018年） 

大塚直／北村喜宣編『環境法ケースブック（第2版）』（有斐閣・2009年） 

履修条件 

・環境法を理解するうえで前提となる法的知識として，憲法，行政法，行政救

済法，地方自治法，民放及び民事訴訟法をすべて習得していること 

・環境法を修得していること 

・予習，発表，議論への参加等，受講生としての責務を果たせる者 
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49．土地私法 

 

授業科目名（カナ） 土地私法    （ トチシホウ ） 

担当教員名（カナ） 多田 利隆    （ タダ トシタカ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 月曜４限 

講義の概要 

土地・建物の所有と利用をめぐる法律関係（私法関係）の中で、理論的にも

実務的にも今日重要な法分野を形成している、不動産登記法、区分所有法（マ

ンション法）および借地借家法について､必要な素養を修得する。 

到達目標 

この科目は、民法の講義科目で修得した基礎知識を踏まえて、不動産登記法、

区分所有法（マンション法）および借地借家法の分野について、より高度な専

門知識と問題解決能力を修得することを目的としている。これらの領域につい

て、「民法Ⅰ」や「民法Ⅳ」の講義では時間の関係で十分に取り上げられなか

った内容をフォローするとともに、現代的な法律問題の所在と実務・理論の対

応を学び、法律実務家として対応できるための専門的素養を身につけるという

ことである。また、これらの分野をより詳しく、より深く学ぶことによって、

民法自体の理解を立体的なものにすることも目標の一つである。 

各回の授業内容 

１ 不動産登記制度・不動産登記の効力      

 不動産登記法の序説に相当する。 

項目：不動産登記制度の意義と理念、登記の対象となる権利と私法関係に

おける登記の機能（民法１７７条の意義や内容についての考察を含む） 

 

２ 不動産登記簿の内容 

 登記簿の内容について、実質面と形式面の両方から学ぶ。 

 項目：登記・登記記録・登記簿、地図、登記簿の構成と記載内容  

 

３ 不動産登記の種類 

登記にはどのような種類があるか、特に、仮登記の意義と機能について学

ぶ。項目：表示の登記・権利の登記、主登記・附記登記、本登記・仮登記 

 

４ 登記手続き その１ 

権利に関する登記の手続きについて学ぶ。 

項目：申請主義、申請当事者（登記権利者・登記義務者、共同申請）、登

記請求権、登記引取り請求権 
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５ 登記手続き その２ 

項目：書面申請と電子申請、登記の真正さを保持するための制度（登記識

別情報、登記原因証明情報） 

 

６ 区分所有法序説 

区分所有法の序説に相当する。 

項目：分譲マンションをめぐる法律問題の現状、区分所有という法律関係、

専有部分・共用部分 

 

７ 区分所有権に対する団体的制約 

区分所有の団体的側面から導かれる制約について学ぶ。 

項目：共同利益背反行為の禁止、債権回収のための先取特権 

 

８ 共用部分の利用と管理 

 共用部分の利用と管理に関する法制度と問題点について学ぶ。 

 項目：共用部分の使用、共用部分の管理（広義）、専用使用権 

  

９ マンションの管理 

 マンション管理の法制度と問題点について学ぶ。 

 項目：管理組合、管理者、管理組合法人、マンション管理適正化法、管理規

約 

 

10 マンションの復旧・建替え 

 マンションの復旧・建替えについての法制度と課題について学ぶ。 

 項目：復旧、建替え、再建 

  

11 借地権・借家権の意義、当事者間の使用収益関係 

借地権・借家権の法的仕組みについて学ぶ。 

  項目：賃借権、地上権、普通借地・借家権、定期借地・借家権  

 

12 借地権・借家権の終了 

 借地権・借家権の終了の法律問題について学ぶ 

項目：存続期間、法定更新、法定更新拒絶の要件としての正当事由、 

     造作買取請求権 

 

13 借地関係と第三者 

借地関係と第三者に対する法律関係について学ぶ 

賃借権の譲渡・転貸、対抗力、承諾に代わる許可 
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14 定期借地権 

 定期借地権について学ぶ。 

項目：定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権、事業用定期借地権、一

般定期借地権の事業方式、定期借家権の内容、個別的な問題 

 

15 定期借家権 

  定期借家権制度について学ぶ。 

 

  借地・借家法の今後について。 

   

成績評価の方法 

期末試験（筆記試験）及び平常点を総合的に評価して最終成績を判定する。 

両者の比重は８：２とする。なお、欠席が１／３を超えた者については期末試

験の受験資格を認めない。出席状況については、全部の回に出席することを前

提として、正当な理由のない欠席、遅刻を減点要素とする（１回について、欠

席１点、遅刻０．５点）。 

成績評価の基準 

期末試験は１００点満点として、その得点に応じて評価する。［正確な法律

知識］、［基礎的な法適用能力］、［議論や説得ができる能力等］の有無や程

度に照らして、評価を行う。 

平常点の中身は、出席状況、発言等授業への参加の積極性である。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

準備学習についての具体的な指示は、口頭あるいはＴＫＣの教育支援システ

ムへの掲載等で行う。 
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50．消費者問題 

 

授業科目名（カナ） 消費者問題    （ ショウヒシャモンダイ ） 

担当教員名（カナ） 大庭 康裕    （ オオバ ヤスヒロ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 水曜４限・水曜５限（隔週開講) 

講義の概要 

消費者法は常に発展途上の学問である。現代社会においては様々な消費者問

題が、日々生起しており、新たな問題については、従来の消費者保護法、民事

法、これまでの判例や解釈論などでは、十分に対処できない場合が多々出てく

る。その場合でも、適切な解決のために、既存の消費者保護法の趣旨や、民事

法の趣旨をくみ取って新たな理論を提起し、その理論を裁判例で認めさせ、そ

れを前提にして法改正を勝ち取るというのがこれまでの消費者法の発展の歴

史であった。これまでに消費者法はかなり整備されてきたが、なお、解決困難

な事例が数多く発生してきており、これからも、引き続き新たな理論を構築し

て、判例、法改正などに昇華させていく不断の努力が続けられるであろう。 

また、平成２９年５月２６日に民法の一部を改正する法律が成立したが（法

務省ホームページ等参照）、今までの消費者法の流れが民法を改正させる契機

になっていることも否定できない。このことからも判るように、消費者法の理

解は、法律家にとって必須である。現在では、法律家にとっては民法の理解だ

けでは不十分であり、民法の理解だけでは現実の問題解決は図れないことが多

い。 

 本講義では、多岐にわたる消費者問題と、それに対応する各種の消費者保護

のための法律の全体像を、実際に起きた消費者被害事件の映像も交えて、概観

する。 

到達目標 

本講義では、「消費者」保護の観点から消費者関連法を広く理解してもらう

と同時に、その法制度や法的技術、法理論を機能的に活用することによって、

これから発生すると思われる各種の消費者問題を解決していくための指針を

獲得してもらいたい。 

そして、実務家として、事例を中心にして具体的に問題をどう考えていくか

を学んでもらいたい。 

そのため、法律家を目指すロースクールの学生として、最低限の知識を持っ

て社会に羽ばたいてもらうための頭の中の「引き出し」の作製が、本講義の到

達目標である。 

なお、消費者問題は扱う事件の幅が広いだけでなく、前述したとおり発 
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展途上の学問であり、常に新しい問題が発生している（例えば、最近の話題と

してはビットコインなどのいわゆる仮想通貨の出現と、それに伴う新たな被害

などは、おそらく皆さんもご存じだと思う）。そこで、シラバスに記載した内

容を全部扱うとは限らないし、シラバスに記載していない問題を扱うこともあ

り得るので、その点は了承されたい。 

 ただ、①消費者契約法、②特定商取引法、③割賦販売法の基本は重要なので

一通り押さえたいと思っている。 

各回の授業内容 

１．消費者問題と消費者法 

(1) これまでの消費者問題の系譜と弁護士経験２０年で扱った 

消費者問題（多重債務問題、商工ローン問題、ヤミ金被害、アイディ

ック事件、その他） 

(2) 消費者・消費者問題と消費者法 

(3) 消費者及び消費者問題の特性 

      企業と消費者との非対称性、交渉力の格差 

      事前規制から事後救済の流れ 

      行政規制、競争秩序維持、民事規制 

      事後救済のみでは不十分 

      少額多数被害、生命身体の安全の問題など 

(4) 消費者政策と消費者法 

消費者法の体系 

      消費者基本法の理念と基本施策 

      各種業法、消費者契約法、製造物責任法、利息制限法、 

      特定商取引法、割賦販売法、金融商品取引法、先物取引法、 

貸金業規制法 

(5) 消費者行政の一元化 

(6) 講義の進め方 

２．消費者契約の過程Ⅰ － 契約の成立と意思表示の瑕疵 

(1) 消費者被害救済の法理 

(2) 契約の成否 

(3) 意思表示の瑕疵（錯誤・詐欺） 

(4) 交渉力の不均衡 

   交渉力の不均衡を解消する制度 

(5) 事例検討 

３．消費者契約の過程Ⅱ － 契約内容と効力 

(1) 契約内容の適正 

(2) 内容の適正（履行の段階での内容の妥当性） 

 ① 履行の段階での内容の妥当性 

 ② 信義則による契約履行段階における妥当性確保 
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(3) 内容の適正（約款規制） 

 ① 約款規制 

 ② 約款の内容と効力の適正 

(4) 事例検討 

４．消費者契約法 

(1) 消費者契約法の制定と改正の経緯 

(2) 消費者契約法の立法目的 

(3) 消費者契約法の適用範囲 

(4) 事業者の情報提供努力義務 

(5) 誤認による意思表示の取消 

(6) 困惑による意思表示の取消 

(7) 取消の効果 

(8) 取消権の行使期間 

(9) 媒介の委託を受けた第三者による勧誘 

(10)不当条項の無効 

(11)消費者団体訴訟制度 

 (12)事例検討 

５．特定商取引法Ⅰ 

(1) 特定商取引法の制定と改正の経緯 

(2) 特定商取引法の立法目的 

 (3) 特定商取引法の適用対象と基本構造 

(4) クーリング・オフ 

(5) 取消権 

(6) 中途解約権 

(7) 事例検討 

６．特定商取引法Ⅱ 

(1) 各取引類型に対する特定商取引法による規制の概要 

(2) 訪問販売 

 (3) 電話勧誘販売 

(4) 通信販売 

(5) 連鎖販売取引 

(6) 特定継続的役務提供 

(7) 業務提供誘引販売取引 

(8) ネガティブ・オプション 

(9) 事例検討 

７．割賦販売法 

(1) 割賦販売法の制定と改正の経緯 

(2) 割賦販売法の立法目的 
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(3) 割賦販売法の適用範囲 

(4) クレジット被害の実態と背景 

(5) 割賦販売法の適用対象 

(6) クーリング・オフ 

(7) 過量販売解除 

(8) 不実の告知等取消 

 (9) 抗弁の対抗 

 (10)事例検討 

８．消費者取引と不法行為 

(1) 消費者取引における不法行為責任の機能 

(2) 不法行為責任の意義 

(3) 不法行為の要件と取引型不法行為の特徴 

(4) 過失相殺 

(5) 消費者取引における不法行為訴訟の現状と課題 

(6) 事例検討 

９．金融商品と消費者 

(1) 金融商品取引の被害と救済の実情 

(2) 投資家保護法理 

  ① 説明義務と情報提供義務 

  ② 適合性原則 

  ③ 誠実公正義務、忠実義務 

  ④ 市場の公正 

  ⑤ 適合性原則と説明義務の関係 

 (3) 民事ルール 

  ① 民事ルールの概要 

  ② 金融商品販売法（金融商品の販売等に関する法律） 

  ③ 消費者契約法 

  ④ 保険法 

 (4) 業法 

  ① 金融商品取引法 

  ② 投資信託、法人法 

  ③ 銀行法 

  ④ 保険業法 

(5) 民法、金融商品販売法、消費者契約法、各業法の関係と選択 

(6)事例検討 

１０．先物取引被害救済 

(1) 先物取引とは 

(2) 先物取引の基礎的理解のために 
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(3) 先物取引被害の本質 

(4) 先物取引の危険性 

(5) 商品取引員の義務 

(6) 業者の義務違反、違法性主張の根拠 

(7) 無意味な反復売買の主張・立証（特定売買） 

(8) 新規委託者保護義務違反についての理解の仕方 

 (9) 両建てについての理解 

 (10)平成１６年商品取引所法改正の概要 

(11)事例検討 

１１．製造物責任法 

(1) 製造物責任法の制定の経緯と内容 

(2) 製造物責任法の構成 

(3) 条文・用語の解説 

(4) 欠陥製品に関する紛争の現状と問題点 

(5) 現状でどう立証するか 

(6) 事例検討 

１２．住宅と消費者 

(1) 欠陥住宅問題の実情 

  欠陥住宅被害の状況 

  欠陥住宅を生み出す要因 

  紛争解決の困難性 

(2) 住宅取得の形態と法制度 

      住宅取得の形態 

住宅建築に関する法制度 

 (3) 欠陥住宅訴訟の特質 

 (4) 紛争解決手続 

 (5) 事例検討 

１３．消費者信用と多重債務Ⅰ 

(1) 多重債務問題の現状と背景 

(2) 深刻化する多重債務問題とその原因 

(3) 債務者の位置付け＝「被害者」としての債務者 

(4) 多重債務問題をめぐる諸法令 

 ① 貸金業法による規制 

 ② 利息をめぐる法規制 

   ａ）利息制限法による制限利率 

   ｂ）出資法における制限利率と利息制限法との関係 

   ｃ）改正前貸金業法４３条の「みなし弁済」の成立について 

－ いわゆる「グレーゾーン」金利について 
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 (5) 改正出資法および貸金業法における金利規制の内容 

１４．消費者信用と多重債務Ⅱ 

－ 多重債務問題処理の手続 

(1) 多重債務事件の処理方法 

 (2) 手続の選択  

① 任意整理手続 

   ② 自己破産 

  ③ 個人再生手続 

  ④ 特定調停手続 

(3) 個人信用情報 

(4) 多重債務に関する諸問題 

商工ローン問題  

ヤミ金融 

      保証問題 

(5) 多重債務問題から貧困問題解決に向けて 

１５．宗教トラブルと消費者被害 

(1) 宗教トラブルの実態と背景 

(2) 検討されるべき法理論 

(3) 宗教トラブルへの対処のあり方 

(4) 事例検討 

成績評価の方法 

筆記試験を成績評価の主たる方法とする。その他、出席状況や授業中におけ

る質問への反応、授業中の発言なども参考にする。 

筆記試験の結果で９割、その他の要素で１割として評価する。 

成績評価の基準 

講義で習得した「消費者」保護を目的とする消費者関連法の枠組み・法理論

を前提として、それが具体的事例にどのように適用され、消費者被害の救済に

役立てられているかの理解度を成績評価の基準とする。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

民法を十分習得し講義に望むこと。講義内容は、消費者法についての入門

的・基礎的なものにする。 

教科書・参考文献 

① 消費者法講義第４版、日本弁護士連合会編 日本評論社 

② 消費者事件実務マニュアル〔補訂版〕―被害救済の実務と書式― 

福岡県弁護士会消費者委員会編 民事法研究会 

③ 消費者法実務ハンドブック―消

費者契約法 特定商取引法 割賦販売法の実務と書式  安達敏夫 吉

川樹士 日本加除出版 

 

※使用するテキストは③を考えていますので、とりあえず③をご準備くだ
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さい。①と②は参考書として扱います。 

履修条件 特になし 
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51．金融法 

 

授業科目名（カナ） 金融法    （ キンユウホウ ） 

担当教員名（カナ） 横尾 亘    （ ヨコオ ワタル ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 金曜３限 

講義の概要 

金融法の講義が対象とするのは、主として銀行法・金融商品取引法等となる。

予め配信されたレジュメにしたがって解説を加える。銀行・証券および消費者

金融に関する法的紛争は絶えず、金融に関する一般知識は法曹に不可欠と考え

られるため、金融法の講義でこれらについて得ることは諸君にとって有益であ

ると考える。また，銀行取引による貸出取引においては、証書貸付と並んで手

形貸付・手形割引が利用されていることなどに鑑み，手形についても触れる。 

到達目標 

本講義は、金融の仕組み、わが国の金融制度、さらに金融と法との関わり、

すなわち金融組織法ないし金融規制法の現状と問題点、及び民商法の応用分野

である金融取引法について理解を深め、金融に関する法的問題についての解決

能力を養成することを目的とする。 

各回の授業内容 

１．金融法の意義、直接金融と間接金融 

２．直接金融と金融商品取引法 

３．金融商品取引法と投資者保護 

４．発行開示 

５．継続開示 

６．金融商品取引法等による業法規制 

７．間接金融と銀行法による規制（１） 

８．間接金融と銀行法による規制（２） 

９．預金取引（１） 

10．預金取引（２） 

11．貸出取引 

12．金融取引における手形の利用 

13．手形割引 

14．代理人による手形行為と無権代理、手形の偽造・変造 

15．手形の流通と手形抗弁 

（上記は一応の予定であり、変更の可能性がある。） 

成績評価の方法 
期末試験の成績（100点満点）によって評価する。毎回、出席をとり、欠席は

1回につき1点を減点する。なお、再試験については行わない。 
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成績評価の基準 
①金融商品取引法の意義について理解しているか、②銀行法の意義について

理解しているか、③貸出取引における手形の利用方法について理解しているか。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 
予めレジュメを配信するので、目を通した上で授業に持参すること。 

教科書・参考文献 

教科書：教科書は特に指定せず、レジュメを配信する。 

参考書：①近藤光男ほか『基礎から学べる金融商品取引法』（弘文堂）②黒沼

悦郎『金融商品取引法入門〈第3版〉』（日経文庫）③福井修『金融取引法入門』

（金融財政事情研究会）④西尾信一『金融取引法（第2版）』（法律文化社）⑤

階猛ほか『銀行の法律知識（第2版）』（日経文庫）⑥西村総合法律事務所編『フ

ァイナンス法大全（上）』（商事法務）⑦川口恭弘『現代の金融機関と法[第4

版]』（中央経済社）等。 

履修条件 とくにないが、民法についての知識があることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

52．知的財産法 

 

授業科目名（カナ） 知的財産法   （ チテキザイサンホウ ） 

担当教員名（カナ） 山田 憲一   （ ヤマダ ケンイチ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 木曜４限 

講義の概要 

知的財産法のうち、特許法及び著作権法について、基礎的な知識の獲得、及

び、その知識に裏打ちされた法的判断を行う能力の涵養、を主たるテーマとし

ます。副次的には、これらの領域において、どのような法制度を構築すべきか

についての考察を深めることをも狙いとします。 

到達目標 

特許法及び著作権法の基本的な論点を含む具体的事案における当事者の権

利義務関係について、法規範の解釈適用により説得的に主張できるようになる

こと、です。 

各回の授業内容 

＊各回の授業内容末尾のカッコ内に示しているのは、教科書として予定してい

る『標準特許法』、『標準著作権法』の該当箇所です。教科書を変更する場合

には、それに応じて各回の授業内容も変更する可能性があります。 

 

１．序論 

知的財産法全般について概観し、法体系の中での位置づけを確認します。

併せて、侵害に対する救済の基本的な型を学習します（両テキストの序章）。 

[特許法]（カッコ内は『標準特許法』の該当箇所） 

２．特許権の保護対象・特許の要件 

 特許法による保護を受ける対象を扱います。具体的には、主として発明、産

業上の利用可能性、新規性、進歩性を取り上げ、先願、公序良俗等にも触れ

ます（第1章第1節・第2節）。 

３．権利の主体 

 発明者、特許を受ける権利、冒認、職務発明を扱います（第1章第3節）。 

４．特許権の効力・消滅事由・技術的範囲 

 特許権の原則的な効力、特許権の消滅事由、及び、特許発明の技術的範囲を

扱います（第1章第4節・第5節、第2章第1節）。 

５．均等論・間接侵害 

 均等論、及び、間接侵害を扱います（第2章第2節・第3節）。 

６．特許権の制限・利用 

特許権の効力が及ばない場合、及び、特許権の利用を扱い、併せて刑事罰
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にも触れます（第2章第4節・第5節、第3章）。 

７．特許取得手続・特許行政争訟 

 特許権を取得するための行政手続、及び、特許行政争訟を扱います（第4章・

第5章）。 

８．権利侵害救済手続 

 権利侵害救済手続を扱い、併せて、実用新案法、特許をめぐる条約にも触れ

ます（第6章～第8章）。 

[著作権法]（カッコ内は『標準著作権法』の該当箇所） 

９．著作物の定義・著作物の例示 

 著作物の定義及び例示に関する規定を扱い、併せて、保護される著作物に触

れます（第1章第1節～第3節）。 

１０．二次的著作物等・著作権の主体 

 二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物、及び、著作権の主体を

扱います（第1章第4節・第5節、第2章）。 

１１．著作権の効力 

 支分権、及び、侵害とみなす行為を扱います（第3章）。 

１２．権利の制限 

 著作権の制限規定を扱い、併せて保護を受けない著作物、及び、時間的限界

に触れます（第4章）。 

１３．権利の利用 

 著作権の制限について補足すると共に、権利の利用を扱います（第4章第3

節、第5章）。 

１４．著作者人格権・著作隣接権 

 著作者人格権、及び、著作隣接権を扱います（第6章・第7章）。 

１５．著作権侵害等 

著作権侵害とその救済手続を扱い、併せて、著作権をめぐる条約に触れます

（第8章・第9章）。 

成績評価の方法 

期末試験の成績（60％）、平常点（25％）及びレポート（15％）を総合して

評価します。平常点の評価は、出席状況、小テスト及び/又は課題への取り組

み、並びに、授業中の発言によります。出席状況につき、毎回の出席を前提と

しますので、正当な理由のない欠席・遅刻を減点事由とし（一回につきそれぞ

れ3点、1.5点）、出席回数が授業回数の三分の二に満たない場合には期末試験

の受験資格を喪失するものとします。小テスト及び/又は課題への取り組みは

全体の15％、授業中の発言についての評価は全体の10％の割合とします。 

成績評価の基準 

期末試験については、設問で与えられた事実に基づいて、結論を導くために

必要な規範及びそれに関連する論点を的確に指摘した上、必要に応じて理由を

示しつつ自説を提示した上で当てはめる、という操作がどの程度できているか

により評価します。 
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平常点中、出席状況については、「成績評価の方法」欄をご覧下さい。小テ

ストないし課題については、期末試験と同様の基準により評価します。授業中

の発言については、発言回数に比例した得点とすることを原則とし、その具体

的基準は、受講者数を勘案して開講時にお知らせすることとします。 

レポートについては、課題の設定、資料の収集・分析、自己の見解の提示と

理由付け、及び、形式的に整った文書の作成が、それぞれどの程度適切に出来

ているかにより評価します。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

各回、教科書の該当箇所、及び、予め指示する判例等を読んだ上で出席して

下さい。 

教科書・参考文献 

 教科書は、以下の2冊です。ただし、この授業は後期の開講ですので、

前期の間の出版状況をみて教科書を変更する可能もあります。その場合

は、前期試験の最終日までにお知らせします。 

 高林龍『標準特許法』（有斐閣、第6版、2017年） 

  同 『標準著作権法』（有斐閣、第3版、2016年） 

参考文献は講義中に適宜指示しますが、差し当たり、以下のものを挙げてお

きます。 

中山信弘『特許法』（弘文堂、第3版、2016年） 

島並良・上野達弘・横山久芳『特許法入門』（有斐閣、2014年） 

駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法1 特許法』（有斐閣、2014年） 

茶園成樹編『特許法』（有斐閣、第2版、2017年） 

作花文雄『詳解 著作権法』（ぎょうせい、第5版、2018年） 

三山裕三『著作権法詳説』（勁草書房、第10版、2016年） 

島並良・上野達弘・横山久芳『著作権法入門』（有斐閣、第2版、2016年） 

茶園成樹編『著作権法』（有斐閣、第2版、2016年） 

駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法Ⅱ 著作権法』（有斐閣、201

6年） 

半田正夫『著作権法概説』（法学書院、第16版、2015年） 

中山信弘『著作権法』（有斐閣、第2版、2014年） 

 岡村久道『著作権法』（民事法研究会、第3版、2014年） 

斉藤博『著作権法概論』（勁草書房、2014年） 

中山信弘他編『特許判例百選』（有斐閣、第4版、2012年） 

小泉直樹他編『著作権判例百選』（有斐閣、第6版、2019年3月刊行予定） 

特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（発明協会、第20版、

2017年） 

中山信弘他編『新・注解特許法 上巻・中巻・下巻』（青林書院、2017年） 

加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、6訂新版、2013年） 

半田正夫他編『著作権法コンメンタール１～３』（勁草書房、第2版、2015

年） 
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小倉秀夫・金井重彦編『著作権法コンメンタール』（レクシスネクシス・ジ

ャパン、2013年） 

履修条件 特にありません。 
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53．知的財産法演習 

 

授業科目名（カナ） 知的財産法演習 （ チテキザイサンホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 山田 憲一   （ ヤマダ ケンイチ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜３限 

講義の概要 

 ２年次以上に配当されている講義科目「知的財産法」における学習を前提と

して、特許法及び著作権法の重要判例を素材とする、発展的な学習を行います。

本法科大学院における「養成する人材」の中では、特に、②の「正確な法律知

識に裏打ちされた法的判断（法的分析と推論）」ができる能力の涵養に力を入

れたいと思います。 

到達目標 

 本演習で取り上げた判例の事案と同一ないし類似する事案について、与えら

れた事実から法的問題及びその処理に用いる法規範を発見する能力、並びに、

当該規範を解釈適用して説得的に結論を導く能力を身につけることです。 

各回の授業内容 

 各回で取り上げる判例は、以下のとおりです。受講者の様子をみて、追加す

る可能性もあります。 

 

１．最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁〔ボールスプライン] 

２．最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁[プラバスタチンナトリウム] 

３．最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁[ＢＢＳ] 

４．最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁[インクタンク] 

５．最判平成17年6月17日民集59巻5号1074頁[リガンド分子安定複合体] 

６．最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁〔ウォーキングビーム式加熱炉] 

７．最判平成11年4月16日民集53巻4号627頁[膵臓疾患治療剤] 

８．最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁[メリヤス編機] 

９．最判平成9年7月17日民集51巻6号2714頁[ポパイネクタイ] 

10．最判平成13年2月13日民集55巻1号87頁[ときめきメモリアル] 

11．最判平成13年6月28日民集55巻4号837頁[江差追分] 

12．最判平成13年10月25日判時1767号115頁[キャンディ・キャンディ] 

13．最判平成14年4月25日民集56巻4号808頁[中古ビデオゲーム] 

14．最判平成15年4月11日判時1822号133頁[ＲＧＢアドベンチャー] 

15．最判平成23年1月20日民集65巻1号399頁[ロクラクⅡ] 
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成績評価の方法 

 平常点（35％）、課題（35％）、期末試験（30％）によって評価します。 

出席については、正当な理由のない欠席・遅刻を減点事由とし（一回につき

それぞれ3点、1.5点）、出席回数が授業回数の三分の二に満たない場合には期

末試験の受験資格を喪失するものとします。 

成績評価の基準 

平常点は、主として授業中の質疑を通じて、予習の状況、前提知識の理解度、

分析・応用の達成度等の観点から評価します。 

課題及び期末試験は、授業で取り上げた判例の事案に類似する事例問題に対

する解答を作成してもらう形式を予定しており、事案に応じて適切な法的問題

ないし法規範を発見できているか、及び、当該規範を解釈適用して説得的に結

論を導いているか、により評価します。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

 各回で取り上げる判例に目を通してきて下さい。また、その際に生じた疑問

点について、各判例の評釈やテキスト類等で調べてきて下さい。 

教科書・参考文献 

 教科書は指定しません。参考書は適宜指示しますが、差し当たり以下のもの

を挙げておきます。 

 

高林龍『標準特許法』（有斐閣、第6版、2017年） 

中山信弘『特許法』（弘文堂、第3版、2016年） 

島並良・上野達弘・横山久芳『特許法入門』（有斐閣、2014年） 

駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法1 特許法』（有斐閣、2014年） 

茶園成樹編『特許法』（有斐閣、第2版、2017年） 

高林龍『標準著作権法』（有斐閣、第3版、2016年） 

作花文雄『詳解 著作権法』（ぎょうせい、第5版、2018年） 

三山裕三『著作権法詳説』（勁草書房、第10版、2016年） 

島並良・上野達弘・横山久芳『著作権法入門』（有斐閣、第2版、2016年） 

茶園成樹編『著作権法』（有斐閣、第2版、2016年） 

駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法Ⅱ 著作権法』（有斐閣、2016年） 

半田正夫『著作権法概説』（法学書院、第16版、2015年） 

中山信弘『著作権法』（有斐閣、第2版、2014年） 

岡村久道『著作権法』（民事法研究会、第3版、2014年） 

斉藤博『著作権法概論』（勁草書房、2014年） 

中山信弘他編『特許判例百選』（有斐閣、第4版、2012年） 

小泉直樹他編『著作権判例百選』（有斐閣、第6版、2019年3月刊行予定） 

特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（発明協会、第20版、201

7年） 

中山信弘他編『新・注解特許法 上巻・中巻・下巻』（青林書院、2017年） 

加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、6訂新版、2013年） 

半田正夫他編『著作権法コンメンタール１～３』（勁草書房、第2版、2015年） 

小倉秀夫・金井重彦編『著作権法コンメンタール』（レクシスネクシス・ジャ
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パン、2013年） 

履修条件 

２年次以上に配当されている講義科目「知的財産法」を履修された方が受講

されることを想定していますが、それと同程度以上の学習をされた方であれば、

受講されても差し支えありません。 
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54．労働法 

 

授業科目名（カナ） 労働法    （ ロウドウホウ ） 

担当教員名（カナ） 有田 謙司    （ アリタ ケンジ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 水曜２限 

講義の概要 

本講義は、いわゆる個別的労働関係法（雇用関係法）（労働者と使用

者の個別の関係を規律する法）および集団的労働関係法（労使関係法）

（労働者、使用者と労働組合との集団的な関係を規律する法）の領域に

おける重要な判例・学説の解説、検討を行うものである。 

到達目標 

 本講義は、労働法演習において目標とする、具体的な法律問題に直面

した際に法律家として解決策・対応策を受講者が自ら見出すことができ

るようにすることへとつなげるために、それに必要な労働法の知識と思

考力を身につけてもらうことを目指す。 

各回の授業内容 

１．労働法の全体の構造（他の法領域との関係、法源、実効性確保の仕

組み）、労働法の当事者（労働者、使用者、労働組合） 

２．労働契約（成立、権利義務、変動） 

３．就業規則（手続、法的効力） 

４．労働者の人権の保障（労働憲章、雇用差別） 

５．人事（昇進・昇格・降格、配転、出向、転籍、休職）、企業組織の

変動 

６．懲戒、人格権・プライバシー、内部告発 

７．解雇（解雇手続、解雇権濫用、整理解雇） 

８．解雇以外の労働契約の終了事由（辞職、合意解約、定年制、期間の

定めのある労働契約の更新拒否）、労働契約終了後の規制 

９．賃金 

１０．労働時間、休憩、休日、休暇、休業 

１１．労働組合の組織・運営・変動 

１２．不当労働行為 

１３．団体交渉、労働協約 

１４．団体行動（争議行為、組合活動） 

１５．労働安全衛生、労災補償 
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成績評価の方法 

以下の配分による評価を総合して成績評価をする 

①期末試験７０点 

②平常点（出席状況、発言回数、発言の内容、授業内小テスト1回） 

３０点 

なお、出席状況の評価の仕方は、毎回授業へ出席することを前提に、

欠席・ 遅刻については、１回について欠席１点、遅刻０．５点を減点

する。また、 欠席が１／３を超える場合は、期末試験の受験資格を認

めない。 

成績評価の基準 

労働法演習において目標とする、具体的な法律問題に直面した際に法

律家として解決策・対応策を受講者が自ら見出すことができるようにす

ることへとつなげるために、それに必要な労働法の知識と思考力をどの

程度身につけたか、という基準で成績を評価する。 

準備・事後学習につ

いての具体的な指

示 

事前にＴＫＣ教育支援システムを通じて、レジュメ・資料を配布する。

レジュメ・資料に書かれている論点、判例、学説について、教科書や参

考書の該当説明部分を事前にしっかり読んで、講義レジュメに記載され

ている質問事項（Question）および授業中に教員が質問する内容に答え

られるように、あるいは、授業中に教員に対して有益な質問をなし得る

ように、事前の準備をしておくこと。 

なお、１５回の授業で労働法のほぼ全体に関する知識を得られるよう

にするためには、後期に授業が始まるまでに、教科書を少なくとも１回

は読んでおくことが必要である。 

教科書・参考文献 

教科書としては、水町勇一郎『労働法 第７版』（有斐閣・２０１８

年）を使う。 

参考書としては、菅野和夫『労働法 第１１版補正板』（弘文堂・２

０１７年）、荒木尚志『労働法 第３版』（有斐閣・２０１６年）、別

冊ジュリスト『労働判例百選 第９版』（有斐閣・２０１６年）、西谷

敏ほか編『別冊法学セミナー新基本法コンメンタール労働組合法』（２

０１１年・日本評論社）、西谷敏ほか編『別冊法学セミナー新基本法コ

ンメンタール労働基準法・労働契約法』（２０１２年・日本評論）、唐

津博ほか編『労働法重要判例を読むⅠ・Ⅱ』（２０１３年・日本評論社）

を挙げておく。 

その他、授業中にも適宜、参考文献を案内する。 

履修条件  特になし。 
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55．労働法演習 

 

授業科目名（カナ） 労働法演習   （ ロウドウホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 有田 謙司   （ アリタ ケンジ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 水曜２限 

講義の概要 

本講義では、各受講者が、事前に検討する判決についての自己の見解を

まとめたものを用意し、当該判決における法的な論点を明らかにし、関連

する重要判例や主要学説の内容・位置づけを踏まえて、自分が、判定者で

ある裁判官として、あるいは、事件当事者の代理人弁護士として、当該判

決を素材として、問題の解決策・対応策を提示することを求められる。 

 そのため、本講義では、毎回、受講者全員に、まず、事前に自己の見解

をまとめてきたものをもとに、当該判決における法的論点の提示をもとめ

る。そのうえで、それに関わる判例・学説の状況について、担当教員から

の質問により、十分な検討がなされているかの確認を行う。その後、担当

教員からのさらなる質問を受けながら、当該判決について、どのような法

的解決がほかに考えうるのかについて、法律構成等について受講者間で議

論を行う。そして、最後に、担当教員が議論のまとめをおこない、当該判

決で押さえるべき法的論点についての解説を行う。なお、担当教員からは、

当該判決からさらに派生するような質問もなされるので、受講者にはそれ

に備えた準備も求められる。 

したがって、本講は、以上のような方法で進めることにより、到達目標に

掲げるような力を受講生が身につけることができるようにすることを企

図しているものである。 

到達目標 

本講義は、事例を素材にした演習用の教材を基に、講義科目で履修した

内容が習得できているか、それが当該事例において使えるか、という点に

留意しながら、受講生が、労働法の理解および重要事項の説明能力を定着

させること、併せて、それを書面においてより説得的に表現することがで

きるようにすることを目標とする。 

各回の授業内容 

１．労働法上の「労働者」 

２．労働法上の「使用者」 

３．就業規則 

４．労働契約 

５．人事 
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６．懲戒 

７．解雇 

８．雇用差別 

９．賃金 

１０．労働時間 

１１．休暇・休業 

１２．団体交渉 

１３．労働協約 

１４．団体行動 

１５．不当労働行為 

成績評価の方法 

以下の配分による評価を総合して成績評価をする。 

①期末試験７０点 

②平常点（事前の準備状況、発言回数・その内容、授業内小テスト１回） 

３０点 

なお、出席状況の評価の仕方は、毎回授業へ出席することを前提に、欠

席・遅刻については、１回について欠席１点、遅刻０．５点を減点する。     

また、欠席が１／３を超える場合は、期末試験の受験資格を認めない。 

成績評価の基準 

講義科目で履修した内容が習得できているか、それを事例問題において

使えているか、労働法の理解および重要事項の説明能力を定着させること

ができているか、それを書面においてより説得的に表現することができる

ようになっているか、といったことを基準にして、成績を評価する。 

準備・事後学習につ

いての具体的な指

示 

事前にＴＫＣ教育支援システムを通じて取り扱う判決および検討事項

についてのメモをPDFファイルにして配付するので、指示した参考文献等

を使いながら、法的論点について、学説・判例の状況をまとめ、そのうえ

で、自己の見解をしっかりとまとめておくこと。 

事前の準備が十分になされていなければ、担当教員の質問に答えられな

いこととなり、受講者での議論も行えないこととなって、前述の本講義が

演習形式で行われることにより達成しようとする目的を果たすことがで

きなくなってしまう。本講義が、その目的を達することができるか否かは、

ひとえに受講者の準備状況にかかっている。しっかりと準備をして講義に

望んでほしい。 

教科書・参考文献 

参考書としては、水町勇一郎『労働法 第７版』（有斐閣・２０１８年）、

菅野和夫『労働法 第１１版補正板』（弘文堂・２０１７年）、荒木尚志

『労働法 第３版』（有斐閣・２０１６年）、別冊ジュリスト『労働判例

百選 第９版』（有斐閣・２０１６年）、西谷敏ほか編『別冊法学セミナ

ー新基本法コンメンタール労働組合法』（２０１１年・日本評論社）、西

谷敏ほか編『別冊法学セミナー新基本法コンメンタール労働基準法・労働

契約法』（２０１２年・日本評論社）、唐津博ほか編『労働法重要判例を
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読むⅠ・Ⅱ』（２０１３年・日本評論社）を挙げておく。 

その他、授業中にも適宜、参考文献を案内する。 

履修条件 
講義の労働法を履修したか、自己で労働法をひととおり学習した者であ

ること。 
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56．経済法 

 

授業科目名（カナ） 経済法    （ ケイザイホウ ） 

担当教員名（カナ） 岩本 諭    （ イワモト サトシ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 火曜３限 

講義の概要 

本講義は、競争法（Competition Law）ともいわれる「独占禁止法（関係法令

を含む）」の基本的な考え方と知識を習得することを目的とする。とりわけ、

独占禁止法は、ビジネス・ローの中核法の一つとして、動態的な経済事象と密

接に関係することから、最新の事例を可能な限り取り上げる。 

また、本講義は、法曹において圧倒的に不足している「一般消費者の利益の

確保」を究極の目的とする独占禁止法に精通した法律実務家を養成することを

サブ・モチーフとする。 

到達目標 

本講義の到達目標は、独占禁止法の基礎概念、規制対象である各行為類型、

サンクション－行政上の措置、刑事罰－、訴訟制度の基本知識の完全に習得す

ること(第１の目標)、与えられた事例(百選レベル)について的確に論点を抽出

し、適切に説明できること(第２の目標)である。 

各回の授業内容 

１．経済法の意義・目的・体系 

２．独占禁止法の基礎概念と公正取引委員会、法執行および訴訟制度 

３．カルテルの禁止①－カルテル規制(総論)、構成要件(ⅰ)行為類型 

４．カルテルの禁止②－構成要件(ⅱ)競争要件、(ⅲ)公益要件 

５．カルテルの禁止③－サンクション、「入札談合」の構造と規制 

６．私的独占の禁止、独占的状態に対する規制 

７．企業集中に対する規制①－規制制度総論～市場集中と一般集中 

８．企業集中に対する規制②－合併・株式取得の規制基準 

９．不公正な取引方法の禁止①－総論～「公正競争阻害性」とは何か 

10．不公正な取引方法の禁止②－再販売価格の拘束、適用除外再販 

11．不公正な取引方法の禁止③－非価格制限行為に対する規制 

12．不公正な取引方法の禁止④－不当廉売規制、抱き合わせ規制 

13．不公正な取引方法の禁止⑤－優越的地位の濫用、不当取引妨害 

14．不公正な取引方法の禁止⑥－共同ボイコット、単独の取引拒絶・差別 

15．事業者団体に対する規制－規制の意義、各条項の意味・射程 

※本講義においては、パワーポイントを使用するほか、レジュメを配布する。 
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成績評価の方法 

経済法に関する実務に対応できる基礎知識と基本的思考の習得度を測るた

め、定期試験および平常点（課題消化および質疑応答の状況）に基づき評価す

る。それぞれの評価項目の配分は期末試験(80%)、平常点〔課題消化および質疑

応答の状況(20%)〕である。 

講義の出席が3分の2に満たない受講生の定期試験受験は認めない。 

成績評価の基準 

【定期試験（期末試験）】 

・事例問題を２問出題する。出題された事例が独占禁止法のいかなる規

制制度に関する問題であるかを的確に捉えて整理できるかどうかが重要

な評価の観点となる。 

【平常点】 

・講義は一方的講義に終始することなく、基本知識や考え方を問うかたちに拠

る。このため下記「準備・事後学習についての具体的な指示」記載のとおり、

事前学習が必要となる。講義の質疑において、事前学習が行われていない場合

（課題消化の状況）、きわめて不十分であると思われる場合または回答がなさ

れない場合（質疑応答の状況）については、平常点の減点対象となる場合があ

る。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

本講義は、受講生の予習を前提として行われる。各回いずれにおいても、制

度趣旨、基本事項について解説するとともに、関係する審決ないし判例につい

て確認する。独占禁止法違反事件は頻繁に発生していることから、報道等にお

いて関連事件に接した場合には、関心を持って頂きたい。 

講義は、一方的講義に終始することなく、質疑応答を適宜行う。また、その

都度、質問を受け付け、その場で疑問点の解消に努める。第１回の講義を除き、

毎回の講義において、次週までの予習の範囲を指示するので、事前学習を必要

とする。また、講義出席の後、講義内容について事後学習を行い、基本知識の

確認をお願いしたい。 

なお、基本書(下記掲載)は標準的テキストであるが、章によっては「経済学

的記述」を多用した章も散見される。こうした記述に振り回される必要はない。 

教科書・参考文献 

【教科書(必携)】      

・金井=川濱=泉水編「独占禁止法〔第６版〕」弘文堂  

・「経済法審決・判例百選」〔第２版〕有斐閣 

【参考文献】 

・「ケースブック独占禁止法」弘文堂 

・「経済法 演習ノート〔第2版〕」法学書院  

・白石忠志「独占禁止法 第3版」有斐閣 

・根岸哲＝舟田正之「独占禁止法概説〔第5版〕」有斐閣 

・その他、適宜指示する。 

履修条件 なし 
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57．経済法演習 

 

授業科目名（カナ） 経済法演習    （ ケイザイホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 岩本 諭    （ イワモト サトシ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 火曜３限 

講義の概要 

「経済法演習」は、前期または前年度の講義において習得した独禁法の基本

的考え方と基礎知識に基づき、与えられた課題(事例)について、論点を抽出・

整理し、的確に分析する能力を高めることを目的とする。 

毎回、①「競争の実質的制限」に関する事例、②「公正競争阻害性」に関す

る事例の計２問を素材として、論点抽出、適用条文、事案の分析・整理を中心

とした演習形式の講義を実施する。 

また、本講義は、前期開講「経済法」と同様、法曹において圧倒的に不足し

ている「一般消費者の利益の確保」を究極の目的とする独禁法に精通した法律

実務家を養成することをサブ・モチーフとする。 

到達目標 

事例分析をとおして基本的考え方と基礎知識を整理する場である。多くの事

例を通じて、的確な論点把握と法律構成の能力を高めるとともに、基本的考え

方と基礎知識の確認を行うことが主眼である。与えられた事例(審決、判決等)

について、独占禁止法上の論点を的確に抽出・整理すること（第１の到達目標）、

事例を適切に説明できること（第２の到達目標）が本講義の主眼となる。 

各回の授業内容 

1. 事例分析(1)～①カルテル・入札談合、②不公正な取引方法から出題 

2. 事例分析(2)～①カルテル・入札談合、②不公正な取引方法から出題 

3. 事例分析(3)～①私的独占、②不公正な取引方法から出題 

4. 事例分析(4)～①私的独占、②不公正な取引方法から出題 

5. 事例分析(5)～①カルテル・入札談合、②不公正な取引方法から出題 

6. 事例分析(6)～①事業者団体、②不公正な取引方法から出題 

7. 事例分析(7)～①カルテル・入札談合、②不公正な取引方法から出題 

8. 事例分析(8)～①私的独占、②不公正な取引方法から出題 

9. 事例分析(9)～①私的独占、②不公正な取引方法から出題 

10. 事例分析(10)～①企業集中、②不公正な取引方法から出題 

11. 事例分析(11)～①カルテル・入札談合、②不公正な取引方法から出題 

12. 事例分析(12)～①事業者団体、②不公正な取引方法から出題 

13. 事例分析(13)～①カルテル・入札談合、②不公正な取引方法から出題 

14. 事例分析(14)～①事業者団体、②不公正な取引方法から出題 
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15. 事例分析(15)～①カルテル・入札談合、②不公正な取引方法から出題 

成績評価の方法 

経済法に関する実務に対応できる基礎知識と基本的思考の習得度を測るため、

定期試験および平常点（課題消化および質疑応答の状況）に基づき評価する。

それぞれの評価項目の配分は期末試験(80%)、平常点〔課題消化および質疑応答

の状況(20%)〕である。 

講義の出席が3分の2に満たない受講生の定期試験受験は認めない。 

成績評価の基準 

【定期試験（期末試験）】 

・事例問題を２問出題する。出題された事例が独占禁止法のいかなる規

制制度に関する問題であるかを的確に捉えて整理できるかどうかが重要

な評価の観点となる。 

【平常点】 

・本義は、事例分析が中心となり、下記「準備・事後学習についての具体的な

指示」記載のとおり、事前学習が必要となる。講義の質疑において、事前学習

が行われていない場合（課題消化の状況）、きわめて不十分であると思われる

場合または回答がなされない場合（質疑応答の状況）については、平常点の減

点対象となる場合がある。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

 毎回2つの事例を検討する。１問は、課題として渡し、次回講義の際に回答を

求め、また解説する。もう１問は、その場で一定時間以内に各自が検討し、検

討した内容について報告する。講師と受講者との間の質疑応答が講義の中心と

なる。基本書と基本判例についての事前と事後の学習が求められる。 

教科書・参考文献 

【教科書(必携)】      

・金井=川濱=泉水編「独占禁止法〔第６版〕」弘文堂  

・「経済法審決・判例百選」〔第２版〕有斐閣 

【参考文献】 

・「ケースブック独占禁止法」弘文堂 

・「経済法 演習ノート〔第2版〕」法学書院  

・白石忠志「独占禁止法 第3版」有斐閣 

・根岸哲＝舟田正之「独占禁止法概説〔第5版〕」有斐閣 

・その他、適宜指示する。 

履修条件 「経済法」を履修していることが望ましい。 
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58．執行・保全法 

 

授業科目名（カナ） 執行・保全法    （ シッコウ・ホゼンホウ ） 

担当教員名（カナ） 濵﨑 録    （ ハマサキ フミ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 火曜４限 

講義の概要 

民事手続法は、おもに判決手続を中心とする民事訴訟法と民事執行法・民事

保全法によって構成される。この講義では、後者の民事執行法・民事保全法を

対象とする。判決手続は争っている当事者間の権利関係について、いわば観念

的に判断するのに対して、後者は権利者による権利を現実に実現するものであ

る。また、判決手続に先行して将来の権利の実現が不能又は困難になる危険か

ら権利者を保護するための暫定的な措置を講ずる制度を用意したのが民事保

全法である。 

 民事執行法、民事保全法は、司法試験のなかでも民法および民事訴訟法の前

提として触れられることがある分野である。本講義では民法および民事訴訟法

との関連を確認しながら、執行・保全手続の特徴を理解することを目的とする。 

到達目標 

本講義は、民事保全と民事執行の特性を踏まえて、判決手続と対比しながら

理解することを権利実現のための一連の手続を理解することを目標とする。ま

た、保全・執行の手続の理解を通して民事手続法全体あるいは判決手続の特徴

について再確認し、理解することも目指す。 

授業内容 

【第Ⅰ部】 民事執行法 

第1回 強制執行概観  

第2回 執行当事者 

第3回 債務名義 

債務名義の意義と種類、既判力の主観的範囲（民事訴訟法115条）と執行力の

及ぶ範囲との関係 

第4回 執行文、請求異議の訴え、執行文をめぐる訴訟（①執行文付与の訴え

と②執行文付与に対する異議の訴え） 

第5回 執行異議と執行抗告 

第6回 第三者異議の訴え、違法執行と不当執行 

第 7回・第 8回 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 

不動産に対する強制執行 

 強制競売 ／ 強制管理 

 動産に対する強制執行 
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 債権およびその他の財産権に対する強制執行  

  差押禁止債権 ／ 取立訴訟 ／ 転付命令 ／ 譲渡命令 

第 9回 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行 

物の引渡し等 ／ 作為・不作為―代替執行 ／ 間接強制 

第 10回 担保権の実行その他 

担保権の実行としての競売、形式的競売、担保不動産収益執行  

第11回 これまでの確認および中間テストと解説 

【第Ⅱ部】 

第12回 民事保全法 

民事保全の意義、種類、手続概観 

第13回 保全命令手続 

申立て― 被保全権利の存在と保全の必要性 ／ 立担保 

 保全命令の発令（決定） 

第 14回 不服申立の手続 

申立てを却下する決定に対する即時抗告 

保全命令に対する①保全異議、②保全取消し、③保全抗告 

第15回 保全執行手続 

 申立て ／ 仮差押えの執行 ／ 仮処分の執行 

成績評価の方法 

中間テスト（3 割）、平常点（1 割）および期末試験（6 割）によって評価

する。平常点は講義中の質問への応答により評価する。なお、授業への出席が

3分の 2を下回った場合、期末試験の受験資格を失う。（欠席は 1回ごとに 3

点、遅刻は 1点を平常点から減点する。） 

成績評価の基準 

成績評価の基準は、基礎的概念を理解できているか、各手続の構造と特徴お

よび違いを理解することができているか、重要な問題について議論状況を理解

できているかを中心とする。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

テキストの該当箇所について簡単に目を通して講義に臨むこと。また、予習

復習において関連条文を参照し、手続をイメージすることが必要である。 

教科書・参考文献 
中野貞一郎『民事執行･保全法（補訂版）』（有斐閣、2013 年)、伊藤眞・

上原敏夫・長谷部由紀子編『民事執行・保全法判例百選（第 2版）』有斐閣（2012） 

履修条件 担保物権法、民事手続法を履修済みであることが必要である。 
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59．倒産法 

 

授業科目名（カナ） 倒産法     （ トウサンホウ ） 

担当教員名（カナ） 西郷 雅彦   （ サイゴウ マサヒコ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 木曜３限 

講義の概要 

後掲の「破産・再生」を使用します。この「破産・再生」は，破産手続と民

事再生手続とを対比しながら書かれていますが，破産法が基本であり，破産法

の理解なくして他の倒産処理手続の理解はあり得ないといってよいので，講義

では，民事再生手続の部分は飛ばして破産手続の部分だけを先に勉強し，その

後に民事再生手続の部分に戻りながら勉強するという形をとります。 

ただ，講義の時間的制約などから，倒産法分野のうち，民事再生法，会社更

生法に関しては，骨格部分だけしか触れることしかできない可能性があるの

で，これらの分野においては，本講義の終了後，習得した破産法の知識，思考

力等を基礎として，各自の自学自習に委ねざるを得ない部分があります。 

到達目標 

現代社会において，病理的な現象ではありますが，倒産という事態が極めて

多数起きています。このような倒産という事態に対処し，多くの利害関係人ら

の利益調整を適切に行うことなしに，人々が真に納得できる結論を導き出すこ

とはあり得ません。その前提となる的確な事案の把握，正確な法律知識を身に

つけるために，倒産処理に関する法制度を概観するとともに，破産法を中心に

基本的な構造や概念を理解，習得することを到達目的とします。また，より身

近に倒産処理の実務を感じてもらうために，実務で使用されている書式等も利

用し，現実の事件処理のあり方等についても触れながら，より深い理解ができ

るように行う予定です。そして，さらに倒産法特講を受講する基礎的な知識，

能力を涵養することを到達目的とします。 

各回の授業内容 

１．倒産法の目的と手続の特質 

 倒産法の意義と特質（倒産法の制度目的，倒産実体法と倒産手続法，清算型

手続と再建型手続），手続の選択と競合（手続の選択，手続の競合）につい

て学ぶ。 

２．倒産手続の開始 

 破産手続開始の申立て（破産手続開始原因，破産手続開始の申立権者），手

続開始の取下げ制限），手続開始要件の審理と裁判（裁判所における審理，

破産手続の開始），手続開始の効果（破産手続開始の効果），手続開始決定前

の保全措置（破産手続開始決定前の保全措置）について学ぶ。 
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３．破産手続の期間 

 裁判所，破産管財人（破産手続における機関，破産管財人の法的地位，破産

管財人の職務と権限，破産管財人の義務）を学ぶ。 

４．消極財産の調査・確定 

 手続対象債権の処遇（債権区分の意義，破産債権，数人の全部義務者につい

ての破産手続開始と手続参加，債権の届け出・調査・確定，債権者集会，債

権者委員会），財団債権を学ぶ。 

５．積極財産の変動・確定① 

 契約関係の処理（倒産手続開始の契約関係に対する影響，双方未履行双務契

約の基本的規律，賃貸借契約と倒産処理，請負契約と倒産処理，雇用契約と

倒産処理）を学ぶ。 

６．積極財産の変動・確定② 

 前回に引き続き契約関係の処理を学ぶとともに，取戻権（意義，一般の取戻

権，特別の取戻権）を学ぶ。 

７．積極財産の変動・確定③ 

 担保権の処遇（担保権の処遇に関する基本的視座，別除権の行使方法，別除

権者の手続参加，破産手続における担保権の消滅，非典型担保の位置づけを

学ぶ。 

８．積極財産の変動・確定④ 

 相殺権（相殺の意義と機能，相殺権の拡張，相殺権の制限，相殺権の行使）

を学ぶ。 

９．積極財産の変動・確定⑤ 

 否認（意義と類型，否認権の要件，否認権の特殊類型，否認権の行使，否認

権行使の効果）を学ぶ。 

10．積極財産の変動・確定⑥ 

 前回に引き続き否認権を学ぶとともに，法人役員の責任追及を学ぶ。 

11．破産財団の管理・換価・配当 

 破産財団の管理・換価・配当（破産財団の管理・財産の確保，破産財団の換

価，配当手続，破産手続の終了），個人破産（個人破産と破産法の目的，自

由財産，免責，復権）を学ぶ。 

12．民事再生法①（倒産手続の開始） 

 民事再生法に入り，手続開始原因と申立て（再生手続開始の申立て，手続開

始申立ての取下げ原因），手続開始要件の審理と裁判（再生手続の開始，再

生手続開始の効果），手続開始決定前の保全措置を学ぶ。 

13．民事再生法② 

 倒産手続の機関（裁判所，再生債務者と監督委員），消極財産の調査・確定

（再生債権，債権の届出・調査・確定，債権者集会，債権者委員会と代理委員），

 共益債権，積極財産の変動（契約関係の処理，取戻権，担保権の処遇，相殺
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権）を学ぶ。 

14．民事再生法③ 

 再生契約の成立・遂行（再生債務者の財産評定・事業譲渡，再生計画）を学

ぶ。 

15．民事再生法④ 

個人再生（個人再生の制度設計，小規模個人再生，給与所得者等再生，住

宅資金貸付債権に関する特則）を概観する。 

成績評価の方法 

期末試験で評価します。 

特別な理由なく欠席・遅刻した場合には減点し，６回以上欠席した場合には

原則として期末試験の受験を認めません。 

期末試験を１００点満点で実施し採点し，欠席・遅刻による減点を行い，最

終評価を算出します。 

なお，再試験は行いません。 

成績評価の基準 
倒産法の基本的な条文の当てはめ方や基礎的概念の理解ができているかど

うか等を評価の基準とします。  

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

事前配布のレジメ・資料等がある場合には読んでおいて下さい。 

その上で後掲教科書を読んで予習，復習しておいて下さい。 

教科書・参考文献 

教科書： 藤田広美「破産・再生」弘文堂 

参考書：山本克己編「破産法・民事再生法概論」商事法務 

伊藤眞「破産法 民事再生法 第2版」有斐閣 

履修条件 

民法，商法等の民事実体法，及び民事訴訟，民事執行法，民事保全法等の民

事手続法の全体的，基本的理解を必要としますが，単位取得が履修条件という

ことではありません。 
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60．倒産法演習 

 

授業科目名（カナ） 倒産法演習   （ トウサンホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 一瀬 悦朗   （ イチノセ エツオ ） 

履修年次 ２.３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 金曜４限 

講義の概要 

倒産法についての基本的な知識を有することを前提として，判例や司法試験

論文試験に出題された議案を題材とし、その中に現れた法的紛争について、破

産債権者や再生債権者の共同の利益を実現すべき立場にある破産管財人等の

一方当事者と、法的に認められた権利行使をする中で、自己の利益実現を目指

す他方当事者との法的紛争を的確に把握し、両当事者の主張内容とその適否に

ついて検討する。 

弁護士として、破産手続開始・再生手続開始の申立を行うこと、管財人や監

督委員、保全管理人に選任されることも出てくる。後者の立場は、いずれも全

債権者の利益のために職務を全うしなければならないものである。 

一方、各債権者は、何とか自己の持つ債権について、少しでも多くの回収を

望んでいる。しかしながら、これを許すことは、即ち、他の債権者を害するこ

とに他ならないから、法の許容するところを超えて一債権者の保護を図ること

は許されない。 

この意識を明確に持てるよう、総債権者の利益という観点を強調しながら検

討を進める。 

なお、弁護士の仕事と弁護士として活動していくために必要な能力について

は、弁護士実務の講義の概要に記載したところを参照して頂きたい。特に、紛

争解決のために弁護士に求められるスキルと本学が養成する人材との関係に

ついては、読んでおいて頂きたい。 

到達目標 

 破産・民事再生手続の中で起こりうる法的紛争を適切に解決する能力を身に

付けることが到達目標である。 

そのために、まず、紛争当事者の各欲求を的確に把握すること。次に、各欲

求を現実のものにするために必要な法律構成、主張・立証のあり方を検討する

ことになる。この段階では、倒産手続に特有な原理原則である「債権者平等」

とう観点から、民事事件に関する一般法である「民法」、商事事件に関する法

律である「商法」「会社法」などが著しく変容されているため、その理解が必

要不可欠になる。また、特別法による変容を正しく理解するためには、一般法

の理解が十分なものでなければならない。 
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というわけで、今年度は、具体的事案の解決を図りつつ、解決のために常に

使うことになる破産法と民事再生法の条文を見ながら、その解釈とあてはめが

どのようになっているのかを具体的に見ていくことにする。 

特に、民法の一部が破産法との整合性の観点から改正されたという事情もあ

るので、倒産法の条文のみならず、民法や会社法の規定も参照することになる。 

各回の授業内容 

第１～８回【破産法】 

第１回 総則、破産手続きの申立・確定、破産手続開始の効果（１～６１条） 

第２回 取戻権（６２～６４条） 

第３回 別除権（６５～６６条） 

第４回 相殺権（６７～７３条） 

第５回 破産債権者の権利・届出、破産債権の調査・確定（９７～１３３条） 

第６回 財団債権（１４８～１５２条） 

第７回 破産財団の管理【否認権】（１５３～１７６条）） 

第８回 免責手続及び復権（２４８～２５６条） 

第９～１５回【民事再生法】 

第９回 総則、再生手続開始、再生手続きの機関（１～８３条） 

第１０回 再生債権（７４～１１８条の３） 

第１１回 共益債権（１１８～１２３条） 

第１２回 再生債務者の財産の調査及び確保（１２４～１５３条） 

第１３回 再生計画（１５４～１８５条） 

第１４回 再生計画認可後の手続・再生手続きの廃止（１８６～１９５条） 

第１５回 総合演習（具体的事件の解決策について検討する。） 

成績評価の方法 
期末試験によって成績評価する。ただし，出席が授業回数の3分の2に満たな

い場合は期末試験の受験資格を認めない。再試験は行わない。 

成績評価の基準 

評価のポイントは、事案の争点を正しく把握できているか。争点を解決すべ

き法律の条文が正しく認識できているか。その条文が設けられている趣旨が正

確に理解され答案に表現できているか。その趣旨から考えたときその条文が要

求する法律要件が何故必要になっているのかについての理解ができているか。

その理解に基づいたとき、その条文の解釈がどのようなものであるべきかにつ

いて自分自身の言葉で表現できているか。その解釈に従って事案にあてはめた

とき、その事案の解決として十分な合理性があることが説明されているか否か

といったところである。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

具体的事案の解決を自ら行うという意識を明確に持ち、自分なりの考え方・

結論をしっかり持った上、その結論を支えるために必要な調査や勉強を自分な

りに補充して授業に臨むようにすると目標への到達が早いと思われる。 

授業後、そこでの議論や自分なりの発見を要領よくまとめ、条文に戻してお

くことにより、自由自在に使えるよう整理しておくことを求める。 
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教科書・参考文献 

担当者作成の司法試験合格六法破産法、民事再生法の配布を予定している。

その他、各自使用しているもののほか、コンメンタールを参照するよう勧め

る。 

履修条件 

司法試験の選択科目として「倒産法」を選択する可能性のある学生、その他、

倒産手続きに興味を持っている学生を対象とする。 

西郷雅彦教授の倒産法を履修していることが望ましい。 
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61．民事手続法特講 

 

授業科目名（カナ） 民事手続法特講   （ ミンジテツヅキホウトッコウ ） 

担当教員名（カナ） 西郷 雅彦      （ サイゴウ マサヒコ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜２限 

講義の概要 

現実の民事訴訟では，事実認定によって結論が決まるという事件がほとんど

です。この民事訴訟の現実に照らせば，十分な証拠法の理解を前提とした事実

認定能力（特に適切な経験則の発見，適用）を身につけることが実務法曹に求

められているのは明らかです。証拠法の理解，これに基づく事実認定について

一定の知識を身につけ，理解し，考える能力を身につけることによって，「社

会に生起するさまざまな法律問題について，正義の理念と社会通念を踏まえた

事案の把握及び事実の認定」につながることになります。そこで，本講義にお

いては，証拠関係の分野，それに現行民事訴訟法が旧民事訴訟法と大きく異な

っている証拠収集の分野，さらに実務家としての能力として必要な事実認定の

分野について，講義を行います。 

到達目標 

証拠関係の分野，証拠収集の分野，事実認定の分野についてのより深い理解

を得られることを目的とするとともに，具体的な裁判例等を素材にして検討し

議論することによって，「質の高い…議論や説得ができる能力の涵養」につな

がることを到達目的とします。 

各回の授業内容 

1 証拠法総論１・証人尋問・当事者尋問 

民事訴訟の基本構造から，事実認定の意義を明らかにし，事実認定におけ

る理念，証拠法における各種の概念（証明と疎明，証拠共通の原則等）を

復習し，証人尋問・当事者尋問の位置づけを行うとともに，判例を題材に

しながら，証人能力，証人義務・証言拒絶権を中心に学ぶ。 

2 鑑定・書証① 

鑑定の意義，手続を学び，さらに書証の意義，文書の種類，文書の真正・

二段の推定について学ぶ。 

3 書証② 

文書提出命令の手続を学び，文書提出義務について，判例も含めて学習す

る。除外事由が中心となり，特に自己使用文書に関する判例を中心に講義

を行う 

4 書証③・検証・調査嘱託・証拠保全 

引き続き，自己使用文書について判例を中心に学んだ後，インカメラ手続，
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不服申立方法，不提出の効果，について学び，検証，調査嘱託の意義，手

続を学んだ後，証拠保全の意義，要件，手続について学ぶ。 

5 新種証拠・証拠収集手段 

科学技術の進歩に伴い生じてきた新しい証拠となりうるものについて，証

拠法上の位置づけ等を学び，民事訴訟法その他の法に基づく証拠の各種入

手方法を学ぶ。 

6 事実認定総論① 

これまで学んできた証拠調べ方法を前提として，適正な事実認定の前提と

なる自由心証主義，判例を中心に，証明とは何か，どの程度の立証がある

と証明があったのかなどを学ぶ。 

7 事実認定総論② 

損害額の認定（２４８条）を判例・裁判例をふまえながら学ぶ。これまで

に学んだ範囲について中間試験を行う予定（短答式及び簡単な記述式の問

題について，1時間程度を予定している。）。 

8 事実認定総論③ 

事実認定の前提となる必要な立証責任の概念，立証責任の分配について学

ぶ。 

9 事実認定総論④ 

事実認定にあたり，重要な働きをする推定について学ぶ。 

10 事実認定各論① 

事実上の推定に関して，具体的な裁判例等を題材に学ぶ。 

11 事実認定各論② 

事実認定における基本的構造を復習し，書証の特徴，供述の特徴，その信

用性の判断方法等を，そして，事実認定において大きな役割を果たす経験

則，さらに間接反証を学ぶ。 

12 事実認定各論③ 

二段の推定に関する裁判例を題材に，二段の推定における間接事実，その

働き方などを学ぶ。この前後に，レポートの対象となる裁判例等を配布等

する予定。 

13 事実認定各論④ 

契約類型（売買契約，保証契約，貸金契約等）毎に問題となりやすい点

を学ぶ。 

 

14 事実認定各論⑤ 

前回に引き続き，契約類型毎に事実認定上の問題点等を学ぶ。 

15 事実認定各論⑥ 

前々回，前回に引き続き，契約類型毎に事実認定上の問題点等を学ぶ。 

成績評価の方法 証拠法の講義が終了した段階で行う中間試験の点数（40点満点）と事実認定
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に関する裁判例等についてのレポートの評価（60点満点）で成績評価を行いま

す。ただし，特段の理由なく欠席・遅刻した場合には減点し，さらに6回以上

欠席した場合は原則として単位取得を認めません。 

なお，中間試験の再試験は行いません。 

成績評価の基準 

中間試験では，証拠法分野の理解ができているかどうかが評価基準となり，

レポートでは証拠法を踏まえた上で事実認定のあり方について基本的な分析

能力が備わっているといえるかどうかが評価基準となります。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

レジメに基づいて授業を進める予定であり，事前にファイルをダウンロード

し，該当分野について各自の基本書にて予習し，さらに授業後復習して下さい。 

教科書・参考文献 

特に教科書として指定しません。各自が基本書として使用しているものと配

布するレジメに基づいて学習を進めてもらいます。 

適宜授業中に参考文献等を示す予定です。 

履修条件 民事手続法を履修済みであること。単位修得は条件ではありません。 
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62．特別刑法 

 

授業科目名（カナ） 特別刑法    （ トクベツケイホウ ） 

担当教員名（カナ） 梅﨑 進哉   （ ウメザキ シンヤ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 金曜３限 

講義の概要 

 特別刑法とは、狭義では、例えば「爆発物取締罰則」のように、専ら刑罰賦

課を目的とした、刑法を補完する法律をいうが、広義では、例えば「覚せい剤

取締法」のように、本来は行政目的から作られたものであるが、その中で刑事

罰の規定も併せ持つ法律（いわゆる行政刑法）等の刑法典外の刑罰法規の総称

である。本講が対象とするのは、この広義の特別刑法であるが、その全体を、

少ない講義時間の中で網羅することは、もとより不可能である。本講ではその

中から、特に憲法上の問題のあるもの、刑法総論原理との関連で問題を呈する

もの等に焦点をあわせて講義を行なう。特別刑法も「刑法」である以上、憲法

原理に従属し、刑法上の諸原理にも従うものであることは当然だが、ややもす

れば、行政目的や取締目的の優先から、憲法原理や刑法原理を逸脱し、逆に、

刑法原理そのものの弛緩を招きつつある。本講では、このような領域を学ぶこ

とで、同時に憲法や刑法総論原則の理解を深めることを目指す。 

到達目標 

 １ 特別刑法を学ぶことで、個々の特別刑法の分野の固有の問題状況を理解

し、対応できるようになると同時に、それぞれの分野で問題が生じた経緯と法

制度の対応の変遷を歴史的に考及することで、例えば公害のような、それまで

になかった新しい事態が生じた時に、諸君の先輩法曹がどのように苦心してこ

れに対応し克服しようとしたかを学ぶ。これは、本学の教育の基本理念である

「養成する人材４」の「社会の変化に伴って生じてくる新しい法律問題に対し

て，適切柔軟に対応できるだけの応用力や創造力を備え」ることをめざすささ

やかな試みでもある。 

２ 刑法各論の範囲を超えた様々な処罰規定に接し、その解釈を学ぶこと

で、刑法総論の解釈体系を一層自由に駆使できるようになると同時に、刑法諸

原則の根源的意味についての理解を深める。これは、「養成する人材３」の迅

速適切な実践能力の育成に資することを意図している。 

各回の授業内容 

１ 現代社会と特別刑法１ 

  行政犯の増加と刑罰インフレ、「犯罪」概念の変質 

２ 現代社会と特別刑法２ 

  刑法の歴史における法定犯の出現と行政刑法の法理（古代～近世） 
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３ 現代社会と特別刑法３ 

  刑法の歴史における法定犯の出現と行政刑法の法理（近代～現代） 

４ 公害と特別刑法１（公害の発生と刑法理論の変質） 

刑法による新たな社会問題への対応、刑法を用いたソーシャルコン

トロールのテストケースとしての公害問題 

５ 公害と特別刑法２（チッソ水俣病事件） 

  水俣病刑事事件（川本事件等を含む）に現れた国家刑罰権の特質 

６ 公害と特別刑法３（公害規制の現状・公害罪法） 

  公害規制の概要と問題点、ソーシャルコントロール論の問題点 

７ 危険物と特別刑法１（危険物規制の概要と基本問題） 

危険物規制と抵抗権 

通説＝個人法益への抽象的危険犯としての危険物犯罪理論構成の問題点 

８ 危険物と特別刑法２（銃刀法） 

  銃刀法規制の概要と問題点 

９ 危険物と特別刑法３（爆発物取締罰則・火炎びんの使用等の処罰に関する

法律） 

爆発物取締罰則、火炎びん使用等の処罰に関する法律の概要と問題点 

10 薬物と特別刑法１（薬物規制の概要） 

  麻酔性薬物の概要と規制の概要 

11 薬物と特別刑法２（薬物事犯をめぐる解釈上の諸問題） 

  「使用」などの文言と刑法の解釈、薬物間の錯誤 

12 薬物と特別刑法３（薬物自己使用の刑事規制問題・薬物刑法の保護 

法益） 

自己使用の処罰と刑事政策上の問題点、パターナリズムと刑法の限界、薬

物刑法の保護法益 

13 組織犯罪と特別刑法（組織犯罪対策３法と特別刑法） 

  組織犯罪３法の立法時の議論、組織的犯罪処罰法の概要 

  「敵・味方」刑法論の問題 

14 思想と特別刑法（思想問題に近接する特別刑法） 

思想処罰と侵害原理、現行法規制の概要、破壊活動防止法、思想環境の保

護のありかた 

15 性風俗と特別刑法（風俗規制をめぐる問題―法と倫理） 

幸福追求権と風俗規制、法と倫理の区別論、風俗規制の概要と問題点 

 

※ 但し、限られた時間で多くの内容を講じなければならないので、上記はあ

くまで目安であり、講義の進度により変更があり得ることを了解されたい。 
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成績評価の方法 

１ 定期試験の成績を6割、平常点（出席・発言状況）を4割として判定する。

但し、出席率が三分の二に満たない学生については定期試験の受験資格を認

めない。 

２ 再試験は実施しない。 

成績評価の基準 

１ 個々の特別刑法分野についての知識・理解 

２ 刑法基本原理の理解と特別刑法領域への応用能力 

３ （特別）刑法についての文章作成能力 

準備学習等についての

具体的な指示 

上の「到達目標」で示したとおり、本講のねらいは、直接的な司法試験対策

学習ではなく、①直接の試験科目ではなくとも、さまざまな社会問題に対する

刑事規制のあり方を自ら考えることで、将来法曹となって具体的な人権侵害に

接した場合に自らその侵害構造をつかみとる能力を養うこと、②刑法総論の知

識の高度な応用問題として特別刑法の諸分野を学ぶ中で、刑法総論の知識を再

確認し活きたものとすることにある。したがって、特に予習の必要はないが、

講義で接したテーマについて受動的に聞くだけでなく、必ず自らも考えてみる

必要がある。特に刑法総論との連続性の問題は、講義後に自ら総論の教科書等

を参照して再検討しておくこと。 

教科書・参考文献 プリントを配布して行う。 

履修条件 

前述のように、刑法総論の理解を前提とした科目である。したがって刑法Ⅰ

の単位修得者の履修が望ましい。刑法Ⅰの単位を未修得の諸君は、まずそちら

をクリアーしてから履修すること。 
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63．刑事弁護実務 

 

授業科目名（カナ） 刑事弁護実務    （ ケイジベンゴジツム ） 

担当教員名（カナ） 鍋嶋 隆志    （ ナベシマ タカシ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 火曜５限 

講義の概要 

刑事訴訟法を履修した者を対象として、捜査から公判に至る一連の刑事手続

における弁護人の実践的活動について、毎回テーマ（項目）を設定し、担当講

師が実際に行った弁護活動の実例を素材としながら、テーマに関する設題を討

議し、それを踏まえて解説する。従来型の裁判官裁判のみならず、裁判員裁判

や、外国人事件・少年事件・控訴事件等、特徴のある手続における弁護活動も

取り上げ、刑事弁護活動一般に対する理解を試みる。 

到達目標 

担当講師が実際に担当した刑事事件の弁護活動を主な題材とすることで、刑

事事件における弁護人の役割について実情を把握した上で理解を深め、その理

解が刑事手続法理論に対するさらなる理解へと繋げることが目標である。受講

者が主体的に議論に参加できるよう、各回のテーマに合わせて、自身が弁護人

であれば、どのように対処するかということを検討してもらい、場合によって

は受講者同士で討議をしてもらう。その上で解説講義を行う予定である。受講

者は、事前配布資料がある場合は、予習し（場合によっては事前課題を提示し、

その検討を求める場合もある。）、講義に臨んでもらいたい。 

各回の授業内容 

１ 刑事手続における弁護人の役割・使命 

   刑事弁護人制度の沿革 

   刑事弁護の受任・弁護人に対するアクセス・弁護人依頼権 

弁護人の基本的役割・任務 

２ 被疑者弁護と接見 

   被疑者弁護における接見の目的・重要性 

   違法な取り調べに対する対処方法 

接見妨害に対する対処方法 

３ 逮捕・勾留 

   逮捕・勾留に対する弁護活動 

接見等禁止への対処 

公判請求の回避に向けた弁護活動 

違法捜査に対する弁護活動 

４ 捜査の終結と後半に向けた準備 
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終局処分 

   保釈 

   起訴状・記録の検討・弁護方針の決定 

   検察庁・裁判所との打ち合わせ（公判準備） 

５ 捜査段階の弁護（その他とまとめ） 

捜査段階の弁護―その他 

捜査段階の弁護―まとめ 

６ 第一審の公判手続と訴因 

刑事第一審公判手続の概要 

訴因変更の要否 

７ 証拠法１ 

   伝聞証拠の類型と伝聞証拠の例外 

８ 証拠法２ 

自白の任意性、信用性 

取り調べの可視化 

９ 事件における争点 

   事件性・犯人性の否認 

違法阻却事由・責任阻却事由の存在の主張 

公判前（期日間）整理手続 

10 第一審公判の弁護（その他とまとめ） 

   第一審公判の弁護―その他 

第一審公判の弁護―まとめ 

11 情状弁護 

情状弁護の目的 

   情状立証の手段・工夫 

示談・情状証人・情状鑑定 

被害者に対する配慮（被害者参加制度） 

12 上訴 

上訴審（控訴・上告）の性質 

控訴趣意書の作成・提出 

控訴審における立証活動（事実の取り調べ） 

13 少年事件・外国人事件 

少年事件の理念と特殊性 

少年事件における弁護士の役割 

被疑者段階・家裁送致後の弁護活動・付添人活動 

外国人事件の特殊性 

通訳人の立場・重要性 

刑事手続と入管手続の関係・入国管理行政に対する理解 
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14 裁判員裁判 

裁判員裁判の手続の概要 

裁判員裁判における弁護活動の留意点 

裁判員裁判における量刑判断 

15 刑事弁護実務に対する考察 

   これまでの講義を振り返って刑事弁護実務を考察する 

成績評価の方法 

学期末の筆記試験（場合によっては学期末レポート）、学期中のレポートの

結果および講義の出席状況ならびに講義に臨む姿勢（討議課題に対する予習の

程度・講義時のディスカッションの状況など）を成績評価の対象とする。 

成績評価は、①学期末の筆記試験（学期末レポートで代替することとした場

合はその評価）60パーセント、②学期中に提出を求めるレポート20パーセント、

③講義の出席状況および講義に臨む姿勢20パーセント、とする。なお、講義の

出席回数が３分の２に満たない場合は、前記①を試験受験又はレポート提出す

る資格を失う。 

成績評価の基準 

成績評価において、以下の点を評価の対象とする。 

①実務上の問題意識を把握し、基本的法的概念が身についているか。 

②実務上必要である正確な知識・重要判例への理解の程度。 

③上記まで能力を実務的に発揮する能力という趣旨での、論述能力・発言能

力（論理的整合性、表現力）の程度。 

④具体的事案に対する適応（応用）能力の有無。 

⑤受講態度や質疑応答での対応や予習の状況については、平常点で評価す

る。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 
刑事手続に関する基礎を修得し、積極的に予習をして講義に臨まれたい。 

教科書・参考文献 

（教科書）特に指定しない（各自刑事訴訟法の体系書を適宜参照されたい。） 

（参考書）刑事訴訟法判例百選 第10版（有斐閣） 

刑事弁護ビギナーズＶｅｒ．２（現代人文社刊） 

他はその都度紹介する 

履修条件 特になし 
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64．高齢者・障害者問題 

 

授業科目名（カナ） 高齢者・障害者問題  （ コウレイシャ・ショウガイシャモンダイ ） 

担当教員名（カナ） 永田 一志   （ ナガタ カズシ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 水曜４限・水曜５限（隔週開講） 

講義の概要 

(1)高齢者・障がい者に関する法制度、(2)高齢者・障がい者に関わる人的・

物的資源等、および(3)高齢者・障がい者に特徴的な法律問題を取り上げ、法律

家として高齢者や障がい者に対し、どのようにして人としての尊厳を守り、権

利を擁護していくことができるかを理解できるものとする。 

到達目標 

法律実務家として、高齢者や障がい者を支援する周辺の人等と協働して高齢

者や障がい者が尊厳を持った生活をできるようにする、及び高齢者障がい者の

権利を擁護するための活動をしていくことができるようにするための最低限の

知識、ノウハウを取得する。 

各回の授業内容 

第１講 高齢者・障がい者を取り巻く状況と社会福祉 

    ① 高齢者や障がい者の現在の状況 

① 高齢者の福祉 

② 障がい者の福祉 

第２講 ノーマライゼーション、社会福祉基礎構造改革等 

① 高齢者・障がい者に対する考え方の変化 

② 社会福祉基礎構造改革の内容と問題点 

③ 障害者差別解消法 

第３講 成年後見制度（法定後見①） 

① 成年後見・保佐・補助の概要 

② 成年後見制度利用の適否 

第４講 成年後見制度（法定後見②） 

    ① 成年後見人等の職務、実際上の問題点等 

    ② 後見制度支援信託 

第５講 成年後見制度（任意後見） 

① 任意後見制度概要 

② 任意後見契約の実際 

第６講 成年後見人等の権限の限界 

(1) 医療同意の理論的可否と実際の対応 

(2) 死後事務 
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第７講 成年後見制度以外の高齢者・障がい者のために利用できる諸制度 

(1) 日常生活自立支援事業 

(2) 信託 

第８講 介護保険法、障害者総合支援法 

① 介護保険法の概要 

② 障害者総合支援法の概要 

第９講 高齢者・障がい者に関わる専門職、施設等 

① 社会福祉士等各種専門職の概要 

② 高齢者のための諸施設の概要 

    ③ 障がい者のための諸施設の概要 

第１０講 介護・福祉サービスと個人情報保護 

① 介護・福祉サービスと個人情報保護法 

② 個人情報保護と介護福祉サービスにおける情報共有 

第１１講 高齢者・障がい者の虐待問題 

① 高齢者虐待防止法の概要 

② 障害者虐待防止法の概要 

第１２講 高齢者・障がい者の消費者被害 

① 高齢者・障がい者の消費者被害の特徴 

② 高齢者・障がい者の消費者被害の救済方法 

第１３講 高齢者・障がい者とサービス事業者（契約関係） 

① 介護・福祉サービスの契約 

② 契約締結能力、代理等の実際と問題点 

第１４講 高齢者・障がい者とサービス事業者（介護事故等） 

① リスクマネジメント 

② 介護事故の検討（判例検討） 

第１５講 サービス評価制度・苦情解決制度 

① 福祉サービス評価制度の意義及びその内容 

② 苦情解決制度の意義及びその内容 

成績評価の方法 

期末のレポートと講義の出席状況等の平常点による。レポート結果を９割、出

席状況等の平常点を１割の割合で勘案して成績評価をする。 

レポートは１２月中旬に課題を示し、翌年１月中旬を提出期限とする。（詳細

は１２月に入って明示する。） 

平常点は、出席状況及び発言内容等を評価する。正当な理由のない欠席・遅刻

は減点（欠席は１回につき１点、遅刻・早退は１回につき０．５点）する。 

なお正当な理由のない欠席が３分の１を超えるときは、レポート提出を認めな

い。 

成績評価の基準 
レポートについては、基本的な知識の修得度、出題趣旨に添った課題対応能力

（ないし具体的事例への適応能力）などを評価する。 
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受講態度や質疑応答での対応の状況について、平常点で評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

民法（総則、契約法、親族法）の基本的なところを習得していること。なお、

講義は毎回具体的事例を想定して行い、できる限り学生の発言を求める形で進

める。 

教科書・参考文献 
教科書等は特に指定しない。 

各回において、事前に講義内容のレジュメを配布する。 

履修条件 特になし。 
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65．司法福祉論 

 

授業科目名（カナ） 司法福祉論    （ シホウフクシロン ） 

担当教員名（カナ） 内山 真由美    （ ウチヤマ マユミ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 木曜５限 

講義の概要 

司法福祉とは、司法の領域での問題について実質的な解決を図る取り組みを

いう。その中心は、更生保護制度と少年司法である。 

更生保護制度は、犯罪者や非行少年が再び犯罪や非行に陥ることなく生活で

きるように、社会の中で彼らに必要な指導や援助を加えるものである。講義で

は、犯罪者と非行少年の更生のためにいかなる制度が存在し、機能しているの

かを理解すること及びその現状と課題を踏まえて、彼らの立ち直りを支えるた

めにいま何が求められているのかについて考える。 

また、刑事施設被収容者の中に高齢者及び障害を持つ者が一定数見られ、彼

らの多くが釈放後に必要な福祉の援助を受けることができず、再び犯罪に陥っ

ているという現実がある。講義では、刑事施設出所者に対する就労や生活支援

などを取り上げて、とりわけ高齢者や障害を持つ刑事施設収容者の再犯防止と

社会復帰の課題について検討する。 

触法精神障害者の処遇として、日本は保安処分を持たない。それに代わり、

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」及び「心神喪失等の状態で重大

な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が存在する。これらの

法律の現状と課題を整理し、触法精神障害者の問題を検討する。 

少年事件では、家庭裁判所・児童相談所・少年鑑別所・少年院・児童自立支

援施設・児童養護施設・保護観察所など多くの公的機関と、保護司をはじめと

する民間の人々が、少年に対して教育や福祉的な働きかけを行い、少年が非行

から立ち直っていくことができるように取り組んでいる。少年保護手続の流れ

及び家庭裁判所の役割や家庭裁判所調査官の活動を理解した上で、少年が非行

から立ち直っていくために必要なことを考える。 

最後に、児童虐待、子どもの貧困といった現代の子どもを取り巻く問題につ

いて考える。子どもと家族の直面する困難を踏まえて、子どもの生きる権利、

成長し発達する権利を保障するための子どもと家族に関する支援のあり方、社

会のあり方を考える。 

到達目標 
「講義の概要」で示したそれぞれのテーマの現状と司法や福祉の対応について、

批判的に分析・検討することができる。 
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各回の授業内容 

第1回 ガイダンス、犯罪者処遇論 

この講義のガイダンスとして、司法福祉の定義、沿革、対象領域を学ぶ。

次いで、犯罪者処遇論を概観する。 

 

第2回 刑務所の現状 

無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について、法務省は年1回情報を更新し

ている。この「平成20年から平成29年までの過去10年間における無期刑の

執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況」によると、10年間に

刑事施設内で死亡した無期刑受刑者の数は、仮釈放となった無期刑受刑者

の数を上回っている。講義では近年進んだ厳罰化により刑務所における受

刑者の処遇にどのような変化が見られるのかについて確認する。 

 

第3回 罪を犯した知的障害者、高齢受刑者の処遇 

刑務所には、福祉の支援が受けられないまま困窮し、盗みなどを繰り返す

障害者（いわゆる累犯障害者）が見られる。また、法務省は、60歳以上の

高齢受刑者の14％に認知症の可能性があるという調査結果を明らかにして

いる。このような現状を踏まえて、法務省と厚生労働省は平成21年4月から

連携して高齢又は障害を有する受刑者に対する福祉的支援を進めている。

講義ではこの取り組みを確認し、累犯障害者の再犯防止に何が求められる

のかを考える。 

 

第4回 女子刑務所の現状(1) 女子の刑事施設の状況 

平成29年版犯罪白書によると、平成28年における刑法犯の検挙人員（罪名

別構成比）では、男女ともに窃盗の占める割合が最も高いが、女性におけ

る窃盗の割合は76.8%と、男性（44.4%）に比べて顕著に高い。特に、女性

は万引きの占める割合が高く（61.8%）、女性高齢者についてはその傾向が

顕著である（80.3%）。 

講義では女性受刑者に窃盗が多い原因を探り、再犯防止策を検討する。 

 

第5回 女子刑務所の現状(2)受刑者を親に持つ子ども 

受刑者を親に持つ子どもについて、監獄法と刑事収容施設法の規定の違い

を概観し、国際基準を踏まえて日本の課題について検討する。さらに、平

成25年2月に立ち上げられた「女子刑務所のあり方研究委員会」の提言に基

づき平成26年4月から実施されている「女子施設地域支援モデル事業」を概

観し、女性受刑者特有の問題に着目した処遇の充実について検討する。 

第6回 犯罪者処遇論～更生保護(1) 

更生保護の定義、歴史、更生保護法の成立、保護観察の意義を学び、保護

観察の実施方法のうち指導監督について取り上げる。 
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第7回 犯罪者処遇論～更生保護(2) 

保護観察の実施方法のうち補導援護について取り上げる。次いで、就労が、

再犯防止および社会復帰に大きな役割を果たすことから、近年刑事施設や

保護観察所においてハローワークや協力雇用主と連携して進められている

刑務所出所者等の雇用に向けたさまざまな取り組みを学ぶ。 

 

第8回 犯罪者処遇論～更生保護(3) 

更生緊急保護、生活環境の調整について確認する。特に、保護観察所から

委託を受けて、住居がなかったり頼るべき人がいなかったりするなど直ち

に自立が困難な保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊、食事の給与、

就職援助、生活指導等を行う更生保護施設を取り上げる。 

 

第9回 触法精神障害者の処遇(1)医療観察制度 

触法精神障害者に対するダイバージョンを学ぶ。次いで、「心神喪失等の状

態で重大な他害行為を行なった者の医療及び観察等に関する法律」（医療観

察法）の手続及び運用状況について概観する。 

 

第10回 触法精神障害者の処遇(2)現状と課題 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」（精神保健福祉法）について

学ぶ。次いで、相模原市の障害者殺傷事件を背景とする精神保健福祉法改

正案を取り上げる。最後に、医療観察法と精神保健福祉法の現状を踏まえ

て、これらの法の問題さらには日本の精神科医療の課題を考える。 

 

第11回 少年非行(1) 

少年非行に関するデータに基づき少年非行の実態をおさえる。次いで、少

年保護手続を概観する。 

 

第12回 少年非行(2) 

少年審判及び終局決定を概観する。次いで、終局決定について終局別の比

率を取り上げる。最後に、少年事件の手続・処分の特徴を刑事事件と比較

して考える。 

 

第13回 少年非行(3) 

保護処分の内容を学び、再非行防止に求められる課題を検討する。また、「公

職選挙法の一部を改正する法律」によって国民投票の投票権を有する者の

年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18年以上とされたことや、犯罪の凶

悪化を抑止のために18歳及び19歳の者を「成人」として扱うべきだとの主
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張から提案されることがある「少年法適用対象年齢の引き下げ」の是非に

ついて検討する。 

 

第14回 子どもをめぐる現状(1)児童虐待 

児童虐待への法的対応を確認する。児童相談所における弁護士の活動例を

紹介し、児童虐待の防止策を考える。 

 

第15回 子どもをめぐる現状(2)子どもの貧困 

日本では7人に1人の子どもが貧困な状態にある。「子どもの貧困を放置す

れば国の財政負担が増大する」という、子どもの貧困を経済的観点から見

た調査も公表されている。子どもの貧困の実態を踏まえて、子どもの貧困

を解消する方策について考える。 

成績評価の方法 
定期試験（70点）、平常点（30点）によって評価する。授業の出席が3分の2

に満たない場合は期末試験の受験を認めない。再試験は行わない。 

成績評価の基準 

体系的に理解をしているか。基礎的概念を理解しているか。正確な知識が身

に付いているか。問題の論点把握の正確さが身に付いているか。また、受講態

度や質疑応答での対応や予習の状況について、平常点で評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

レジュメ及び配布資料のほか、以下に挙げた参考文献を準備・事後学習に活

用すること。 

教科書・参考文献 

教科書は特に指定せず、毎回の講義でレジュメと資料を配布する。 

参考文献として、日本司法福祉学会編『改訂新版 司法福祉』生活書院・2017年、

加藤幸雄＝前田忠弘監修、藤原正範＝古川隆司編『司法福祉 罪を犯した人の

支援と実践第2版』法律文化社・2017年、裁判所職員総合研修所『少年法入門（七

訂第二補訂版）』司法協会・2018年、裁判所職員総合研修所『少年法実務講義

案 （三訂補訂版）』司法協会・2018年、守山正＝後藤弘子編『ビギナーズ少年

法第3版』成文堂・2017年、守屋克彦＝斎藤豊治編『コンメンタール少年法』現

代人文社・2012年、藤林武史『児童相談所改革と協働の道のり―子どもの権利

を中心とした福岡市モデル』赤石書店・2017年、久保健二『児童相談所におけ

る子ども虐待事案への法的対応―常勤弁護士の視点から 改訂版』日本加除出

版・2018年、日本弁護士連合会子どもの権利委員会編『子どもの虐待防止・法

的実務マニュアル 第6版』明石書店・2017年。その他講義の中で適宜紹介する。 

履修条件 

裁判確定後の犯罪者の処遇や触法精神障害者の処遇のほか、少年非行、児童

虐待等子どもをめぐる現在の状況に興味がある者の受講を歓迎する。講義中に

関連する視聴覚教材を使用する予定である。 
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66．国際私法 

 

授業科目名（カナ） 国際私法    （ コクサイシホウ ） 

担当教員名（カナ） 釜谷 真史    （ カマタニ マフミ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 水曜１限 

講義の概要 

近年、国境を越えた人や物、お金の動きはますます加速しており、それに伴

い法律問題も「国際化」しています。たとえ夫婦間の子の奪い合といった家族

問題、船舶・航空機等の事故や売買契約等トラブルによる損害賠償問題をみて

も、ひとたび当事者や対象物等に「外国」的要素が入ってしまったとたん、そ

れらは「国際的私法問題」に姿を変えるのです――国際的子の奪い合いをめぐ

るハーグ条約や、原発事故をめぐる国際的損害賠償問題など、新聞でもよく目

にすることでしょう。 

このような「国際的私法問題」に対して、どこの国の法律（準拠法）を適用

して解決すべきか、といった問題が生じます。このような問題を扱うのが国際

私法（抵触法ということもあります）という法分野であり、これからの法曹関

係者には必須の基礎的素養といえるでしょう（新司法試験選択科目「国際関係

法（私法系）」の中核をなす分野です）。かつて日本ではマイナー科目の位置

づけを受けることの多かった国際私法ですが、近年福岡でも国際取引や子の奪

取に対応できる実務法曹へのニーズが高まっています。本講義を通じて、その

意義や面白さを学び、国際的私法問題に強い法曹を目指していただきたいと願

っています。 

なお、広義の「国際私法」には、上述の、準拠法選択規則という意味での狭

義の国際私法に加え、日本の裁判所がそもそも当該国際的私法問題に管轄を有

するのか、といった手続上の問題を扱う国際民事手続法をも含みますが、本講

義では狭義の国際私法に重点を置くこととします（国際民事手続法については

別途開講の「国際取引法」において取り扱われる予定です。後記「履修条件」

参照）。 

到達目標 

本講義は、近年増加著しい国際的私法問題に対して適切に対処するための基

礎的素養を備えるべく、かかる国際的私法問題の解決の基準として適用される

べき法（＝準拠法）を、筋道を立てて導けるようになることを目標とします。

具体的には、典型的・基本的な事例につき、準拠法の決定および適用ができる

ようになることが目標です。 
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各回の授業内容 

１．概説［4つのプロセス／連結点：連結点の種類（客観連結と主観連結／属

人法／常居所地法）／連結政策（累積的・選択的・配分的・段階的・補正

的連結）／本国法・常居所地法の確定］ 

２．問題検討［連結点（Unit２）］ 及び 概説［不統一法国］ 

３．問題検討［不統一法国（Unit３）］ 及び 概説［反致：反致の種類／反

致の根拠／通則法上の反致］ 

４．問題検討［反致（Unit４）］ 及び 概説［公序：公序の根拠／発動要件

／発動後の処理］ 

５．問題検討［公序（Unit５）］ 及び 概説［法性決定・先決問題・適応問

題］ 

６．問題検討［法性決定（Unit１）］ 及び 概説［婚姻：実質的成立要件／

形式的成立要件／婚姻の無効・取消／婚姻の身分的効力／婚姻の財産的効

力］ 

７．問題検討［婚姻（Unit７）］ 及び 概説［離婚・内縁］ 

８．問題検討［離婚（Unit８）］ 及び 概説［実親子成立：嫡出親子関係／

非嫡出親子関係／準正／親子関係の存否確認］ 

９．問題検討［実親子（Unit９）］ 及び 概説［養親子関係・親子間の法律

関係］ 

10．問題検討［養子（Unit１０）・親子関係（Unit１１）］ 及び 概説［扶

養・自然人：扶養義務の準拠法に関する法律行為能力（取引保護）／失踪

宣告／後見開始審判／後見／法人従属法／法人従属法と他の準拠法との

関係）］ 

  ※この日に中間試験問題を配布（持ち帰り試験） 

11．中間試験問題解説  及び 概説［契約：実質的成立要件（当事者自治の

原則と制限論）／形式的成立要件］ 

  ※この日の授業冒頭で中間試験答案を回収 

12．問題検討［契約（Unit１５）］ 及び 概説［法定債権（原則）：事務管

理・不当利得／不法行為（一般不法行為）］ 

13．問題検討［法定債権（Unit１６（前半）） 及び 概説［法定債権（特則）］ 

14．問題検討［法定債権（Unit１６（後半））］ 及び 概説［相続・遺言：

相続統一主義と分割主義／他の準拠法との関係／遺言の実質的成立要件

／遺言の形式的成立要件］ 

15．問題検討［相続・遺言（Unit１２）］ 

成績評価の方法 

（１） 平常点［45点］ 

（２） 中間試験［20点］ 

持ち帰り課題形式（課題を出し、次回の授業で回収。論述形式）で行います。

なお、中間試験配布の週までの出席回数が3分の2に満たない者の、中間試験受

験は認めません。 
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（３） 期末試験［35点］ 

 なお、期末試験の前週までの出席回数が3分の2に満たない者の、期末試験受

験は認めません。 

成績評価の基準 

（１）平常点の成績評価の基準 ：下記を基準に、1回につき0点～3点の範囲

で評価します。 

①事前課題への回答状況（必要な準備をしてきているか、回答は適切か） 

②教員からの質問への回答状況（場合によって、基礎事項を確認したり発展問

題を考えたりするために、適宜学生に質問することがあります。この場合の評

価の重心は、回答が正解に至っているか否かではなく、積極的能動的に自分自

身で解答を見出そうという姿勢があるかにおきます。） 

（２）中間試験および期末試験の成績評価の基準 

 具体的な事例における事実関係および問いを正確に把握し、準拠法決定およ

び準拠法適用プロセスに則って、規範定立およびあてはめを正確に行い、結論

を導くことができているかを基準として評価する。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

各回の授業は、《 問題検討 》と《 概説 》の2つのパートに分けて行いま

す。TKC教育支援システムを通じて配布する、「課題指示シート（以下、指示

シートとする）」と「内容をまとめたレジュメ（以下、レジュメとする）」、

および後述教科書2冊を用いて予習をしていただく必要があります。授業の流

れ、および必要な予習は次の通りです。 

１．《 概説 》   その項目についての基礎知識を確認します。 

（１）予習 

①「指示シート」に指定された範囲の教科書（中西ほか『国際私法』）を読ん

できたうえ、わからない部分を明確にしておいてください。 

②「指示シート」に指示された範囲の教科書（櫻田ほか『演習国際私法CASE3

0』）の設問について、配布するヒントを参照しながら基本論証を作成してく

ださい。 

（２）授業時間内 

①については疑問点を発表してもらい、②については論証を発表してもらい、

教員とともに検討していきます。 

２．《 問題検討 》   前回概説した部分につき、教科書（櫻田＝道垣内『ロ

ースクール国際私法』）の中で、教員が指定した部分の設問を検討し、理解を

深めます。 

（１）予習 

「指示シート」の指定に従い、教科書（『ロースクール国際私法』）の設問を

検討してきてください。 

（２）授業時間内 

受講生に報告、質問、回答をしてもらいながら検討します。 

教科書・参考文献 【授業で用いる教科書】 



205 

 

・櫻田嘉章＝道垣内正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法［第3版］』

（有斐閣） 

・中西康ほか編『リーガルクエスト 国際私法』（有斐閣） 

・櫻田嘉章ほか編『演習国際私法 CASE30』（有斐閣） 

【参考書】 

①松岡博編『国際関係私法入門―国際私法・国際民事手続法・国際取引法』（有

斐閣）： 後期開講の「国際取引法」（多田望先生）の教科書。 

②櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選［第2版］』（有斐閣） 

③櫻田嘉章『国際私法』（有斐閣Sシリーズ） 

④道垣内正人『国際私法入門』（有斐閣） 

⑤横山潤『国際私法』（有斐閣） 

履修条件 

① 新司法試験の選択科目で「国際関係法（私法系）」を選択する予定の人は、

「国際取引法」（後期開講、多田望先生）も必ず受講してください。この両

者を併せて、「国際関係法（私法系）」の出題範囲を完全に網羅することが

できます。 

② 国際私法は法学部を卒業した人でも未履修という人が多い科目で、方法論

等において他の法律科目とはかなり異質、とっつきにくい科目といわれま

す。しかし、異質といっても、扱う事柄は民法・民事手続法等民事科目と同

じ、その国際的側面に光を当てる法分野であり、学んでいるうちに、国内法

科目もより新鮮な感覚で取り組めるようになることがよくあります。また国

際私法独特の思考方法さえ身につければ、答案の書き方にも一定の型がある

ことから、あとは一定のレベルに達するのは比較的楽な科目であることはよ

く知られています。最初はもしかすると大変かもしれませんが、ぜひチャレ

ンジしていただきたいと願っています。 

③ 国際私法にまったく触れたことのない方の受講も歓迎しますが、上記のよ

うな異質性からつまづいてしまわないよう、予習復習には十分な時間を割い

ていただくようお願いします。履修に関し不安がある場合など、開講前のメ

ールでの相談も歓迎いたします（kamatani@seinan-gu.ac.jp）。ご遠慮なく

お尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kamatani@seinan-gu.ac.jp
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67．国際私法演習 

 

授業科目名（カナ） 国際私法演習    （ コクサイシホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 
多田 望    （ タダ ノゾミ ） 

釜谷 真史    （ カマタニ マフミ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 水曜２限 

講義の概要 

国際民事紛争を解決するにあたっては、本来、１つの事件で、①準拠法決定だ

けでなく、②国際裁判管轄権などの国際民事手続法上の問題も登場し、また、

国際取引事件に関しては③統一私法条約や民間統一規則の適用も必要になる。

この演習は、「国際私法」と「国際取引法」の講義で提供された①準拠法、②

国際裁判管轄権、③統一私法条約などの法的ツールを用いて、より実践的に、

１つの事件を全体的に解決する手法を学ぶものである。内容として、国際婚姻

法、国際親子法、国際相続法、国際契約法、国際不法行為法、国際物権法、国

際債権債務取引法などの各事件類型を想定し、①準拠法、②国際裁判管轄権を

中心に、事例検討を行う。 

到達目標 

１つの国際民事紛争事件の全体的な処理のなかで、国際裁判管轄権と準拠法決

定の重要性と関係について有機的に学びつつ、国際私法・国際民事手続法・国

際取引法を総合的・展開的に理解することを目標とする。 

各回の授業内容 

＊１～６、９～１４回は、①準拠法と②国際裁判管轄権の双方を取り扱う。 

１．ガイダンス／婚姻・離婚（１）【演習国際私法CASE30 No.14】 

２．婚姻・離婚（２）【演習国際私法CASE30 No.15・16】 

３．親子（１）【演習国際私法CASE30 N o.17】 

４．親子（２）【演習国際私法CASE30 No.18・19】 

５．失踪宣告・後見【演習国際私法CASE30 No.2・3】 

６．相続・遺言【演習国際私法CASE30 No.20】  ※第1回中間試験（持ち帰り

式） 

７．不統一法国【演習国際私法CASE30 No.23】 

８．反致【演習国際私法CASE30 No.24】 

９．契約（１）一般の契約【演習国際私法CASE30 No.7・8】 

１０．契約（２）消費者契約・労働契約【演習国際私法CASE30 No.9】 

１１．不法行為・事務管理・不当利得【演習国際私法CASE30 No.10】 

１２．物権【演習国際私法CASE30 No.6】 

１３．法人・代理【演習国際私法CASE30 No.4・5】、第2回中間試験（持ち帰り

式） 
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１４．債権債務取引【演習国際私法CASE30 No.13】 

１５．外国判決の承認執行【演習国際私法CASE30 No.30】   

成績評価の方法 

予習・復習・授業中の発言・質疑に対する応答等の積極的参加姿勢（20％）、

中間テスト2回（20％）、および期末試験（60％）によって評価する。正当な理

由なく欠席した場合は減点する。また，正当な理由なく６回以上授業を休んだ

場合は，期末試験の受験を認めない。この科目については再試験を実施しない。 

成績評価の基準 
成績評価は絶対評価とするが、できるだけ修得度（特に具体的な事例を解決

するに当たっての規範の発見、解釈、適用の能力）の差を反映させる。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

(1)準備学習（予習）として、教科書①～③の該当頁を読み込み、「国際私法」

「国際取引法」で勉学したことを再度、ノートにまとめて、理解の深化を深め

ること。(2)事後学習（復習）として、当該回に関する準拠法および国際裁判管

轄を扱う事例をもとにした復習課題に取り組み、提出すること。 

教科書・参考文献 

【教科書】櫻田嘉章ほか編『演習国際私法 CASE30』（有斐閣、2016） 

【参考書】①中西康ほか『Legal Quest 国際私法 第2版』（有斐閣、2018）、

②松岡博編『国際関係私法入門 第4版』（有斐閣、2019春出版予定）、③櫻田

嘉章＝道垣内正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法［第3版］』（有

斐閣、2012）、④櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選［第2版］』（有

斐閣、2012）、⑤櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法 第1巻・第2巻』（有

斐閣、2011） 

履修条件 「国際私法」「国際取引法」を履修済み、あるいは履修中であること。 
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68．国際取引法 

 

授業科目名（カナ） 国際取引法    （ コクサイトリヒキホウ ） 

担当教員名（カナ） 多田 望    （ タダ ノゾミ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 月曜２限 

講義の概要 

国際取引法は、国際ビジネスの現場で展開してきた実務先行型の法であり、

私法や条約等の国家法および民間統一規則などから成る総合的分野である。さ

らに、仲裁などの自治的な紛争解決方法が発達しているという特徴も有する。

本講義で取り上げる内容は、①国際物品売買、国際運送・保険、国際支払など

の固有の国際取引法の他、②国際裁判管轄権、国際司法共助、外国判決の承認

執行、国際訴訟競合、国際商事仲裁などの国際民事手続法と、③物権、債権譲

渡等の準拠法決定である。 

到達目標 

国際取引法と準拠法決定、国際裁判管轄と準拠法決定の関係について有機的

に学び試みつつ、国際取引法、国際民事手続法、国際私法を発展的に理解する

ことを目標とする。 

各回の授業内容 

１．受講案内、概説［代理・物権］ 

２．問題検討［代理・物権（Units14、18）］ 及び 概説［債権債務取引］ 

３．問題検討［債権債務取引（Unit17）］ 及び 概説［知的財産権］ 

４．問題検討［知的財産権（Unit19）］ 及び 概説［国際裁判管轄１：被告

住所地、営業所所在地、消費者の住所地、特別の事情］ 

５．問題検討［国際裁判管轄１（Case22-1）］ 及び 概説［国際裁判管轄２：

契約債務履行地、事業活動地］ 

６．問題検討［国際裁判管轄２（Cases22-2-1、23-2）］ 及び 概説［国際裁

判管轄３：財産所在地、不法行為地、併合請求管轄］ 

７．中間試験１及び解説 

８．問題検討［国際裁判管轄３（Cases23-3、22-2-2）］ 及び 概説［国際裁

判管轄４：合意管轄、労務提供地、専属管轄］ 

９．問題検討［国際裁判管轄４（Cases23-4～6）］ 及び 概説［当事者、国

際司法共助、国際保全処分］ 

10．問題検討［当事者、国際司法共助、国際保全処分（Units25、26、29）］ 

及び 概説［外国判決の承認執行］ 

11．問題検討［外国判決の承認執行（Cases27-1、2）］ 及び 概説［国際訴

訟競合］ 
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12．問題検討［国際訴訟競合（Unit28）］ 及び 概説［国際家事事件手続］ 

  ※この日に中間試験２問題を配布（持ち帰り試験） 

13．問題検討［国際家事事件手続（Unit24、Case27-3） 及び 概説［国際取

引法１：国際物品売買契約］ 

  ※この日の授業冒頭で中間試験答案を回収 

14．問題検討［国際取引法１（Unit34）］ 及び 概説［国際取引法２：国際

物品運送契約、国際海上貨物保険契約］ 

15．問題検討［国際取引法２（Unit35）］ 及び 概説［国際取引法３：国際

支払、国際商事仲裁］ 

成績評価の方法 

予習・復習・授業中の発言・質疑に対する応答等の積極的参加姿勢（15％）、

中間テスト2回（25％）、および期末試験（60％）によって評価する。正当な理

由なく欠席した場合は減点する。また，正当な理由なく６回以上授業を休んだ

場合は，期末試験の受験を認めない。この科目については再試験を実施しない。 

成績評価の基準 
成績評価は絶対評価とするが、できるだけ修得度（特に具体的な事例を解決

するに当たっての規範の発見、解釈、適用の能力）の差を反映させる。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

(1)準備学習として、教科書①『国際関係私法入門』の関係箇所を通読し、全

体像をつかむこと。(2)授業が始まれば、教科書②『ロースクール国際私法』の

授業該当箇所のUNITにおけるPreparationとQuestionについて指示あるものを

解答すること。(3)毎回の授業で出される予習課題および復習課題（答案作成形

式）に取り組み、提出すること。(2)と(3)については、詳細を夏休み中に連絡

する。 

教科書・参考文献 

教科書：①松岡博編『国際関係私法入門 第4版』（有斐閣、2019年春出版予定）

［日本のロースクール生の多くが教科書にしているといわれています］、②櫻

田嘉章＝道垣内正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法 第3版』（有

斐閣、2012） 

 

参考書：①櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選 第2版』（有斐閣、20

12）、②中西康＝北澤安紀＝横溝大＝林貴美『国際私法 第2版』（有斐閣、20

18）、③櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法 第1巻・第2巻』（有斐閣、2

011）、④松岡博編『レクチャー国際取引法 第2版』（法律文化社、2018）、⑤

佐野寛『国際取引法 第4版』（有斐閣、2014）、⑥本間靖規＝中野俊一郎＝酒

井一『国際民事手続法 第2版』（有斐閣、2012） 

履修条件 

司法試験で「国際関係法（私法系）」を選択する者については、２･３年次前期

開講の「国際私法」（担当：釜谷真史先生）、３年次前期開講の「国際私法演

習」（釜谷真史先生との共同開講）も履修すること。 

 

 

  



210 

 

69．国際人権法 

 

授業科目名（カナ） 国際人権法   （ コクサイジンケンホウ ） 

担当教員名（カナ） 近藤 真   （ コンドウ マコト ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 火曜５限 

講義の概要 

国際人権文書である世界人権宣言、国際人権規約、人権関係諸条約その他国連

が設定してきた基準規則を説明するとともに、このような国際人権法が日本国

内でどのように実施されているか（国際人権法の国内実施）、国連を通じてど

のように実施されているか（国際人権法の国際実施）という仕組みを説明する。

また、国際人権法の関連分野である国際刑事法（外国公務員に対する贈賄防止

の制度を含む）、難民救済システム、ビジネスと人権に関する国際基準等にも

言及する。 

到達目標 

講義を通じて、国際人権諸条約及び国際人権法の実施メカニズムを理解したう

えで、日本国内外の問題に対して、国際人権法の観点から、どのように関わる

ことができるかということについて理解を深めて欲しい。 

各回の授業内容 

1.～2．国際人権法序説 

講義内容の全体を概説するとともに、国際人権の担い手としての国際人権Ｎ

ＧＯと国連との関係やその活動形態について説明する。また、日本における

国際人権法の運用状況、日本の法律実務家による国際人権法にかかわる諸活

動を紹介し、法律実務家が国際人権法を学ぶことの必要性を説明する。合わ

せて、国際人権法を学ぶにあたって不可欠な、文献・情報へのアクセスの方

法についても解説する。 

 

3. 国際人権法概論 

 国際連合の機関の概要、人権条約の概要、条約の作成・締結・適用、国際人 

権法実施の概要、国際人権法の関連分野（国際刑事法・難民法）の概要を説

明する。 
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4. 国際人権条約の概要 

 日本が批准した主要な人権条約（国際人権（自由権）規約、国際人権（社会

権）規約、女子差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約、拷問禁

止条約）及び難民条約の概要を説明する。 

 

5. 国際人権法の国内的実施（１） 

－国際人権法の国内的効力－ 

条約を含む国際人権基準がいかなる国内的効力を持ち、どのように適用され

るか（直接適用・間接適用）について検討する。そのうえで、国際人権法の

国内的実施の態様の概略（立法整備・行政慣行・国内裁判・国内人権機関等）

を説明する。 

 

6.～7．国際人権法の国内的実施（２） 

－裁判における活用・国内人権機関－ 

日本の裁判所における国際人権基準の活用の現状について、実際の判例を用

いて検討する。 

8. 国内人権機関 

日本における人権保障の仕組みを説明したうえで、政府から独立した国内人

権機関に関し、国際社会の対応、パリ原則における国内人権機関、人権条約

における国内人権機関等について説明する。 

9．国際人権法の国際的実施(1) 

－国連憲章に基づく機関による国際的実施－ 

国連の機構改革により２００６年の国連総会決議により設置された人権理

事会の役割と手続きについて説明する。 

 

10.～12．国際人権法の国際的実施(2) 

－条約に基づく機関による国際実施－ 

人権条約に基づく機関の報告制度、個人通報制度等の概要を説明する。 

人権条約の報告制度については、国際人権（自由権）規約、国際人権（社会

権）規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約等、既

に日本政府報告書の審査が行われたものについて、その審査の状況を説明

し、法律実務家としてこの報告制度にいかに関わっていけるかを説明する。 

また、人権条約の個人通報制度のしくみとその現状について説明し、実際に

この制度を利用するにあたっての具体的手続きと問題点を説明する。また、

この制度の下で出された判断(view)についての法的性格を検討する。 
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13．国際人権法の関連分野(1) 

－国際刑事法－ 

国連の刑事司法の歴史と現状、国連（コングレス及びコミッション）が作り

上げてきた基準規則の説明をするとともに、これらの国際基準が日本の人権

状況の改善に活用できるかについて検討する。また、外国公務員贈賄防止の

メカニズムにつき、国際的潮流の中で日本の現状を位置づけて説明する。 

 

14．国際人権法の関連分野(2) 

－難民救済システム－ 

難民条約に基づく難民救済の法的メカニズムと国連難民高等弁務官事務所

について説明する。 

 

15．国際人権法の関連分野(3) 

－ビジネスと人権－ 

2011年に国際連合で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」（事

務総長特別代表ジョン・ラギー報告書）の説明をするとともに、日本の企業

が人権の国際基準を知ることの重要性、どのように日本の企業に国際的人権

の考え方を導入すればいいかを考える。また、ビジネスと人権の観点から重

要な国際基準である「国連グローバルコンパクト」や「ＩＳＯ２６０００」

も紹介する。 

成績評価の方法 

出席状況等の平常点と定期試験又はレポートの結果を総合的に考慮して評価

する。 

① 講義の出席が３分の２に満たない受講生の定期試験又はレポート提出は

認めない。 

② 出席状況等の平常点を２０％、定期試験又はレポートの結果を８０％と

して成績評価をする。 

成績評価の基準 

成績評価において、以下のような能力を成績評価の対象とする。 

① 基礎的概念を理解しているか。 

② 正確な知識や理解が身に付いているか。 

③ 問題の論点把握の正確さが身に付いているか。 

④ 論述の論理的整合性が身に付いているか。 

⑤ 具体的事例への適応能力はあるか。 

⑥ 文章作成能力はあるか。 
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70．国際公法 

 

授業科目名（カナ） 国際公法  （ コクサイコウホウ ） 

担当教員名（カナ） 佐古田 彰   （ サコタ アキラ ） 

履修年次 ２･３年次 

単位 ２単位 

授業時間 後期 木曜３限 

講義の概要 
この講義では、国際法に関する日本の国内裁判例を取り上げる。 

履修者の希望があれば、英語文献（国際判決や国連決議）の読み方も教える。 

到達目標 

国際法は、日本法と異なる法体系でありながら日本法において法として扱わ

れるという、特異な法体系である。日本の裁判所は、そのような国際法を現実

の事例においてどのように扱ってきたかを具体的な裁判例を通じて理解し、改

めて日本の法体系の特徴を理解することを、目標とする。 

授業内容 

第１講 この授業の方針や文献の探し方の説明、報告担当者の決定など 

第２・３講 1963年原爆事件東京地裁判決 

第４・５講 1984年オデコ・ニホン社事件東京高裁判決 

第６・７講 1990年張振海事件東京高裁決定 

第８・９講 1997年二風谷事件札幌地裁判決 

第１０・１１講 2004年米国大使館員課税事件東京高裁判決 

第１２・１３講 2006年パキスタン貸金請求事件最高裁判決 

第１４・１５講 2007年光華寮事件最高裁判決 

成績評価の方法 

各授業における積極的な参加状況（事前の準備や発言など）とレポート・レ

ジュメなどの提出物。 

各授業における積極的な参加状況（８０％）、提出物（２０％） 

試験は課さない。 

成績評価の基準 

この授業の目標を踏まえ、成績評価の基準として、個別の裁判事例において、

いかなる国際法規則が言及されたのか、裁判所はその国際法規則をどのような

方法で言及したのか、そのような言及の方法から導かれる日本法の法体系の特

徴、の３点についての正確な理解に求めることとする。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

１つの裁判例を２回の授業でじっくりと取り組む。事件に関わる国際法規則

と日本の関連法令のそれぞれをしっかりと勉強しておいてもらいたい。 

日本法と異なる法体系である国際法が日本法体系においてどのように扱わ

れるのかは、理論的にも実務的にも重要な問題である。授業の準備と履修は、

その点に留意してしっかりと行っておくこと。 
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教科書・参考文献 

岩沢雄司編『国際条約集』有斐閣（または他の出版社の条約集） 

中谷和弘ほか『国際法（第３版）』有斐閣アルマ、2016年 

小寺他編『国際法判例百選（第２版）』有斐閣、2011年 

履修条件 「国際社会と法」または学部での国際法の授業を履修済みであること。 
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71．国際公法演習 

 

授業科目名（カナ） 国際公法演習   （ コクサイコウホウエンシュウ ） 

担当教員名（カナ） 小寺 智史   （ コデラ サトシ ） 

履修年次 ２・３年次 

単位 ２単位 

授業時間 前期 火曜４限 

講義の概要 
 本演習では、「国際社会と法」その他の講義によって得た国際公法に関する

基本的な理解に基づき、同法に関する主要な論点を取り上げて検討する。 

到達目標 

 本演習の到達目標は次の３つである。第１に、国際公法の基本的な概念を説

明することができる。第２に、国際公法の論点について関連する判例と結びつ

けて説明することができる。第３に、国際公法の各論点を論理的かつ体系的に

整理して論述することができる。 

各回の授業内容 

１．イントロダクション 

２．国際法の法的性質 

３．国際法の成立と展開 

４．国家主権と国際法 

５．国際法による規制の仕組み 

６．国際法と領域性原理 

７．現代国際法の実現過程 

８．国際法とデモクラシー 

９．紛争処理手続の多元化 

10．国際法と国内法 

11．承認 

12．法源 

13．国際慣習法 

14．法の欠缺 

15．条約の締結手続 

（取り上げる論点については受講者の関心に応じて変更する可能性がある。） 

成績評価の方法 
 各授業における報告（40％）、レポート（30％）、試験（30％）。 

 授業の出席が３分の２に満たない場合は期末試験の受験を認めない。 

成績評価の基準 

本演習では到達目標と関連して、以下の４つの能力を成績評価の対象とする。 

・国際公法の基本的な体系を説明することができる。 

・国際公法の基本的な概念を説明することができる。 

・国際公法の論点を判例と結び付けて説明することができる。 
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・国際公法の論点を論理的に整理して論述することができる。 

準備・事後学習につい

ての具体的な指示 

 本演習では、およそ10年前に公刊されたテキストを使用する。同テキストは

その当時の国際公法の論点をまとめたものである。参加者は各論点の内容をま

とめたうえで、その後10年間の展開について調べてレジュメにまとめる。 

教科書・参考文献 
奥脇直也・小寺彰編『国際法キーワード（第2版）』（有斐閣、2006年）。 

岩沢雄司編『国際条約集（2019年版）』（有斐閣、2019年）。 

履修条件 「国際社会の法」または学部の国際法の授業を履修済みであること。 

 

 


